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１．株式等振替制度への制度参加手続について




（１） 機構加入者、間接口座管理機関、指定株主名簿管理人等の

制度参加手続



                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株
式

等
振

替
制

度
へ
の
参

加
手

続
（
日

程
イ
メ
ー
ジ
）




（6
月

20
日

頃
）

（7
月

1
日

〜
8

月
11

日
）

（1
2

月
上

旬
頃

） 

説 明 会

申 請 書 類 等 の 送 付

Ｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ 保 振 サ イ ト 掲 載 （ 注 ）

承 認 通 知 等 発 送

申 請 書 類 等 の 提 出

（施
行

日
）

口 座 開 設 等

転 記 手 続 等

（
注

）
「
区

分
口

座
開

設
状

況
」
や

「
業

務
担

当
者

の
担

当
部

署
と

そ
の

連
絡

先
の

情
報

」
を

掲
載

す
る

予
定

で
あ

る
。



株
式

等
振

替
制

度
へ
の
参

加
手

続
（
手

続
の
ポ
イ
ン
ト
）


 

項
目

内
容

1
提

出
期

限
 

○
参

加
形

態
に

か
か

わ
ら

ず
、

「
8
月

1
1
日

（
月

）
」
ま

で
と

し
ま

す
。

2
 

送
付

方
法

 
○

届
出

書
類

に
つ

い
て

は
、

（
総

合
テ

ス
ト

で
届

出
さ

れ
た

参
加

形
態

に
基

づ
き

）
参

加
形

態
毎

に
郵

送

（
配

達
記

録
）
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

3
 

提
出

方
法

 
○

届
出

書
類

の
送

付
に

際
し

、
返

信
用

封
筒

(切
手

添
付

済
み

)を
同

封
し

て
い

ま
す

。
当

該
返

信
用

封

筒
を

利
用

し
て

参
加

形
態

毎
に

郵
送

（
配

達
記

録
）
し

て
く
だ

さ
い

。
 

○
な

お
、

届
出

書
類

の
確

実
な

授
受

を
行

う
観

点
か

ら
、

届
出

書
類

の
ご

提
出

（
返

送
）
は

「
配

達
記

録

郵
便

」
の

方
法

と
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
そ

の
た

め
、

お
手

数
で

す
が

、
「
郵

便
局

の
窓

口
」
で

郵
送

手

続
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

※
１

例
え

ば
、

「
機

構
加

入
者

」
及

び
「
間

接
口

座
管

理
機

関
」
で

参
加

す
る

場
合

、
①

「
機

構
加

入
者

」

に
係

る
提

出
書

類
一

式
と

②
「
間

接
口

座
管

理
機

関
」
に

係
る

提
出

書
類

一
式

を
そ

れ
ぞ

れ
提

出

し
て

い
た

だ
く
こ

と
に

な
り

ま
す

。
な

お
、

複
数

の
参

加
形

態
で

参
加

さ
れ

る
場

合
に

は
、

「
登

記
事

項

証
明

書
」
「
印

鑑
証

明
書

」
に

つ
い

て
は

重
複

し
て

提
出

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。

※
２

各
種

申
請

に
あ

た
っ

て
は

、
総

合
テ

ス
ト

で
申

請
し

た
内

容
に

限
ら

れ
ま

す
。

※
３

施
行

日
ま

で
に

、
提

出
書

類
に

変
更

等
が

あ
る

場
合

に
は

、
再

提
出

を
お

願
い

し
ま

す
。

4
 

区
分

口
座

開
設

日
等

 
○

区
分

口
座

開
設

日
は

、
「
施

行
日

」
に

な
り

ま
す

。
 

○
現

行
制

度
に

お
い

て
区

分
口

座
の

開
設

を
希

望
さ

れ
る

場
合

に
は

、
本

年
8
月

1
日

ま
で

に
申

請
（
口

座
開

設
日

は
8
月

末
予

定
）
を

受
け

付
け

る
こ

と
と

し
て

お
り

ま
す

（
注

１
）
。

 

○
ま

た
、

現
行

制
度

に
お

け
る

（
施

行
日

前
の

）
口

座
廃

止
手

続
（
注

２
）
に

係
る

期
限

等
の

詳
細

に
つ

き

ま
し

て
は

別
に

ご
案

内
い

た
し

ま
す

。

（
注

１
）

（
ご

参
考

）
「
株

券
等

保
管

振
替

制
度

等
に

お
け

る
新

規
区

分
口

座
開

設
申

請
に

つ
い

て
」
（
保

振
業

務
2
0
第

1
7
号

、
平

成
2
0
年

4
月

2
2
日

）
を

参
照

願
い

ま
す

。

（
注

２
）

例
え

ば
、

移
行

に
伴

い
、

参
加

者
自

己
分

に
つ

い
て

他
の

参
加

者
の

備
え

る
顧

客
口

座
簿

上

で
管

理
す

る
予

定
の

参
加

者
が

考
え

ら
れ

ま
す

。



株
式

等
振

替
制

度
へ
の
参

加
手

続
の
提

出
書

類


 

■
「
機

構
加

入
者

」
と

な
る

場
合

の
提

出
書

類
提

出
書

類
添

付
書

類

１
口

座
開

設
申

請
書

参
考

1
-
1

（
1）

登
記

事
項

証
明

書
（
※

１
）

（
2）

代
表

者
の

印
鑑

証
明

書
（
※

１
）

（
3）

口
座

開
設

の
任

に
あ

た
っ

て
い

る

担
当

者
の

本
人

確
認

書
類

（
※

２
）

（
4
）

「
自

己
口

」
に

お
け

る
登

録
配

当
金

受
領

口
座

方
式

の
指

定
又

は
「
顧

客
口

」
に

お
け

る
株

式
数

比
例

配
分

方
式

を
取

り
扱

う
場

合
に

お
い

て
、

配
当

金
の

受
領

を
他

の
者

に
再

委
任

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
委

任
の

事
実

を
証

す
る

書
面

（
※

４
）

２
「
自

己
口

」
の

属
性

区
分

毎
の

詳
細

情
報

参
考

1-
1 
-1

３
「
顧

客
口

」
の

属
性

区
分

毎
の

詳
細

情
報

参
考

1-
1 
-2

４
約

諾
書

参
考

1
-
2

５
株

式
等

振
替

制
度

参
加

に
係

る
届

出
書

参
考

1
-
3

６
 

業
務

責
任

者
及

び
業

務
担

当
者

連
絡

先
届

出
書

参
考

1
-
4

７
手

数
料

請
求

先
等

に
関

す
る

届
出

書
（
※

３
）

参
考

4

８
T
ar

ge
tI
D

の
利

用
に

関
す

る
確

認
書

又
は

T
ar

ge
tシ

ス
テ

ム
利

用
申

込
書

-

■
「
間

接
口

座
管

理
機

関
」
と

な
る

場
合

の
提

出
書

類
提

出
書

類
添

付
書

類

１
間

接
口

座
管

理
機

関
承

認
申

請
書

参
考

2
-
1

（
1）

登
記

事
項

証
明

書
（
※

１
）

（
2）

代
表

者
の

印
鑑

証
明

書
（
※

１
）

（
３

）
株

式
数

比
例

配
分

方
式

を
取

り
扱

う
場

合
に

お
い

て
、

配
当

金
の

受
領

を
他

の
者

に
再

委
任

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
委

任
の

事
実

を
証

す
る

書
面

（
※

４
）

２
約

諾
書

参
考

2
-
2

３
 

株
式

等
振

替
制

度
参

加
に

係
る

届
出

書
参

考
2
-
3

４
業

務
責

任
者

及
び

業
務

担
当

者
連

絡
先

届
出

書
参

考
2
-
4

５
手

数
料

請
求

先
等

に
関

す
る

届
出

書
（
※

３
）

参
考

4

６
T
ar

ge
tI
D

の
利

用
に

関
す

る
確

認
書

又
は

T
ar

ge
tシ

ス
テ

ム
利

用
申

込
書

-

3ヶ
月

以
内

の
も

の
を

ご
提

出
く
だ

さ
い

。
※

１
 

※
既

に
保

管
振

替
制

度
、

短
期

社
債

振
替

制
度

、
一

般
債

振
替

制
度

、
投

資
信

託
振

替
制

度
、

上
場

投
資

信
託

（
Ｅ

Ｔ
Ｆ

）
振

替
制

度
等

で
区

分
口

座
を

開
設

し
て

い
る

場
合

に
は

不
要

と
な

り
ま

す
。

２
※

既
に

保
管

振
替

制
度

、
短

期
社

債
振

替
制

度
、

一
般

債
振

替
制

度
、

投
資

信
託

振
替

制
度

、
上

場
投

資
信

託
（
Ｅ

Ｔ
Ｆ

）
振

替
制

度
の

い
ず

れ
か

に
制

度
参

加
さ

れ
て

い
る

場
合

、
又

は
決

済
照

合
シ

ス
テ

ム
の

利
用

者
で

あ
３

	 る
場

合
に

は
、

提
出

が
不

要
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

今
回

は
該

当
す

る
会

社
に

送
付

し
ま

す
（
送

付
さ

れ
な

い
会

社
は

ご
提

出
の

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
）
。

※
委

任
契

約
書

の
写

し
等

で
す

。
４

（
注

）
提

出
書

類
や

届
出

事
項

に
つ

い
て

は
、

今
後

の
法

律
改

正
や

実
務

検
討

等
に

よ
り

変
更

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
 



株
式

等
振

替
制

度
へ
の
参

加
手

続
の
提

出
書

類




■
「
指

定
株

主
名

簿
管

理
人

」
と

な
る

場
合

の
提

出
書

類

提
出

書
類

添
付

書
類

１
指

定
株

主
名

簿
管

理
人

指
定

申
請

書
参

考
3
-
1

（
1）

登
記

事
項

証
明

書
（
※

１
）

（
2）

代
表

者
の

印
鑑

証
明

書
（
※

１
）

２
株

式
等

振
替

制
度

参
加

に
係

る
届

出
書

参
考

3
-
2

３
業

務
責

任
者

及
び

業
務

担
当

者
連

絡
先

届
出

書
参

考
3
-
3

４
手

数
料

請
求

先
等

に
関

す
る

届
出

書
（
※

2）
参

考
4

3ヶ
月

以
内

の
も

の
を

ご
提

出
く
だ

さ
い

。
※

１
 

※
既

に
保

管
振

替
制

度
、

短
期

社
債

振
替

制
度

、
一

般
債

振
替

制
度

、
投

資
信

託
振

替
制

度
、

上
場

投
資

信
託

（
Ｅ

Ｔ
Ｆ

）
振

替
制

度
の

い
ず

れ
か

に
制

度
参

加
さ

れ
て

い
る

場
合

、
又

は
決

済
照

合
シ

ス
テ

ム
の

利
用

者
で

あ
２

	 る
場

合
に

は
、

提
出

が
不

要
と

な
り

ま
す

。
な

お
、

今
回

は
該

当
す

る
会

社
に

送
付

し
ま

す
（
送

付
さ

れ
な

い
会

社
は

ご
提

出
の

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
）
。

 

（
注

）
提

出
書

類
や

届
出

事
項

に
つ

い
て

は
、

今
後

の
法

律
改

正
や

実
務

検
討

等
に

よ
り

変
更

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

保振業務 20 第 17 号

平成 20 年４月 22 日

業務取扱責任者 各位 

株式会社証券保管振替機構

業 務 部 長 齊藤 宗孝

システム第一部長 佐藤 勝彦

株券等保管振替制度等における新規区分口座開設申請について

当機構は、新たに株券等保管振替制度における区分口座の開設をご希望する参加者につ

きましては、既に本年３月からの株式等振替制度（株券電子化）に係る総合テストに参加

している業務代行者（計算会社）に、振替や権利処理に係る業務を委託する場合に限って、

本年８月１日まで口座開設申請を受け付けることといたしますのでご案内申し上げます。

なお、この申請に基づく参加者口座及び区分口座の新規開設は、８月末を予定しておりま

す。

株券等保管振替制度における区分口座開設申請を予定されます皆様におかれましては、

かかる状況をご理解頂き、お早めに当機構までご連絡頂きますようお願い申し上げます。 

なお、他制度への参加につきましては、次のとおり、既にご案内させて頂いております

ので、ご参照下さい。 

決済照合システム

一般振替ＤＶＰ制度 
http://www.jasdec.com/news/20071026.html

一般債振替制度

短期社債振替制度 
http://www.jasdec.com/download/cp/hofurishafuri19dai554gou.pdf

投資信託振替制度 http://www.jasdec.com/fund/sanka_01.html

（注）株式等振替制度（株券電子化）移行後における各種制度への参加申請につきまして

は、平成 21 年１月からの株式振替制度及びシステムの安定運営を見極めた上で決定す

る予定でありますので、その詳細につきましては追ってご案内いたします。

【本件に関するお問合せ先】

業務部 口座担当 03－3661－1836

システム第一部 総務企画担当 03－3661－7061 

以 上



（参考） 機構加入者、間接口座管理機関、指定株主名簿管理人等

に係る届出書類

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



    
 

 
 

 
                      

 
 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

    

ST20-1 


提出日 平成 年 月 日

参考 1-1 

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名 印

（口座管理機関コード（5 桁）：  ）

口座開設申請書

（株式等振替制度）

当社は、社債、株式等の振替に関する法律（平成１３年法律第７５号）第１２条第１項及び株式等の

振替に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第１８条第１項の規定により、業務規程第２条第

２号で規定される株式等を記録する口座として、下記のとおり口座の開設を申請いたします。

記 

口座種別 属性区分 区分口座数 

保有口

自己口

担保専用口 

信託口

質権口

質権信託口 

顧客口

顧客口

外国人株式記録口

（注）開設申請をする区分口座については、①「自己口」を開設する場合には（ST20-1-1）『「自己口」の属性区分毎の詳細情報』を、

②「顧客口」を開設する場合には（ST20-1-2）『「顧客口」の属性区分毎の詳細情報』をご記入のうえ、本申請書と一緒にご提出く

ださい。

以 上

機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 

 
 

 
 
                 

 
 
 

 
 

 
 

 

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

       

       

       

 
 

   

   

   

   

   

 
 

株式会社 証券保管振替機構 

参考 1-1-1 

御中

平成

会社名

代表者役職名

氏  名

（口座管理機関コード（5 桁）：

 年  月  日 提出分

印

 ）

「自己口」の属性区分毎の詳細情報
（株式等振替制度）

１．「保有口」の詳細情報

区分口座
コード 

担保専用口への振替 利用目的 

□ する □ しない 

□ する  □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

□ する □ しない 

２．「担保専用口」の詳細情報 

区分口座
コード 

特別株主管理事務委託状況
報告データの通知の他の機
構加入者への委託の有無 

振替株式等の全てについて
信託財産の表示

利用目的 

□ する □ しない □ する □ しない 

□ する  □ しない □ する □ しない 

□ する  □ しない □ する □ しない

３．「質権口」の詳細情報
区分口座
コード 

利用目的 



 
                             

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   

   

   

   

   

 
 

 
 

 
 

   

４．「信託口」の詳細情報 ST20-1-1 
区分口座
コード 

担保専用口への
振替 

信託財産名義の取扱い 利用目的 

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない 

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

□する □しない 
（□個別 

□ する 

□包括  □1つの名義）
□ しない

５．「質権信託口」の詳細情報 
区分口座
コード 

利用目的 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



 

 
 

 
 

                 
 

 
 

 
 

 
 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 

 

                   

                   

                   

                   

                   

参考1-1-2 
平成  年  月  日 提出分

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名 印

（口座管理機関コード（5 桁）：  ）

「顧客口」の属性区分毎の詳細情報
（株式等振替制度）

１．「顧客口（外国人株式記録口を除く。）」の詳細情報 
区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

２．「外国人株式記録口」の詳細情報
区分口座
コード 

株式数比例配分方式の取扱い 利用目的 

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）

□あり □なし（理由：  ）



 

 

  

          

 

      

 

    

    

        

  

 

     

 

          

 

      

 

    

    

        

  

 

     

 

          

 

      

 

    

    

        

  

 

     

 

 

 
 

 
 

   

 

ST20-1-2 
３．株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届出 

※ 	 １．及び２．において、「株式数比例配分方式の取扱い」欄で、「あり」を選択した場合には、以下に必要事項を記

載してください。 

[ □ 全て同一口座とする ] 

区分口座コード 

①金融機関の名称 

②金融機関番号

③店名 

④店番号 

⑤預金種別 □ 普通  □ 当座  □ その他

⑥口座番号 

⑦口座名義人の氏名又
は名称（カナ）

⑧口座名義人の氏名又
は名称 

⑨⑧の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義

区分口座コード 

①金融機関の名称 

②金融機関番号

③店名 

④店番号 

⑤預金種別 □ 普通  □ 当座  □ その他

⑥口座番号 

⑦口座名義人の氏名又
は名称（カナ）

⑧口座名義人の氏名又
は名称 

⑨⑧の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義

区分口座コード 

①金融機関の名称 

②金融機関番号

③店名 

④店番号 

⑤預金種別 □ 普通  □ 当座  □ その他

⑥口座番号 

⑦口座名義人の氏名又
は名称（カナ）

⑧口座名義人の氏名又
は名称 

⑨⑧の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。
機構使用欄

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 
 

  
 

   

 

 
    

 
 

 
 

 
 
                    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

参考 1-2 
ST20-2 

提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

             会社名

代表者役職名

氏  名  印

（口座管理機関コード（5 桁）：  ）

約 諾 書

（株式等振替制度＜機構加入者用＞）

当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に、下記の事項を約諾いたします。

記

１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務

大臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・ 当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



 

    
 

 
 

 
 
                         

 
 

 
 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  
 

 

   

  

  
 

 

 

提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中 

参考 1-3 

会社名

代表者役職名

氏  名

（口座管理機関コード（5 桁）：

印

 ）

株式等振替制度参加に係る届出書
（株式等振替制度＜機構加入者用＞）

株式等振替制度に機構加入者として参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。

記 

１．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

２．登記上の本店所在地・主たる事務所（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。）

（本店所在地）

〒 －

（在日支店所在地） 

〒 －

３．代表者氏名及び代表者届出印

代表者の役職名 代表者の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

４．代表者代理人選任及び届出印（代表者代理人を選任する場合にご記入ください。）

代表者代理人の役職名 代表者代理人の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

（注）代表者代理人は、業務責任者と同一の方を選任することも可能です。



 

 

    

  

      

  

     

    

        

 
 

 
 

      

 

  

      

     

 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

ST20-3 

５．登録配当金受領口座方式の指定 

登録配当金受領口座
方式の指定 

□ 指定する □ 指定しない

①金融機関の名称

②金融機関番号

③店名

④店番号

⑤預金種別 □ 普通  □ 当座  □ その他 

⑥口座番号 

⑦口座名義人の氏名
又は名称（カナ）

⑧口座名義人の氏名
又は名称

⑨⑧の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義

（注）「登録配当金受領口座方式の指定」の欄で「指定する」を選択した場合、①～⑨をご記入ください。 

６．元利金受領時の資金決済会社の名称等 

①資金決済会社名称

②金融機関番号

③店番号

（注）新株予約権付社債のお取扱いがない場合でも必ずご記入ください。 

７．外国人保有制限銘柄の外国人等である旨の申請 

※ 外国人保有制限銘柄の外国人等に該当する場合には、該当する法令をご記入ください。 

□ 放送法（放送法第 52 条の 8 第 1 項に規定する外国人等である場合） 
□ 航空法（航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等である場合） 
□ ＮＴＴ法（日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲げる者である場合） 

※ 	 当機構では、本届出書にご記載の内容に基づき、機構加入者口座に係る加入者情報の登録を行います。なお、

本届出書にご記載の内容（６．元利金受領時の資金決済会社の名称等の内容を除く。）に、当機構の定める振替

制度内字に該当しない文字（振替制度外字）が含まれる場合には、以下に振替制度内字への置換えに関する情

報をご記載ください（振替制度内字への置換えに関する情報のご記載がない場合には、該当項目のフリガナ欄

にご記載の内容により加入者情報の登録を行わせていただきます。）。

該当箇所
振替制度外字

（本届出書のご記載内容）

振替制度内字

（置換え後） 

□ 商号・名称 
□ 本店所在地、主たる事務所 
□ 代表者の役職名・氏名 
□ 登録配当金受領口座に係る口座名

義人の氏名又は名称

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣 機構使用欄

から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。


・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 

      
 

 
 

 
                         

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   

  

    

 

             

             

 

 

 

   

    

    

 

            

            

  

 

 

 

 

   

  

    

 

            

            

 

 

 

 

 

 

参考 1-4 

提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名

（口座管理機関コード（5 桁）：  ）

業務責任者及び業務担当者連絡先届出書
（株式等振替制度＜機構加入者用＞）

１．業務責任者及び業務担当者の連絡先 

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名・氏名 

業
務
責
任
者

役職名 氏名 

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

業
務
担
当
者
（
※
１
・
※
２
・
※
３
）
 

所属部署 

役職名・氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏名

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

※１「担保に係る業務」について、上記の「業務担当者」とは別に専門の担当者を設置する場合は、ご

記入ください。

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

担
保
業
務
担
当
者
 

役職名・氏名 
役職名 氏名 

住所 
〒 －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 



 

 

   

  

    

 

            

             

 

 

 

   

  

    

 

            

            

  

 

 

  

 

               

 

               

                    

                    

           

                    

                    

 

 
 

 

 

   

 

ST20-4 
※２「加入者情報に係る業務」について、左記の「業務担当者」とは別に専門の担当者を設置する場合

は、ご記入ください。 

加
入
者
情
報
業
務
担
当
者
 

所属部署 

役職名・氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏名 

住所 
〒 －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

※３ 「新株予約権付社債等に係る業務」について、左記の「業務担当者」とは別に専門の担当者を設

置する場合は、ご記入ください。 

新
株
予
約
権
付
社
債
等
業
務
担
当
者
 

所属部署 

役職名・氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏名 

住所 
〒 －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

（注）新株予約権付社債等業務担当者（新株予約権付社債等業務担当者を設置しない場合には、業務担当者）の担当部署、

電話番号につきましては、元利金の受領に関する連絡先として、発行・支払代理人に公表いたしますので、あらかじ

めご了承ください。 

２．加入者保護信託に関する事務担当部署 

担当部署 

住所 
〒 －

電話番号 ( ) －

（注）株式等振替制度において、顧客口を開設する場合には、加入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入ください。

なお、短期社債振替制度、一般債振替制度、一般投資信託振替制度又は上場投資信託振替制度において、既にお届けいた

だいている場合には、記載は不要です。 

３．緊急時連絡用ＦＡＸ番号 

ＦＡＸ番号（１） ( ) －

送付先名称（１） 

*30 文字以内 

ＦＡＸ番号（２） (  )  －

送付先名称（２） 

*30 文字以内 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣 機構使用欄

から認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡を

行うため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 

 
 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

                     

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

   

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

参考 2-1 
ST30-1 

提出日 平成 年 月 日 

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名  印

（口座管理機関コード（5桁）：  ）

間接口座管理機関承認申請書 

（株式等振替制度）

当社は、株式等の振替に関する業務規程第２６条第１項の規定により、間接口座管理機関としての承

認を得るため、下記のとおり申請いたします。

記 

１．上位機関名

直近上位機関等の会社名等
上位機関の 
確認印

直近上位機関

①会社名

②代表者の役職名

③代表者の氏名 

届出印

①会社名

②代表者の役職名

③代表者の氏名 

届出印

上位機関

①会社名

②代表者の役職名

③代表者の氏名 

届出印

①会社名

②代表者の役職名

③代表者の氏名 

届出印

２．「直近上位機関」の機構加入者コード等

※口座管理機関コード（5桁）及び顧客口コード(直近上位機関が間接口座管理機関であれば顧客口所在コード)（2 桁）の合計 7 桁の

数字をご記入ください。

３．直近上位機関から顧客口の開設を受ける日

平成 	  年  月  日

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



 
 

  
 

   

 

 
    

 
 

 
 

 
 
                     

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

参考 2-2 
ST30-2 

提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名  印

（口座管理機関コード（5桁）：  ）

約 諾 書

（株式等振替制度＜間接口座管理機関用＞）

当社は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）に、下記の事項を約諾いたします。

記

１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務

大臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・ 当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



 

    
 

 
 

 
 
                        

 

 

 

 
 

 
 
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  
 

 

   

  

  
 

 

 

 

参考 2-3 
提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中 

会社名

代表者役職名

氏  名  印

（口座管理機関コード（5桁）：  ）

株式等振替制度参加に係る届出書

（株式等振替制度＜間接口座管理機関用＞）

株式等振替制度に間接口座管理機関として参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。

記

１．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

２．登記上の本店所在地・主たる事務所（外国法人で在日支店所在地がある場合は、そちらもご記入ください。）

（本店所在地）

〒 －

（在日支店所在地） 

〒 －

３．代表者氏名及び代表者届出印

代表者の役職名 代表者の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

４．代表者代理人選任及び届出印（代表者代理人を選任する場合にご記入ください。）

代表者代理人の役職名 代表者代理人の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

（注）代表者代理人は、業務責任者と同一の方を選任することも可能です。



 

 
 

 

 
 

  

      

  

     

    

        

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

ST30-3

５．株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配当金受領口座の届出 

株式数比例配分方式
の取扱い 

□ あり 
（理由：

□ なし 
）

①金融機関の名称

②金融機関番号

③店名

④店番号

⑤預金種別 □ 普通  □ 当座  □ その他 

⑥口座番号 

⑦口座名義人の氏名
又は名称（カナ）

⑧口座名義人の氏名
又は名称

⑨⑧の名義の種類 □ 自己名義 □ 再委託先名義

（注）「株式数比例配分方式の取扱い」の欄で「あり」を選択した場合、①～⑨をご記入ください。 

以 上

機構使用欄・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 

      
 

 
 

 
 
                          

 

 
 

 
 

 
 
 

 

   

  

    

 

             

             

 

 

 

   

    

    

 

            

            

 

 

 

 

 

   

  

    

 

            

            

 

 

 

 

 

参考 2-4 
提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名

（口座管理機関コード（5桁）：  ）

業務責任者及び業務担当者連絡先届出書
（株式等振替制度＜間接口座管理機関用＞）

１．業務責任者及び業務担当者の連絡先 

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名・氏名 

業
務
責
任
者

役職名 氏名 

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

業
務
担
当
者
（
※
）
 

役職名・氏名 
役職名 氏名

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

※ 「担保に係る業務」について、上記の「業務担当者」とは別に専門の担当者を設置する場合は、ご

記入ください。

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

担
保
業
務
担
当
者
 

役職名・氏名 
役職名 氏名 

住所 
〒 －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 



 

 

 

  

 

               

 

               

                    

                    

           

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

ST30-4 

２．加入者保護信託に関する事務担当部署 

担当部署 

住所 
〒 －

電話番号 ( ) －

（注）株式等振替制度において、加入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入ください。なお、短期社債振替制度、一

般債振替制度、一般投資信託振替制度又は上場投資信託振替制度において、既にお届けいただいている場合には、記載は

不要です。 

３．緊急時連絡用ＦＡＸ番号 

ＦＡＸ番号（１） ( ) －

送付先名称（１） 

*30 文字以内 

ＦＡＸ番号（２） (  )  －

送付先名称（２） 

*30 文字以内 

以 上

機構使用欄・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣

から認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡

を行うため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 
 

 

   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
                   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

参考 3-1 
ST60-1 

平成  年  月  日

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名

代表者役職名

氏  名  印

指定株主名簿管理人等指定申請書

（株式等振替制度用）

当社は、株式等の新規記録通知の発出、総株主通知の受理その他の事務について、発行

者に代わって株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との間の手続を行う指定

株主名簿管理人等（株式等の振替に関する業務規程第１３条第１項に規定する者をいう。）

としての指定を申請いたします。また、本申請にあたり、下記の事項を約諾いたします。

記

１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



    
 

 
 

 
 
                        

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  
 

 

   

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

ST60-2 


提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中 

参考 3-2 

会社名

代表者役職名

氏  名  印

株式等振替制度参加に係る届出書
（株式等振替制度＜指定株主名簿管理人等用＞）

株式等振替制度に指定株主名簿管理人等として参加することに伴い、下記のとおり届け出いた

します。

記

１．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

２．登記上の本店所在地

（本店所在地）

〒 －

３．代表者氏名及び代表者届出印

代表者の役職名 代表者の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

４．代表者代理人選任及び届出印（代表者代理人を選任する場合にご記入ください。）

代表者代理人の役職名 代表者代理人の氏名 届出印

（フリガナ） （フリガナ）

（注）代表者代理人は、業務責任者と同一の方を選任することも可能です。

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機構使用欄



      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

  

    

 

             

             

 

 

 

   

    

    

 

            

            

 
 

 

 

               

                    

                    

           

                    

                    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

株式会社 証券保管振替機構 

参考 3-3 

御中

提出日 平成 年 

ST60-3 

月 日

会社名

代表者役職名

氏 名

業務責任者及び業務担当者連絡先届出書
（株式等振替制度＜指定株主名簿管理人等用＞）

１．業務責任者及び業務担当者の連絡先 

所属部署 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) (ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名・氏名 

業
務
責
任
者

役職名 氏名 

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

所属部署 

業
務
担
当
者
 

役職名・氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

役職名

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

氏名

住所 
〒  －

電話番号 ( )  －

ＦＡＸ番号 ( )  －

e-mail 

２．緊急時連絡用ＦＡＸ番号 

ＦＡＸ番号（１） ( ) －

送付先名称（１） 

*30 文字以内 

ＦＡＸ番号（２） (  )  －

送付先名称（２） 

*30 文字以内 

以 上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣 機構使用欄

から認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡

を行うため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。



 
  

 

 

  

 
 

 
 

 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

         

  

            

     

  
 

            

 
 
 

            

 

   

   

   

   

   

    

   

    

 

 
 

 
 
 

 

参考 4 ST99-2 

手数料請求先等に関する届出書

（株式等振替制度用）

提出日 平成 年 月 日

株式会社 証券保管振替機構 御中

会社名
届出印

役職名

氏 名

手数料請求先等について下記のとおり届け出いたします。

記

届 出 種 別 新規 変更 （変更日）平成 年 月 日

手数料

請求先

（注）

会 社 名

部 署 名
※部署名は 10 字以内で御記入

願います。

郵 便 番 号 －

住 所

電 話 番 号 （  ）  －

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （  ）  －

預金種類：当座預金、 口座名義：（株）証券保管振替機構

銀行名 支店名 口座番号

三菱東京 UFJ 銀行 (0005) 日本橋支店 (020) 9204370 
三井住友銀行 (0009) 日本橋東支店 (034) 6720511 

手数料振込先銀行
りそな銀行 (0010) 日本橋支店 (302) 6204627 
みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 (0016) 兜町証券営業部 (113) 0086102 
三菱 UFJ 信託銀行 (0288) 本店営業部 (110) 0186445 
中央三井信託銀行 (0291) 日本橋営業部 (100) 2301320 
住友信託銀行 (0294) 東京営業部 (410) 0818069 

※毎月の手数料振込銀行を、上記より 1 行ご指定ください。
振込指定銀行を途中で変更される場合は、本届出書を再度ご提出願います。

（注）請求先を変更する場合は、変更日の前月 25 日までに本届出書をご提出ください。

 以  上

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当部署と当機構との間の事務連絡を行う

ため、利用させていただきます。

・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機

構ホームページ（ http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。

機 構 使 用 欄

間 接 間 接 以 外



（資料） 機構加入者、間接口座管理機関、指定株主名簿管理人等

に係る届出書類の記載要領

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



1.　届出書類毎の記入方法と記入例について

　（1）「機構加入者」関係

　　① 口座開設申請書 機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第2  0条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

開設する区分口座の数を属
性区分ごとに「区分口座数」
欄にご記入ください（アラビ
ア数字でご記入ください。）。

実印

（参考）
口座管理機関コードは、金融・
証券区分コード( 1 桁 )及び固有
名コード (4 桁)の計 5 桁の数字
となります。
※金融・証券区分コード・・・統
一金融機関コードを使用する機
構加入者及び間接口座管理機
関については「0」、証券会社等
標準コードを使用する機構加入
者及び間接口座管理機関につ
いては「1」となります。
※固有名コード・・・証券会社・
取引所等は「証券会社等標準
コード」、銀行・その他金融機関
（証券金融会社、短資会社、保
険会社等）は「統一金融機関
コード」となります。



②-1 「自己口」の属性区分毎の詳細情報

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた保有口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた担保専用口と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「特別株主管理事務委
託状況報告データの通知の
他の機構加入者への委託の
有無」、「振替株式等の全て
について信託財産の表示」
及び「利用目的」は必ずご記
入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた質権口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。

実印

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第2 0条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。



②-2 「自己口」の属性区分毎の詳細情報

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた信託口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「担保専用口への振
替」、「信託財産名義の取扱
い」及び「利用目的」は必ず
ご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
また、「信託財産名義の取扱
い」で「する」を選択した場
合、「個別」、「包括」又は「 1
つの名義」のいずれかを選
択してください。なお、この場
合、別途、「信託財産名義届
出書」のご提出が必要となり
ます。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた質権信託口と同じ数だ
けご記入いただく必要があり
ます。
また、「利用目的」は必ずご
記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。



③-1 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた顧客口と同じ数だけご
記入いただく必要がありま
す。
また、「株式数比例配分方式
の取扱い」及び「利用目的」
は必ずご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
※「株式数比例配分方式の
取扱い」について、「なし」を
選択した場合、その理由も
必ずご記入ください。理由と
しては、特別口座分の顧客
口とするため等が想定され
ます。

区分口座コードの数は口座
開設申請書にご記入いただ
いた外国人株式記録口と同
じ数だけご記入いただく必要
があります。
また、「株式数比例配分方式
の取扱い」及び「利用目的」
は必ずご記入ください。
なお、「利用目的」は「（別添）
区分口座における利用目的
の記載例」をご参照の上、ご
記入ください。
※「株式数比例配分方式の
取扱い」について、「なし」を
選択した場合、その理由も
必ずご記入ください。理由と
しては、特別口座分の顧客
口とするため等が想定され
ます。

実印



③-2 「顧客口」の属性区分毎の詳細情報

＜全て同一口座とする場合の記載方法＞

①～⑨の記入欄に必要事項
をご記入ください。
なお、「区分口座コード」欄に
ついて、同一の受領口座と
なる区分口座コードを列挙し
てください。異なる場合に
は、それぞれの区分口座
コードごとに、受領口座を分
けてご記入ください。

株式数比例配分方式を複数
の区分口座で設定する場合
（顧客口又は外国人株式記
録口の「株式数比例配分方
式の取扱い」で「あり」に設定
した区分口座が複数の場
合）において、それらの区分
口座に記録された数につい
て配当金の受領口座が全て
同一口座となる場合、選択し
てください。
なお、これを選択した場合、
①～⑨の記入欄のみご記入
いただき、他の記入欄は空
欄としてください（下記の記
載例をご参照ください。）。

複数の顧客口について、株
式数比例配分方式における
受領口座を全て同一口座と
する場合、選択してください。

受領口座をご記入ください。
※この場合、区分口座コード
のご記入は不要です。



④ 約諾書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

実印



⑤-1 株式等振替制度参加に係る届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、実印（商業登
記法第20条1項の規定により
登記所に提出された印鑑）を
捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記載してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地又は主た
る事務所を正確に記載してく
ださい。

代表者の役職名、氏名の記
載及び代表者の届出印を捺
印してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

代表者代理人を選任する場
合、代表者代理人の役職
名、氏名の記載及び代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

実印

取締役
社長之

印

部長印



⑤-2 株式等振替制度参加に係る届出書

＜登録配当金受領口座方式の指定をしない場合の記載方法＞

登録配当金受領口座方式
の指定を行う場合、「指定す
る」にチェックしてください。

「登録配当金受領口座方
式」を指定する場合には、
「指定する」を選択の上、①
～⑨の記載欄に必要事項を
記入してください。
また、「指定しない」を選択し
た場合、空欄としてください
（下記の記載例をご参照くだ
さい。）。

元利金の受領を行う資金決
済会社の情報をご記入くだ
さい。なお、新株予約権付社
債のお取扱いがない場合で
も必ずご記入ください。

機構の定める振替制度内字
に該当しない文字（振替制
度外字）がある場合、振替制
度内字への置換えに関する
情報をご記入ください。

外国人保有制限銘柄の外
国人等である場合、その該
当する法令をご記入くださ
い。

登録配当金受領口座方式を
指定しない場合、「指定しな
い」を選択してください。

「指定しない」場合、ご記入
は不要です。



⑥-1 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

業務責任者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者とは別に、株式
等の担保の差入れ、受入れ
等、担保に係る業務につい
て専門の担当者を設置する
場合、担当者の連絡先をご
記入ください。



⑥-2 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

システム障害発生等の緊急
時に、状況をFAXにて一斉に
ご連絡させていただくための
番号をご記入ください。

株式等振替制度において、
顧客口を開設する場合に
は、加入者保護信託に関す
る事務の担当部署をご記入
ください。
なお、短期社債振替制度、
一般債振替制度、投資信託
振替制度又は上場投資信託
（ＥＴＦ）振替制度において、
既にお届けいただいている
場合には、記載は不要で
す。

業務担当者とは別に、新株
予約権付社債の元利金支払
い等、新株予約権付社債に
係る業務について専門の担
当者を設置する場合、担当
者の連絡先をご記入くださ
い。

業務担当者とは別に、加入
者情報の照会、変更手続
等、加入者に係る業務につ
いて専門の担当者を設置す
る場合、担当者の連絡先を
ご記入ください。



（2）「間接口座管理機関」関係

　① 間接口座管理機関承認申請書
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

直近上位機関にご記入いた
だく欄です。
会社名、代表者の役職名・
氏名をご記入いただき、当該
直近上位機関の口座管理機
関として機構に届け出た届
出印を捺印の上、機構へご
提出ください。
また、②③については、 機
構に届け出されている代表
者代理人とすることも可能で
す。この場合、確認印は機構
へ届け出されている代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。

直近上位機関の他に上位機
関がある場合には、階層構
造の上位機関（機構に近い
ほう）から順にご記入くださ
い。
※直近上位機関が機構加入
者であれば記入不要です。

直近上位機関の機構加入者
コードをご記入ください（アラ
ビ ア 数 字 で ご 記 入 く だ さ
い。）。

直近上位機関から顧客口の
開設を受ける日をご記入くだ
さい（アラビア数字でご記入
ください。）｡

実印

届出
印

届出
印

届出
印

（参考）
口座管理機関コードは、金融・証券区分コード(1 桁)及び固有名コード(4 桁)の計5 桁の数字となります。
※金融・証券区分コード・・・統一金融機関コードを使用する機構加入者及び間接口座管理機関については「0」、証券会社等標準コードを
使用する機構加入者及び間接口座管理機関については「1」となります。
※固有名コード・・・証券会社・取引所等は「証券会社等標準コード」、銀行・その他金融機関（証券金融会社、短資会社、保険会社等）は
「統一金融機関コード」となります。



② 約諾書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

実印



③-1 株式等振替制度参加に係る届出書
機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記載してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地又は主た
る事務所を正確に記載してく
ださい。

代表者の役職名、氏名の記
載及び代表者の届出印を捺
印してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

代表者代理人を選任する場
合、代表者代理人の役職
名、氏名の記載及び代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

部長印

取締役
社長之

印

実印



③-2 株式等振替制度参加に係る届出書

＜株式数比例配分方式の取扱いをしない場合の記載方法＞

株式数比例配分方式の取扱
いを行う場合、「あり」を選択
してください。
また、株式数比例配分方式
の取扱いを行わない場合
（「なし」を選択）、その理由も
必ずご記入ください（下記の
記載例をご参照ください。）。

株式数比例配分方式の取扱
いで「あり」を選択した場合、
①～⑨の記入欄に必要事項
をご記入ください。

株式数比例配分方式の取扱
いを行わない場合、「なし」を
選択してください。
また、その理由も必ずご記
入ください。
理由としては、特別口座分
の顧客口とするため等が想
定されます。

株式数比例配分方式の取扱
いで「なし」を選択した場合、
空欄としてください。



④-1 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名
をご記入ください。
また、口座管理機関コードも
ご記入ください（アラビア数
字でご記入ください。）。

業務責任者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者とは別に、株式
等の担保の差入れ、受入れ
等、担保に係る業務につい
て専門の担当者を設置する
場合、担当者の連絡先をご
記入ください。



④-2 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

加入者保護信託に関する
事務の担当部署をご記入く
ださい。なお、短期社債振
替制度、一般債振替制度、
投資信託振替制度又は上
場投資信託（ＥＴＦ）振替制
度において、既にお届けい
ただいている場合には、ご
記入は不要です。

システム障害発生等の緊
急時に、状況をFAXにて一
斉にご連絡させていただく
ための番号をご記入くださ
い。



（3）「株主名簿管理人等」届出書類関係

　① 指定株主名簿管理人等指定申請書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。

実印



② 株式等振替制度参加に係る届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の規
定により登記所に提出され
た印鑑）を捺印してください。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記載してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地を正確に
記載してください。

代表者の役職名、氏名の記
載及び代表者の届出印を捺
印してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

代表者代理人を選任する場
合、代表者代理人の役職
名、氏名の記載及び代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

実印

取締役
社長之

印

部長印



③ 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。

業務責任者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者の連絡先をご記
入ください。

システム障害発生等の緊急
時に、状況をFAXにて一斉
にご連絡させていただくため
の番号をご記入ください。



（4）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通）

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

代表者の役職名・氏名をご
記入のうえ、機構に届け出
た届出印を捺印の上、機構
へご提出ください。

届出印

手数料請求先に関する届出
事項をご記入ください。
なお、手数料振込先銀行に
ついては、一覧の中から1行
を選択してください（複数選
択不可。）。

登記上の商号・名称をご記
入ください。



2. 届出書類のご記入にあたっての留意点等について 
（1）「機構加入者」関係 

書類 項番 留意点等 

「口座開設申請
書」（ＳＴ20-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」（商業登記法第 20 条第 1 項の規定により登記所に提
出された印鑑。以下同じ。）を捺印してください。 

  ○ 口座開設申請書の中の用語については、以下を参照し
てください。 
① 「口座種別」とは、機構が機構加入者の口座開設の

申請に基づき開設するすべての株式等の振替を行うた
めの口座（機構加入者口座）における自己口又は顧客
口の別をいいます。 

② 「属性区分」とは、機構加入者口座において、機構加
入者が質権者であるときの質権の目的である株式等そ
の他の機構が定める株式等を、それ以外の株式等と
区別するための区分をいいます。 

③ 「区分口座」とは、口座種別、属性区分及び番号の組
み合わせで識別される機構加入者口座の内訳区分を
いいます。 

④ 「自己口」とは、振替口座簿中の加入者の口座のう
ち、当該加入者が株式等についての権利を有するもの
を記録する口座をいいます。 

⑤ 「顧客口」とは、振替口座簿中の口座管理機関の口
座のうち、当該口座管理機関又はその下位機関の加
入者が株式等についての権利を有するものを記録する
口座をいいます。 

⑥ 「保有口」とは、機構加入者口座の自己口に記録をす
べき株式等（質権の目的であるものを除く。）を記録す
る欄（⑦及び⑧に規定する欄を除く。）の属性区分をい
います。 

⑦ 「担保専用口」とは、機構加入者口座の自己口（質権
口又は質権信託口を除く。）に記録をすべき株式等（株
式、投資口又は優先出資については、特別株主、特別
投資主又は特別優先出資者の申出があったものとして
取り扱うものに限る。）に限り記録する欄の属性区分を
いいます。 

⑧ 「信託口」とは、機構加入者が信託の受託者であると
きに、機構加入者口座の自己口に記録をすべき株式
等（質権の目的であるものを除く。) のうち信託財産で
あるものに限り記録する欄の属性区分をいいます。 

⑨ 「質権口」とは、機構加入者が質権者であるときに、機
構加入者口座の自己口に記録をすべき株式等（質権
の目的であるものに限る。）を記録する欄（⑩に規定す
る欄を除く。）の属性区分をいいます。 

⑩ 「質権信託口」とは、機構加入者が質権者であり、か
つ信託の受託者であるときに、機構加入者口座の自己
口に記録をすべき株式等（質権の目的であるものに限
る。）のうち信託財産であるものに限り記録する欄の属
性区分をいいます。 

⑪ 「顧客口」（属性区分）とは、機構加入者口座の顧客
口に記録をすべき株式等を記録する欄（⑫に規定する
欄を除く。）の属性区分をいいます。 

⑫ 「外国人株式記録口」とは、機構加入者口座の顧客
口に記録をすべき株式等のうち、株主が外国人保有制
限銘柄の直接外国人（外国人保有制限銘柄の外国人
等に該当する内国法人以外の外国人等のことをい
う。）であるものに限り記録する欄の属性区分をいいま
す。 

『「自己口」の属
性区分の属性区
分 毎 の 詳 細 情

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 



書類 項番 留意点等 

報』（ＳＴ20-1-1）  
○ 「保有口」を 11 口座以上開設する場合等届出書 1 枚に

収まらない場合には、同封の届出用紙をコピー等して、必
要部数を提出してください。 

 
○ 「利用目的」の記載にあたっては、「（別添）区分口座に

おける利用目的の記載例」を参考に記載してください。 

 1.「保有口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「00」～「19」をご記入ください。 

○ また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「00口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「0」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した保有口か

ら、口座管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含
む。）へ振替を行う場合には「する」を、振替を行わない場
合には「しない」を選択してください。なお、「する」「しない」
の選択により、当該保有口に関する個別株主通知・情報
提供請求が行われた場合の対応が以下のとおりとなりま
す。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である場合の
外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱
いとなります。 
① 当該保有口において担保専用口へ振替を行わない

場合（「しない」を選択）、機構が当該保有口の記録に
基づいて個別株主報告等の自動作成を行います（この
場合、届出の内容に反して当該保有口から担保専用
口へ振り替えられている数量がある場合に、当該数量
は個別株主報告等の対象となりません。）。  

② 当該保有口において担保専用口へ振替を行う場合
（「する」を選択）、機構からの報告依頼等により、機構
加入者が当該保有口から担保専用口へ振り替えられ
ている数量に係る個別株主報告等を作成し、機構へ報
告していただくことになります。 

 2.「担保専用口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「40」～「49」をご記入ください。 

 
○ また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ

い。なお、例えば「40口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「4」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「特別株主管理事務委託状況報告データの通知の他の

機構加入者への委託の有無」の「する」「しない」の記載
にあたっては、報告データの作成について、通常は、担
保専用口を開設された機構加入者が作成・通知するもの
と想定されていますので、当該機構加入者が報告データ
に関する事務を行うのであれば「しない」を選択する必要
があります。区分口座に係る業務について計算会社等へ
委託するという意味ではないので、ご留意ください。 

 
○ 「株式等の全てについて信託財産の表示」について、

「する」と選択した場合には、担保専用口に記録されてい
る株式等の全てについて信託財産の表示がされるという
ことになります。つまり、当該区分口座の機能としては、
「担保専用口兼信託口」ということになります。ただし、こ
の場合、『4.「信託口」の詳細情報』に、当該担保専用口に
係る区分口座コード等の記載をする必要はありません。 

 3.「質権口」の詳
細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「98」をご記入ください。 

 



書類 項番 留意点等 

○ また、複数口座の開設を希望される場合には当機構に
ご相談いただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。
なお、例えば「98 口座」を開設する場合には、1 つ目の箱
に「9」、2 つ目の箱に「8」といった記載となります（1 つの箱
に 1 つの数字を記載します。）。 

 4.「信託口」の詳
細情報 
 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「20」～「39」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「20口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「2」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「担保専用口への振替」については、開設した信託口か

ら、口座管理機関の担保専用口（自社の担保専用口も含
む。）へ振替を行う場合には「する」を、振替を行わない場
合には「しない」を選択してください。なお、「する」「しない」
の選択により、当該信託口に関する個別株主通知・情報
提供請求が行われた場合の対応が以下のとおりとなりま
す。また、外国人保有制限銘柄の外国人等である場合の
外国人直接保有株式数の報告についても、同様の取扱
いとなります。 
① 当該信託口において担保専用口へ振替を行わない

場合（「しない」を選択）、機構が当該信託口の記録に
基づいて個別株主報告等の自動作成を行います（この
場合、届出の内容に反して当該信託口から担保専用
口へ振り替えられている数量がある場合に、当該数量
は個別株主報告等の対象となりません。）。 

② 当該信託口において担保専用口へ振替を行う場合
（「する」を選択）、機構からの報告依頼等により、機構
加入者が当該信託口から担保専用口へ振り替えられ
ている数量に係る個別株主報告等を作成し、機構へ報
告していただくことになります。 
 

○ 「信託財産名義の取扱い」のご記入にあたっては、以下
の点に留意等してください。 
① 機構加入者は、機構に対し、信託口に記録された株

式等の全部又は一部につき、機構加入者口座の名義
以外の名称（信託財産名義）を総株主通知、個別株主
通知又は発行者による情報提供請求に際して発行者
に通知する取扱いの申出（「信託財産名義の取扱いの
個別の申出」）をすることができます。 

② 信託財産名義の取扱いの「信託財産名義の取扱い
の個別の申出」に代えて、信託口に記録された株式等
について、当該機構加入者が信託財産名義管理簿を
備えて信託財産名義ごとの数及びその増減等を管理
し、当該信託口に記録された株式等についての総株主
通知、個別株主通知及び情報提供請求に係る必要な
情報を機構に対して報告するための事務を行うことの
申出（「信託財産名義の取扱いの包括的な申出」）を申
請することができます。 

③ また、信託口に記録された株式等の全部について、
同一かつ固定の信託財産名義を総株主通知、個別株
主通知又は発行者による情報提供請求に際して発行
者に通知する取扱いの申出（「1 つの信託財産名義の
申出」）をすることができます。なお、この場合、信託口
に係る加入者口座番号については、機構にて自動発
番を行います。この「1 つの信託財産名義の申出」をす
るときは、本申請書の提出の際に、当該信託財産名義
に係る「信託財産名義届出書」の提出が必要となりま
す（「信託財産名義届出書」の様式については、関係者
サイトをご参照ください。）。なお、「信託財産名義届出



書類 項番 留意点等 

書」中の「信託財産名義に係る加入者口座コード」欄は
上 7 桁（機構加入者口座コードに相当する部分）のみご
記載ください。 

④ 信託財産名義の取扱いの申出（上記①～③）を行う
場合には、「する」を選択してください。また、信託財産
名義の取扱いの申出をしない場合には「しない」を選択
してください。なお、信託財産名義の取扱いを行う（「す
る」を選択した）場合には、別途、「信託財産名義届出
書」のご提出が必要となります。「1 つの信託財産名義
の申出」を行う場合を除き、「信託財産名義届出書」の
提出方法については、別にご案内いたします。 

⑤ 当該申出を「する」と選択した場合、「個別」、「包括」
又は「1 つの名義」のいずれかを選択する必要がありま
す。 

「信託財産名義の取扱いの個別の申出」をする場合
には「個別」を、「信託財産名義の取扱いの包括的な申
出」をする場合には「包括」を、「1 つの信託財産名義の
申出」をする場合には「1 つの名義」を選択してくださ
い。 

 5.「質権信託口」
の詳細情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「99」をご記入ください。 

 
○ また、複数口座の開設を希望される場合には当機構に

ご相談いただいた上で、昇順及び連番でご記入ください。
なお、例えば「98 口座」を開設する場合には、1 つ目の箱
に「9」、2 つ目の箱に「8」といった記載となります（1 つの箱
に 1 つの数字を記載します。）。 

『「顧客口」の属
性区分の属性区
分 毎 の 詳 細 情
報』（ＳＴ20-1-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 
○ 「顧客口」を 21 口座以上開設する場合等届出書 1 枚に

収まらない場合には、同封の届出用紙をコピー等して、必
要部数を提出してください。 

 
○ 「利用目的」の記載にあたっては、「（別添）区分口座に

おける利用目的の記載例」を参考に記載してください。 

 1.「顧客口」（外
国人株式記録口
を除く。）の詳細
情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「60口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「6」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの
箱に 1 つの数字を記載します。）。 

 
○ 「株式数比例配分方式」とは、加入者が、その直近上位

機関に対し、配当に係る基準日において当該直近上位機
関が当該加入者のために開設する口座に記録された数
に応じて、当該加入者の保有するすべての銘柄の配当金
の受領を委任する方式をいいます。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「あり」又は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場
合、「3. 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理
機関配当金受領口座の届出」に必要事項をご記入くださ
い。また、「なし」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 2. 「外国人株式
記録口」の詳細
情報 

○ 「区分口座コード」（2 桁）の記載欄について、「区分口座
コード」は、原則、「60」～「89」をご記入ください。 

また、ご記入の際には、昇順及び連番でご記入くださ
い。なお、例えば「80口座」を開設する場合には、1つ目の
箱に「8」、2 つ目の箱に「0」といった記載となります（1 つの



書類 項番 留意点等 

箱に 1 つの数字を記載します。）。 
 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「あり」又は「なし」を選択してください。「あり」を選択した場
合、「3. 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理
機関配当金受領口座の届出」に必要事項をご記入くださ
い。また、「なし」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 3.株式数比例配
分方式を取り扱
う場合の口座管
理機関配当金受
領口座の届出 

○ 顧客口及び外国人株式記録口を複数開設する場合に
おいて、「配当金の受領口座」は、複数の区分口座につい
て同一とすることも可能です。この場合には、「全て同一
口座とする」を選択して、その下の金融機関の名称等①
～⑨の記載欄に必要事項をご記入ください。 

 
○ 区分口座毎に「配当金の受領口座」を設定する場合に

は、「区分口座コード」の欄に該当する顧客口等の区分口
座コード（60 等）をご記入のうえ、①～⑨の記載欄に必要
事項をご記入ください。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配

当金受領口座の名義人が他の者である（配当金の受領
を他の者に再委任する）場合です。 

「 約 諾 書 」 （ Ｓ Ｔ
20-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ20-3） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 
○ 「郵便番号」について、当該所在地において事業所の個

別郵便番号の届出をされている場合には、当該個別郵便
番号をご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。ただし、代表者代理人
を選任しているときは、代表者に代えて当該代理人の届
出印を利用することもできます。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。また、加入者情報に係



書類 項番 留意点等 

る届出は、当該届出を行う必要が生じた場合、直ちに、届
出書面をご提出いただく必要がありますので、その点に
十分ご配慮ください。 

 5.登録配当金受
領口座方式の指
定 

○ 「登録配当金受領口座方式」とは、加入者が保有する全
ての銘柄の配当金を当該加入者が指定する一つの預金
口座で受け取る方式のことをいいます。 

 
○ 「登録配当金受領口座方式」を指定する場合には、「指

定する」を選択の上、①～⑨の記載欄に必要事項を記入
してください。 

また、「指定しない」を選択した場合には、①～⑨のご
記入の必要はありません。なお、この場合、株式等振替
制度への移行時における配当金の受領方法は、既に会
社に通知されている配当金振込指定等の内容（移行前の
配当金の受領方法と同一の方法）によることになります。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 登録配当金受領口座方式を指定する場合に配当金受

領口座の名義人が他の者である（配当金の受領を他の
者に再委任する）場合です。 

 6.元利金受領時
の資金決済会社
の名称等 

○ 新株予約権付社債をお取り扱いがない場合でも必ずご
記入ください。 

 

 7.外国人保有制
限銘柄の外国人
等である旨の申
請 

○ 外国人保有制限銘柄の外国人等（外国人制限銘柄に
係る直接外国人）に該当する場合には、その根拠法令に
ついてご記入ください。 

 
（参考）外国人保有制限を規定している放送法、航空法及び

日本電信電話株式会社等に関する法律（以下「ＮＴＴ法」
という。）における外国人等である者 
 
（1） 放送法第 52 条の 8 第 1 項に規定する外国人等（電

波法第 5 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに掲げる者又
は同条第 4 項第 3 号ロに掲げる者） 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決

権の割合が総務省令で定める割合以上である法人
又は団体 

 
（2） 航空法第 120 条の 2 第 1 項に規定する外国人等（航

空法第 4 条第 1 項第 1 号から第 3 号に掲げる者） 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるも

の 
③ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の

団体 
 

（3） ＮＴＴ法第 6 条第 1 項各号に掲げる者 
① 日本の国籍を有しない人 
② 外国政府又はその代表者 
③ 外国の法人又は団体 
④ 前①～③に掲げる者により直接に占められる議決

権の割合が総務省令で定める割合以上である法人



書類 項番 留意点等 

又は団体 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ20-4） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

○ 「業務担当者」において、「担保に係る業務」「加入者情
報に係る業務」「新株予約権付社債等に係る業務」につい
て、別途、専門の担当者を設置することも可能です。 

 
○ なお、振替制度の実務を円滑に運営するため、これらの

「業務担当者」の所属部署や連絡先（住所及び電話番号）
の情報を Target 保振サイトに掲載して、周知を図ることに
なりますので、あらかじめご了承ください。 

 2.加入者保護信
託に関する事務
担当部署 

○ 顧客口又は外国人株式記録口を開設する場合には、加
入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入くださ
い。なお、短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信
託振替制度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度におい
て、既にお届けいただいている場合には、ご記入は不要
となります。 

○ 短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制
度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度のいずれの制度に
参加されていない場合には、負担金（75 万円（予定））が
発生しますので、ご留意ください。なお、支払方法等につ
いきましては、別にご案内いたします。 

 3.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 
（2）「間接口座管理機関」関係 

書類 項番 留意点等 

「間接口座管理
機 関 承 認 申 請
書」（ＳＴ30-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1.上位機関名 ○ 「直近上位機関」とは、申請者の口座が開設されている
口座管理機関のことをいいます。また、「上位機関」とは、
①直近上位機関、②直近上位機関の直近上位機関、③
前①または前②の上位機関に該当するものの直近上位
機関のいずれかに該当するものをいいます。 

 
○ 「直近上位機関」についての届出が必須となります。ま

た、「上位機関」についての届出については、「直近上位
機関」が機構加入者（直接口座管理機関）でない場合に
限られます。「直近上位機関」及び「上位機関」の届出が
必要となる場合、間接口座管理機関承認申請書の提出
については、「直近上位機関」と「上位機関」についてそれ
ぞれ別用紙（記載内容は同様のもの）にて別々に確認印
をもらい、機構への提出とすることも可能とします。 

 
○ 「直近上位機関等の会社名等」の記載欄に、直近上位

機関等の「①会社名」「②代表者の役職名」「③代表者の
氏名」の記載及び直近上位機関等からの「上位機関の確
認印」の捺印したうえで、提出してください。なお、「上位機
関の確認印」については、「株式等振替制度参加に係る
届出書」で届け出されている「代表者の届出印」を捺印し
てください。また、②③については、 「株式等振替制度参
加に係る届出書」で届け出されている「代表者代理人」と
することも可能とします。この場合、「確認印」は 「株式等
振替制度参加に係る届出書」で届け出されている「代表
者代理人の届出印」を捺印してください。 

 2. 「直近上位機
関」の機構加入

○ 「直近上位機関」の機構加入者コード（口座管理機関コ
ード（5 桁）及び顧客口コード（2 桁））をご記入ください。な



書類 項番 留意点等 

者コード等 お、直近上位機関が間接口座管理機関である場合、口座
管理機関コード（5 桁）及び顧客口所在コード（2 桁）をご記
入ください。 

 3.直近上位機関
から顧客口の開
設を受ける日 

○ 「直近上位機関」から顧客口の開設を受ける日をご記入
ください。 

「 約 諾 書 」 （ Ｓ Ｔ
30-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ30-3） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。ただし、代表者代理人
を選任しているときは、代表者に代えて当該代理人の届
出印を利用することもできます。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く 
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

 
○ なお、平成 20 年 9 月以降において、「加入者情報訂正

申告書」等の加入者情報に係る届出書面については、当
該届出印を利用することとします。また、加入者情報に係
る届出は、当該届出を行う必要が生じた場合、直ちに、届
出書面をご提出いただく必要がありますので、その点に
十分ご配慮ください。 

 5.株式数比例配
分方式を取り扱
う場合の口座管
理機関配当金受
領口座の届出 

○ 「株式数比例配分方式」とは、加入者が、その直近上位
機関に対し、配当に係る基準日において当該直近上位機
関が当該加入者のために開設する口座に記録された数
に応じて、当該加入者の保有するすべての銘柄の配当金
の受領を委任する方式をいいます。 

 
○ 「株式数比例配分方式の取扱い」の記載欄について、

「する」又は「しない」を選択してください。「する」を選択し
た場合、①～⑨の記載欄に必要事項をご記入ください。
また、「しない」と選択した場合、その理由もご記入くださ
い。 

 
○ ⑦については、金融機関預金口座の名義の表記に基づ

いて、30 文字以内で記載してください。 
 
○ ⑨の記載欄で「再委託先名義」を選択した場合（※）に

は、その委託をしたことの事実を証する書面（委任契約書
の写し等）を提出して下さい。 

 
※ 株式数比例配分方式を取り扱う場合の口座管理機関配

当金受領口座の名義人が他の者である（配当金の受領



書類 項番 留意点等 

を他の者に再委任する）場合です。 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ30-4） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

○ 「業務担当者」において、「担保に係る業務」について、
別途、専門の担当者を設置することも可能です。 

 
○ なお、振替制度の実務を円滑に運営するため、これらの

「業務担当者」の所属部署や連絡先（住所及び電話番号）
の情報を Target 保振サイトに掲載して、周知を図ることに
なりますので、あらかじめご了承ください。 

 2.加入者保護信
託に関する事務
担当部署 

○ 加入者保護信託に関する事務の担当部署をご記入くだ
さい。なお、短期社債振替制度、一般債振替制度、一般
投資信託振替制度又は上場投資信託振替制度におい
て、既にお届けいただいている場合には、ご記入は不要
となります。  

○ 短期社債振替制度、一般債振替制度、投資信託振替制
度又は上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度のいずれの制度に
参加されていない場合には、負担金（75 万円（予定））が
発生しますので、ご留意ください。なお、支払方法等につ
いきましては、別にご案内いたします。 

 3.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 
（3）「指定株主名簿管理人等」関係 

書類 項番 留意点等 

「指定株主名簿
管理人等指定申
請書」（ＳＴ60-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ60-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ60-3） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

－ 

 2.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
 



 
（4）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通） 

書類 項番 留意点等 

「手数料請求先
等に関する届出
書」（ＳＴ99-2） 

－ ○ 既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制
度、投資信託振替制度、上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度
のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合シ
ステムの利用者である場合には、提出が不要となります。
なお、今回は該当する会社に送付します（送付されない会
社はご提出の必要はありません。）。 

 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

■ 区分口座における利用目的の記載例 

 

口座種別 属性区分 利用目的（例） 

保有口 

・ 決済分 

・ 自己保有分 

・ 決済分又は自己保有分 

・ 担保分 

担保専用口 ・ 担保分 

信託口 ・ 信託財産分 

質権口 ・ 担保分（質権） 

自己口 

質権信託口 ・ 担保分（質権信託） 

顧客口 
・ 顧客預り分 

・ 顧客預り分（常任代理人分） 

顧客口 

外国人株式記録口 

・ 顧客（外国人等）預り分 

・ 顧客（外国人等）預り分（常任代理

人分） 

 

以 上 
 

 

（別添） 



（２） 発行代理人及び支払代理人の制度参加手続



発
行
・
支
払
代
理
人
の
制
度
参
加
手
続
（
手
続
日
程
）

（
５
月

中
旬

）

発 行 ・ 支 払 代 理 人 と し て 指 定 す る 予 定 の 銀 行

（ 発 行 ・ 支 払 代 理 人 指 定 予 定 銀 行 ） を 公 表

（
７
月

～
８
月

１
１
日

）
（
７
月

～
10

月
末
）

特 例 新 株 予 約 権 付 社 債 の 銘 柄 情 報 通 知 ・ 提 供

特 例 新 株 予 約 権 付 社 債 の 内 容 の 公 示 ・ 特 例 新 株

予 約 権 付 社 債 に 係 る 発 行 者 の 同 意 に 関 す る 公 告

（
１
１
月

）

集 中 移 行

移 行 済 み の 通 知

（ 移 行 済 社 債 券 の 提 出 ）

（
施

行
日

）
（
施

行
日

～
１
月

末
）

個 別 移 行

※
１

機
構

は
、
５
月

中
旬

に
総
合

テ
ス
ト
の
参
加

届
出
を
も
と
に
発

行
・
支
払
代

理
人

指
定

予
定

銀
行
を
公

表
し
た
。
発

行
・
支
払

代
理

人
の

指
定

申
請

の
提

出
を
受

け
た
結

果
、
発

行
・
支

払
代

理
人
指

定
予

定
銀

行
に
変

更
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
８
月
末
に
公
表
す
る
。

※
２

機
構
は
、
発
行
・
支
払
代
理
人
か
ら
通
知
さ
れ
た
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
の
銘
柄
情
報
を
機
構
加
入
者
に
対
し
通
知
す
る
。

※
３

振
替
法
の
規
定
に
よ
り
機
構
は
、
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
の
内
容
の
公
示
及
び
特
例
新
株
予
約
権
付
社
債
に
係
る
発
行
者
の
同
意
に
関
す
る
公
告
を
行
う
。

同 意 書 ・ 発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人

選 任 届 出 書 の 提 出

発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 指 定 申 請 書 等 を 提 出

発 行 会 社 か ら 選 任 さ れ た 発 行 ・ 支 払

代 理 人 に 対 し そ の 旨 を 通 知（
１
１
月

）

（
施
行
日
～
）

（
※

１
）

（
※

２
）

（
※

３
）



発
行
・
支
払
代
理
人
の
制
度
参
加
手
続
（
提
出
書
類
）

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
登
記
事
項
証
明
書

５

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
代
表
者
の
印
鑑
証
明
書

６

参
考

1-
3

業
務
責
任
者
及
び
業
務
担
当
者
連
絡
先
届
出
書

３

保
振

制
度

等
、

他
の

制
度

で
既

に
機

構
に

提
出

済
み

の
場

合
に

は
、

提
出

不
要

。
ま

た
、

新
規

に
制

度
参

加
す

る
場

合
で

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

参
考

2
手
数
料
請
求
先
等
に
関
す
る
届
出
書

４

参
加

形
態

ご
と

に
提

出
が

必
要

。
参
考

1-
2

株
式
等
振
替
制
度
参
加
に
係
る
届
出
書

２

参
考

1-
1

発
行
代
理
人
及
び
支
払
代
理
人
指
定
申
請
書

１

備
考

書
類

※
提

出
書

類
や

届
出

事
項

に
つ
い
て
は

、
今

後
の

法
律

改
正

や
実

務
検

討
等

に
よ
り
変

更
さ
れ

る
場

合
が

あ
り
ま
す
。



（参考） 発行代理人及び支払代理人に係る届出書類

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



ST40-1 

機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 
 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                   印 
 
 
 

発行代理人及び支払代理人指定申請書 
（株式等振替制度用） 

 
 
当社は、新株予約権付社債（株式等の振替に関する業務規程第２条第５号で定義される

ものをいう。）に係る新規記録手続及び払込後から抹消までの手続について、発行者に代わ

って株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）との間の手続を行う発行代理人及

び支払代理人としての指定を申請いたします。また、本申請にあたり、下記の事項を約諾

いたします。 
 
 

記 
 
１．機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

 

２．機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

以 上 

参考 1-1 



ST40-2 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名 
代表者役職名 

氏 名                       印  
 

 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜発行・支払代理人用＞） 

 
 

 株式等振替制度に発行代理人及び支払代理人として参加することに伴い、下記のとおり届け出いた

します。 
 

記 
 

 １．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

２．登記上の本店所在地・主たる事務所（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

３．代表者氏名及び代表者届出印 

代表者の役職名 代表者の氏名 届出印 

（フリガナ） （フリガナ） 

  
 

４．代表者代理人選任及び届出印（代表者代理人を選任する場合にご記入ください。） 

代表者代理人の役職名 代表者代理人の氏名 届出印 

（フリガナ） （フリガナ） 

  
 

（注）代表者代理人は、業務責任者と同一の方を選任することも可能です。 

以 上 

 
機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

参考 1-2 



ST40-3 

  提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                      
 

業務責任者及び業務担当者連絡先届出書 
（株式等振替制度＜発行・支払代理人用＞） 

 
 
 
１．業務責任者及び業務担当者の連絡先 

所属部署  

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  (ﾌﾘｶﾞﾅ)  

役職名・氏名 
役職名  氏名  

住所 
〒     － 

 

電話番号 (       )        － 

ＦＡＸ番号 (       )        － 

業
務
責
任
者 

e-mail  

所属部署  

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  (ﾌﾘｶﾞﾅ)  
役職名・氏名 

役職名  氏名  

住所 
〒     － 

 

電話番号 (       )        － 

ＦＡＸ番号 (       )        － 

業
務
担
当
者 

e-mail  

 

 

２．緊急時連絡用ＦＡＸ番号 

ＦＡＸ番号（１） (       )       － 

                    送付先名称（１） 

*30 文字以内                     

ＦＡＸ番号（２） (       )       － 

                    送付先名称（２） 

*30 文字以内                     

 

 

以 上 

 

 
機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣

から認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡

を行うため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

参考 1-3 



ST99-2 

機 構 使 用 欄 
間 接 間 接 以 外 

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当部署と当機構との間の事務連絡を行う

ため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機

構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

  

 
 

手数料請求先等に関する届出書 
（株式等振替制度用） 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
役職名 
氏 名 

 
手数料請求先等について下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 

届 出 種 別  新規  変更 （変更日）平成  年  月  日 

会 社 名  

部 署 名           ※部署名は 10 字以内で御記入

願います。 

郵 便 番 号  －   

住  所  
 

電 話 番 号 （    ）   －           

手数料 
請求先 
（注） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （    ）   －           

預金種類：当座預金、 口座名義：（株）証券保管振替機構 

銀行名 支店名 口座番号 

 三菱東京 UFJ 銀行 (0005) 日本橋支店 (020) 9204370 
 三井住友銀行 (0009) 日本橋東支店 (034) 6720511 
 りそな銀行 (0010) 日本橋支店 (302) 6204627 
 みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 (0016) 兜町証券営業部 (113) 0086102 
 三菱 UFJ 信託銀行   (0288) 本店営業部 (110) 0186445 
 中央三井信託銀行 (0291) 日本橋営業部 (100) 2301320 
 住友信託銀行   (0294) 東京営業部 (410) 0818069 

手数料振込先銀行 

※毎月の手数料振込銀行を、上記より 1 行ご指定ください。 
振込指定銀行を途中で変更される場合は、本届出書を再度ご提出願います。 

（注）請求先を変更する場合は、変更日の前月 25 日までに本届出書をご提出ください。 
 

 以 上 

届出印 

参考 2 



（資料） 発行代理人及び支払代理人に係る届出書類

の記載要領

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



1.　届出書類毎の記入方法と記入例について

（1）「発行代理人及び支払代理人」関係

　① 発行代理人及び支払代理人指定申請書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。

実印



② 株式等振替制度参加に係る届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記載してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地又は主た
る事務所を正確に記載してく
ださい。

代表者の役職名、氏名の記
載及び代表者の届出印を捺
印してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

代表者代理人を選任する場
合、代表者代理人の役職
名、氏名の記載及び代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

実印

取締役
社長之

印

部長印



③ 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。

業務責任者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者の連絡先をご記
入ください。

システム障害発生等の緊急
時に、状況をFAXにて一斉
にご連絡させていただくため
の番号をご記入ください。



（2）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通）

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

代表者の役職名・氏名をご
記入のうえ、会社の実印（商
業登記法第20条1項の規定
により登記所に提出された
印鑑）を捺印してください。

届出印

手数料請求先に関する届出
事項をご記入ください。
なお、手数料振込先銀行に
ついては、一覧の中から1行
を選択してください（複数選
択不可。）。

登記上の商号・名称をご記
入ください。



2. 届出書類のご記入にあたっての留意点等について 
（１）「発行代理人及び支払代理人」関係 

書類 項番 留意点等 

「発行代理人及
び支払代理人指
定申請書」（ＳＴ
40-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ40-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ40-3） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

－ 

 2.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
（2）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通） 

書類 項番 留意点等 

「手数料請求先
等に関する届出
書」（ＳＴ99-2） 

－ ○ 既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制
度、投資信託振替制度、上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度
のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合シ
ステムの利用者である場合には、提出が不要となります。
なお、今回は該当する会社に送付します（送付されない会
社はご提出の必要はありません。）。 

 
以 上 



（３） 資金決済会社の制度参加手続



資
金
決
済
会
社
の
制
度
参
加
手
続
（
資
金
決
済
会
社
の
業
務
形
態
）

○
資
金
決
済
会
社
と
し
て
登
録
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
資
金
決
済
会
社
の
業
務
形
態
の
中
か
ら
総
合
テ
ス
ト
の

参
加
届
出
に
お
い
て
機
構
に
届
け
出
た
業
務
形
態
に
よ
り
申
請
す
る
必
要
が
あ
る
。

機
構

加
入

者
か
ら
の
委

託
を
受

け
て
株

式
又

は
新

株
予

約
権

付
社

債
の
払

込
金

の
支

払
い
を
行

う
。

①

発
行

会
社

か
ら
の
委

託
を
受

け
て
新

株
予

約
権

付
社

債
の
払

込
金

の
受

領
及

び
元

利
金

の
支

払
い
を
行

う
。

⑤

機
構

加
入

者
自

身
が
資

金
決

済
会

社
と
な
り
、
自

ら
新

株
予

約
権

付
社

債
の
元

利
金

の
受

領
を
行

う
。

④

機
構

加
入

者
か
ら
の
委

託
を
受

け
て
新

株
予

約
権

付
社

債
の
元

利
金

の
受

領
を
行

う
。

③

機
構

加
入

者
自

身
が
資

金
決

済
会

社
と
な
り
、
自

ら
株

式
又

は
新

株
予

約
権

付
社

債
の
払

込
金

の
支

払
い
を
行

う
。

②

（
資

金
決

済
会

社
の
業

務
形

態
）

○
総
合
テ
ス
ト
の
参
加
届
出
に
お
い
て
払
込
取
扱
銀
行
と
し
て
届
け
出
た
銀
行
は
、
資
金
決
済
会
社
登
録
申
請
書

の
中
に
所
定
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
払
込
取
扱
銀
行
と
し
て
の
登
録
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

※
機
構
加
入
者
は
、
制
度
参
加
手
続
を
行
う
際
に
機
構
に
登
録
し
て
い
る
資
金
決
済
会
社
の
中
か
ら
、
元
利
金
受
領
の
た
め
の
資
金
決
済
会
社
を
１
社
選
任
し
、
機
構

に
通

知
す
る
。

※
機
構
加
入
者
（
決
済
照
合
シ
ス
テ
ム
利
用
者
に
限
る
。
）
は
、
発
行
時
Ｄ
Ｖ
Ｐ
を
行
う
際
に
機
構
に
登
録
し
て
い
る
資
金
決
済
会
社
の
中
か
ら
、
株
式
又
は
新
株
予
約

権
付

社
債

の
払
込
金
の
支
払
い
を
行
う
資
金
決
済
会
社
を
１
社
選
任
し
、
決
済
照
合
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
。

※
発
行

会
社
は
、
振

替
新
株
予

約
権

付
社
債
を
発
行
す
る
場
合
に
は
、
機
構
に
登
録
し
て
い
る
資
金
決
済
会
社

の
中

か
ら
、
新

株
予

約
権

付
社

債
の
払

込
金
の
受

領
及
び
元

利
金
の
支
払
い
を
行
う
資
金
決
済
会
社
を
１
社
選
任
し
、
機
構
に
対
し
銘
柄
情
報
通
知
に
よ
り
通
知
す
る
。



資
金
決
済
会
社
の
制
度
参
加
手
続
（
手
続
日
程
）

※
１

機
構
は
、
６
月
末
に
総
合
テ
ス
ト
の
参
加
届
出
を
も
と
に
資
金
決
済
会
社
登
録
予
定
銀
行
を
公
表
す
る
。
資
金
決
済
会
社
登
録
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
結
果
、
資

金
決
済

会
社
登
録
予
定
銀
行
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
８
月
末
に
公
表
す
る
。

※
２

資
金

決
済

会
社

登
録

予
定

銀
行

の
公
表
は
、
当
該
銀
行
の
名
称
、
資
金
決
済
会
社
コ
ー
ド
、
当
該
銀
行
が
行

う
資

金
決
済

会
社

の
業

務
形

態
等
に
つ
い
て
行

う
。

（
６
月

末
）

資 金 決 済 会 社 と し て 登 録 す る 予 定 の 銀 行

（ 資 金 決 済 会 社 登 録 予 定 銀 行 ） を 公 表

（
７
月

～
８
月

１
１
日

）
（
７
月

～
８
月

１
１
日

）

機 構 加 入 者 に よ る 元 利 金 受 領 の た め の

資 金 決 済 会 社 の 選 任

資 金 決 済 会 社 登 録 申 請 書 等 を 提 出

機 構 加 入 者 か ら 選 任 さ れ た 元 利 金 受 領

の た め の 資 金 決 済 会 社 に 対 し そ の 旨 を 通 知

（
１
０
月

）

機 構 加 入 者 に よ る 株 式 又 は 新 株 予 約 権 付 社 債 の

払 込 金 の 支 払 い を 行 う 資 金 決 済 会 社 の 選 任

発 行 会 社 に よ る 新 株 予 約 権 付 社 債 の 払 込 金 の 受 領

及 び 元 利 金 の 支 払 い を 行 う 資 金 決 済 会 社 の 選 任

（
制
度
稼
働
後

）

（
※

1）
（
※

２
）



資
金
決
済
会
社
の
制
度
参
加
手
続
（
提
出
書
類
）

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
登
記
事
項
証
明
書

５

他
の

参
加

形
態

で
も

制
度

参
加

す
る

場
合

に
は

、
重

複
し

て
提

出
不

要
。

―
代
表
者
の
印
鑑
証
明
書

６

参
考

1-
3

業
務
責
任
者
及
び
業
務
担
当
者
連
絡
先
届
出
書

３

保
振

制
度

等
、

他
の

制
度

で
既

に
機

構
に

提
出

済
み

の
場

合
は

、
提

出
不

要
。

ま
た

、
新

規
に

制
度

参
加

す
る

場
合

で
他

の
参

加
形

態
で

も
制

度
参

加
す

る
場

合
に

は
、

重
複

し
て

提
出

不
要

。

参
考

2
手
数
料
請
求
先
等
に
関
す
る
届
出
書

４

参
加

形
態

ご
と

に
提

出
が

必
要

。
参
考

1-
2

株
式
等
振
替
制
度
参
加
に
係
る
届
出
書

２

払
込

取
扱

銀
行

と
し

て
発

行
時

Ｄ
Ｖ

Ｐ
の

際
の

振
替

株
式

の
払

込
金

の
受

領
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
旨

の
記

載
が

必
要

。
参
考

1-
1

資
金
決
済
会
社
登
録
申
請
書

１

備
考

書
類

※
提

出
書

類
や

届
出

事
項

に
つ
い
て
は

、
今

後
の

法
律

改
正

や
実

務
検

討
等

に
よ
り
変

更
さ
れ

る
場

合
が

あ
り
ま
す
。



（参考） 資金決済会社に係る届出書類

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



ST50-1 

機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務

大臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名                   印 
 

資金決済会社登録申請書 
（株式等振替制度用） 

 
当社は、株式（株式等の振替に関する業務規程（以下「業務規程」という。）第２条第３

号で定義されるものをいう。）及び新株予約権付社債（業務規程第２条第５号で定義される

ものをいう。）について、下記の１．に掲げる事項を行う資金決済会社としての登録を申請

いたします。また、本申請にあたり、下記の２．の事項を約諾いたします。 
 

記 
 

１．業務に関する事項 

□ 
機構加入者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式（業務規程第１６条第３項で定義される方

式をいう。以下同じ。）により株式又は新株予約権付社債の払込金の支払いを行う。 

□ 
機構加入者となり、発行時ＤＶＰ方式により自ら株式又は新株予約権付社債の払込金の支払

いを行う。 

□ 機構加入者からの委託を受けて新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ 機構加入者となり、自ら自社に係る新株予約権付社債の元利金の受領を行う。 

□ 
発行者からの委託を受けて発行時ＤＶＰ方式による新株予約権付社債の払込金の受領及び

元利金の支払いを行う。 

 

□ 払込取扱銀行として株式の払込金の受領を行う。 

（注）該当するものの全てにチェックを記入してください。 

 

２．約諾に関する事項 

（１）機構が定める業務規程その他の規則及び機構が講ずる必要な措置に従うこと 

（２）機構が定める業務処理の方法に従うこと 

 

以 上 

参考 1-1 



ST50-2 

提出日 平成  年  月  日 
 
株式会社 証券保管振替機構 御中  

 
会社名 
代表者役職名 

氏 名                       印  
 

株式等振替制度参加に係る届出書 
（株式等振替制度＜資金決済会社用＞） 

 
  株式等振替制度に資金決済会社として参加することに伴い、下記のとおり届け出いたします。 
 

記 
 １．登記上の商号・名称 

（フリガナ） 

 

２．登記上の本店所在地・主たる事務所（外国法人の場合は併せて在日支店所在地をご記入ください。） 

（本店所在地） 

〒    － 

（在日支店所在地） 

〒    － 

３．代表者氏名及び代表者届出印 

代表者の役職名 代表者の氏名 届出印 

（フリガナ） （フリガナ） 

  
 

４．代表者代理人選任及び届出印（代表者代理人を選任する場合にご記入ください。） 

代表者代理人の役職名 代表者代理人の氏名 届出印 

（フリガナ） （フリガナ） 

  
 

（注）代表者代理人は、業務責任者と同一の方を選任することも可能です。 

５．資金決済会社コード 

金融機関番号 店番号 店名 払込取扱銀行として利用 

    □ あり □ なし     

    □ あり □ なし 

（注）日本銀行金融ネットワークシステムの金融機関番号（4桁）及び同店番号（3桁）の計 7 桁の数字とします。 

以 上 

機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大

臣から認可された業務を円滑に遂行するため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、

当機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

参考 1-2 



ST50-3 

  提出日 平成  年  月  日 
株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
代表者役職名 

氏 名 
 

業務責任者及び業務担当者連絡先届出書 
（株式等振替制度＜資金決済会社用＞） 

 
 
１．業務責任者及び業務担当者の連絡先 

所属部署  

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  (ﾌﾘｶﾞﾅ)  

役職名・氏名 
役職名  氏名  

住所 
〒     － 

 

電話番号 (       )        － 

ＦＡＸ番号 (       )        － 

業
務
責
任
者 

e-mail  

所属部署  

(ﾌﾘｶﾞﾅ)  (ﾌﾘｶﾞﾅ)  
役職名・氏名 

役職名  氏名  

住所 
〒     － 

 

電話番号 (       )        － 

ＦＡＸ番号 (       )        － 

業
務
担
当
者 

e-mail  

 

 

２．緊急時連絡用ＦＡＸ番号 

ＦＡＸ番号（１） (       )       － 

                    送付先名称（１） 

*30 文字以内                     

ＦＡＸ番号（２） (       )       － 

                    送付先名称（２） 

*30 文字以内                     

 

 

以 上 

 

 
機構使用欄 ・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣か

ら認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当者と当機構との間の事務連絡を行

うため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当

機構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

   

 

参考 1-3 



ST99-2 

機 構 使 用 欄 
間 接 間 接 以 外 

・当機構は、本届出書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から

認可された業務を円滑に遂行するため、また、本届出に基づく担当部署と当機構との間の事務連絡を行う

ため、利用させていただきます。 
・当機構の取り扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機

構ホームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

  

 
 

手数料請求先等に関する届出書 
（株式等振替制度用） 

 
提出日 平成  年  月  日 

株式会社 証券保管振替機構 御中 
 

会社名 
役職名 
氏 名 

 
手数料請求先等について下記のとおり届け出いたします。 

 
記 

 

届 出 種 別  新規  変更 （変更日）平成  年  月  日 

会 社 名  

部 署 名           ※部署名は 10 字以内で御記入

願います。 

郵 便 番 号  －   

住  所  
 

電 話 番 号 （    ）   －           

手数料 
請求先 
（注） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 （    ）   －           

預金種類：当座預金、 口座名義：（株）証券保管振替機構 

銀行名 支店名 口座番号 

 三菱東京 UFJ 銀行 (0005) 日本橋支店 (020) 9204370 
 三井住友銀行 (0009) 日本橋東支店 (034) 6720511 
 りそな銀行 (0010) 日本橋支店 (302) 6204627 
 みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 (0016) 兜町証券営業部 (113) 0086102 
 三菱 UFJ 信託銀行   (0288) 本店営業部 (110) 0186445 
 中央三井信託銀行 (0291) 日本橋営業部 (100) 2301320 
 住友信託銀行   (0294) 東京営業部 (410) 0818069 

手数料振込先銀行 

※毎月の手数料振込銀行を、上記より 1 行ご指定ください。 
振込指定銀行を途中で変更される場合は、本届出書を再度ご提出願います。 

（注）請求先を変更する場合は、変更日の前月 25 日までに本届出書をご提出ください。 
 

 以 上 

届出印 

参考 2 



（資料） 資金決済会社に係る届出書類の記載要領

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



1.　届出書類毎の記入方法と記入例について

（1）「資金決済会社」関係

　① 資金決済会社登録申請書 機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。

実印

該当する項目全てについて
選択してください。



② 株式等振替制度参加に係る届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入のうえ、会社の実印
（商業登記法第20条1項の
規定により登記所に提出さ
れた印鑑）を捺印してくださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている商号又は名称を正確
に記載してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

登記事項証明書に記載され
ている本店所在地又は主た
る事務所を正確に記載してく
ださい。

代表者の役職名、氏名の記
載及び代表者の届出印を捺
印してください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

代表者代理人を選任する場
合、代表者代理人の役職
名、氏名の記載及び代表者
代理人の届出印を捺印して
ください。
また、フリガナもご記入くださ
い。

資金決済会社コードをご記
入ください。なお、払込取扱
銀行を兼ねる場合は、払込
取扱銀行として利用につい
て「あり」を選択してくださ
い。

実印

取締役
社長之

印

部長印



③ 業務責任者及び業務担当者連絡先届出書

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

登記上の商号又は名称をご
記入ください。

代表者の役職名及び氏名を
ご記入ください。

業務責任者の連絡先をご記
入ください。

業務担当者の連絡先をご記
入ください。

システム障害発生等の緊急
時に、状況をFAXにて一斉
にご連絡させていただくため
の番号をご記入ください。



（2）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通）

機構への提出日（郵送の場
合は発送日）をご記入くださ
い（アラビア数字でご記入く
ださい。）。

代表者の役職名・氏名をご
記入のうえ、会社の実印（商
業登記法第20条1項の規定
により登記所に提出された
印鑑）を捺印してください。

届出印

手数料請求先に関する届出
事項をご記入ください。
なお、手数料振込先銀行に
ついては、一覧の中から1行
を選択してください（複数選
択不可。）。

登記上の商号・名称をご記
入ください。



2. 届出書類のご記入にあたっての留意点等について 
（1）「資金決済会社」関係 

書類 項番 留意点等 

「資金決済会社
登録申請書」（Ｓ
Ｔ50-1） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

「株式等振替制
度参加に係る届
出書」（ＳＴ50-2） 

－ ○ 「会社名・代表者役職名・氏名」は、「印鑑証明書」と同じ
内容のものをご記入ください。また、「印」は、会社の「実
印」を捺印してください。 

 1. 登 記 上 の 商
号・名称 
2.登記上の本店
所在地・主たる
事務所 

○ 登記事項証明書に記載されている商号・名称、本店所
在地等を正確にご記入ください。 

 3.代表者名及び
代表者届出印 

○ 「代表者の届出印」は、会社の「実印」とは別の印（例：
取締役社長の印）でも登録が可能です。 

 4.代表者代理人
選任及び届出印 

○ 「代表者代理人」は、機構に対する諸手続を代表者の代
理人として行うことができます（必ずしも「代表者代理人」
の選任を行う必要はありません。）。 

○ 「代表者代理人」を選任する場合に必要事項をご記入く
ださい。「代表者代理人」の役職の範囲としては、機構と
の連絡窓口となる部署等の部長又はそれに準ずる役職
の方又はその上席の方とします。「代表者代理人」は、
「業務責任者」と同一の方を選任することも可能です。 

 5.資金決済会社
コード 

－ 

「業務責任者及
び業務担当者連
絡先届出書」（Ｓ
Ｔ50-3） 

－ ○ 捺印は不要です。 

 1.業務責任者及
び業務担当者の
連絡先 

－ 

 2.緊急連絡用Ｆ
ＡＸ番号 

○ 「緊急連絡用ＦＡＸ番号」については 2 つ設定することが
可能です。 

 
（2）「手数料請求先等に関する届出書」関係（共通） 

書類 項番 留意点等 

「手数料請求先
等に関する届出
書」（ＳＴ99-2） 

－ ○ 既に保管振替制度、短期社債振替制度、一般債振替制
度、投資信託振替制度、上場投資信託（ＥＴＦ）振替制度
のいずれかに制度参加されている場合、又は決済照合シ
ステムの利用者である場合には、提出が不要となります。
なお、今回は該当する会社に送付します（送付されない会
社はご提出の必要はありません。）。 

 
以 上 



（４） 制度移行に関する留意点等



制
度

移
行

に
関

す
る
主

な
留

意
点

等
に
つ
い
て

１
．

投
資

口
・
優

先
出

資
の

移
行

に
関

す
る

取
扱

い
に

つ
い

て

（
１

）
投

資
口

・
優

先
出

資
に

係
る

新
規

記
録

手
続

（
２

）
移

行
時

の
投

資
証

券
に

係
る

預
託

・
交

付
請

求
の

取
扱

い

（
３

）
担

保
に

供
さ

れ
て

い
る

投
資

口
・
優

先
出

資
に

係
る

取
扱

い

（
4
）

質
権

者
に

関
す

る
事

項
の

通
知

手
続

２
．

移
行

時
の

情
報

提
供

請
求

・
個

別
株

主
通

知
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て



投
資

口
・
優

先
出

資
に
係

る
新

規
記

録
手

続
等

新
規

記
録

日

新
規

記
録

手
続

項
目

○
発

行
者

は
、

特
別

口
座

に
記

録
す

べ
き

投

資
主

等
を

確
定

さ
せ

、
施

行
日

か
ら

13
営

業
日

目
の

日
に

、
機

構
に

対
し

、
新

規
記

録
通

知
を

行
う

。

○
通

知
を

受
け

た
機

構
は

、
施

行
日

か
ら

14
営

業
日

目
の

日
に

、
特

別
口

座
を

開
設

す
る

口

座
管

理
機

関
に

対
し

、
新

規
記

録
通

知
を

行
う

。

○
発

行
者

は
、

機
構

に
対

し
、

機
構

及
び

参
加

者
の

備
え

る
参

加
者

口
座

簿
・
顧

客
口

座
簿

に

記
録

さ
れ

た
口

数
を

加
入

者
ご

と
の

投
資

口
と

し
て

振
替

口
座

簿
に

記
録

す
る

旨
の

新
規

記
録

通
知

（
書

面
等

を
想

定
）
を

行
う

（
注

１
）。

○
当

該
通

知
を

受
け

た
機

構
は

、
参

加
者

に
対

し
、

そ
の

旨
を

通
知

す
る

。

１

○
施

行
日

か
ら

15
営

業
日

目
の

日

保
振

制
度

外
（
機

構
非

預
託

分
）

保
振

制
度

内
（
機

構
預

託
分

）

○
施

行
日

（
注

２
）

２○
投

資
口

・
優

先
出

資
の

移
行

に
お

い
て

は
、

法
律

上
、

株
式

の
よ

う
な

転
記

手
続

が
設

け
ら

れ
て

お
ら

ず
、

発
行

者
に

よ
る

新
規

記
録

通
知

に
よ

り
振

替
口

座
簿

の
記

録
が

行
わ

れ
る

こ
と

に
な

る
た

め
、

そ
の

間
、

市
場

取
引

等
が

制
限

さ
れ

な
い

よ
う

、
施

行
日

前
日

ま
で

に
機

構
に

預
託

さ
れ

て
い

た
投

資
証

券
・
優

先
出

資
証

券
に

係
る

投
資

口
・
優

先
出

資
に

つ
い

て
は

、
施

行
日

に
新

規
記

録
を

行
う

た
め

の
所

要
の

手
続

（
実

質
的

に
は

株
式

の
転

記
手

続
に

準
じ

る
）
を

設
け

る
。

■
投

資
口

の
新

規
記

録
手

続
の

概
要

（
優

先
出

資
も

同
様

）

（
注

１
）

参
加

者
や

発
行

者
は

、
投

資
主

等
に

対
し

、
保

護
預

り
約

款
の

交
付

等
に

よ
り

、
投

資
証

券
の

移
行

手
続

等
に

つ
い

て
、

事
前

に
承

諾
の

取
得

や
周

知
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

（
注

２
）

施
行

日
に

投
資

証
券

は
無

効
と

な
る

。

■
移

行
時

の
投

資
証

券
に

係
る

預
託

・
交

付
請

求
の

取
扱

い
（
優

先
出

資
証

券
も

同
様

）

○
①

電
子

化
の

対
象

と
な

る
商

品
ご

と
の

取
扱

い
を

統
一

す
る

こ
と

で
関

係
者

の
混

乱
を

回
避

で
き

る
こ

と
、

②
預

託
率

が
高

水
準

で
あ

る
こ

と
等

の
理

由
か

ら
、

施
行

日
の

２
週

間
前

の
日

か
ら

施
行

日
の

前
日

ま
で

の
間

、
預

託
及

び
交

付
の

請
求

の
受

付
を

停
止

す
る

取
扱

い
と

す
る

。



担
保

に
供

さ
れ
て
い
る
投

資
口

・
優

先
出

資
に
関

す
る
取

扱
い
（
１
）

項
目

○
施

行
日

前
日

ま
で

に
担

保
に

差
し

入
れ

ら
れ

て
い

る
投

資
口

を
譲

渡
担

保
権

設
定

者
（
投

資
主

）
へ

返
戻

す

る
必

要
が

あ
る

（
「
施

行
日

前
日

の

実
質

投
資

主
通

知
」
に

お
け

る
「
担

保
突

合
」
は

制
限

さ
れ

る
こ

と
に

な

る
。

）
。

○
譲

渡
担

保
権

者
は

、
あ

ら
か

じ
め

譲
渡

担
保

権
設

定
者

の
同

意
を

得

て
お

く
こ

と
で

、
施

行
日

に
お

い
て

、

一
旦

、
振

替
投

資
口

が
新

規
記

録
さ

れ
た

譲
渡

担
保

権
設

定
者

の
振

替

口
座

か
ら

譲
渡

担
保

権
者

の
振

替

口
座

に
当

該
振

替
投

資
口

を
振

り
替

え
る

処
理

を
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

考
え

ら
れ

る
対

応
内

容

○
投

資
証

券
の

移
行

手
続

に
つ

い
て

、

投
資

主
名

簿
に

記
録

さ
れ

た
も

の
が

振
替

制
度

へ
の

移
行

対
象

（
新

規
記

録
通

知
の

対
象

）
と

な
る

こ
と

か
ら

、
投

資
主

名
簿

を
確

定
さ

せ
る

た
め

、
預

託

投
資

証
券

に
つ

き
、

施
行

日
前

日
の

実
質

投
資

主
通

知
を

す
る

こ
と

に
な

る
。

○
こ

の
際

に
、

譲
渡

担
保

権
者

（
担

保

の
種

類
が

略
式

譲
渡

担
保

）
が

他
の

者
を

実
質

投
資

主
で

あ
る

旨
の

申
出

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

他
の

者
の

口

座
に

預
託

投
資

証
券

に
係

る
投

資
口

を
記

録
す

る
必

要
が

あ
る

（
投

資
主

名

簿
に

記
録

さ
て

い
る

投
資

主
等

に
振

替
投

資
口

を
新

規
記

録
す

る
必

要
が

あ
る

。
）
。

投
資

証
券

の
移

行
手

続
に

お
け

る
留

意
点

に
つ

い
て

■
投

資
証

券
（
優

先
出

資
証

券
）
に

係
る

担
保

の
移

行
手

続
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て

※
１

保
振

制
度

の
質

権
口

座
で

預
託

投
資

証
券

に
係

る
投

資
口

を
管

理
し

て
い

る
場

合
に

は
、

施
行

日
前

日
の

実
質

投
資

主
通

知
に

加
え

、
質

権
者

に
関

す
る

事
項

が
機

構
を

通
じ

て
発

行
者

に
通

知
さ

れ
、

投
資

主
名

簿
に

記
録

さ
れ

る
こ

と
に

な
る

。
そ

の
た

め
、

当
該

質
権

者
の

口
座

に
投

資
口

が
新

規
記

録
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

な
お

、
投

資
証

券
に

つ

い
て

は
一

斉
移

行
日

に
お

い
て

一
斉

に
無

効
と

な
る

。

※
２

優
先

出
資

証
券

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
と

な
る

。



担
保

に
供

さ
れ
て
い
る
投

資
口

・
優

先
出

資
に
関

す
る
取

扱
い
（
２
）

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

不
動

産
投

資
法

人
8
96

4
2
2

東
京

グ
ロ

ー
ス

リ
ー

ト
投

資
法

人
8
96

3
2
1

日
本

レ
ジ

デ
ン

シ
ャ

ル
投

資
法

人
8
96

2
2
0

森
ト

ラ
ス

ト
総

合
リ

ー
ト

投
資

法
人

8
96

1
1
9

ユ
ナ

イ
テ

ッ
ド

・
ア

ー
バ

ン
投

資
法

人
8
96

0
1
8

野
村

不
動

産
オ

フ
ィ

ス
フ

ァ
ン

ド
投

資
法

人
8
95

9
1
7

グ
ロ

ー
バ

ル
・ワ

ン
不

動
産

投
資

法
人

8
95

8
1
6

東
急

リ
ア

ル
・
エ

ス
テ

ー
ト

投
資

法
人

8
95

7
1
5

プ
レ

ミ
ア

投
資

法
人

8
95

6
1
4

日
本

プ
ラ

イ
ム

リ
ア

ル
テ

ィ
投

資
法

人
8
95

5
1
3

オ
リ

ッ
ク

ス
不

動
産

投
資

法
人

8
95

4
1
2

日
本

リ
テ

ー
ル

フ
ァ

ン
ド

投
資

法
人

8
95

3
1
1

ジ
ャ

パ
ン

リ
ア

ル
エ

ス
テ

イ
ト

投
資

法
人

8
95

2
1
0

日
本

ビ
ル

フ
ァ

ン
ド

投
資

法
人

8
95

1
9

ベ
ン

チ
ャ

ー
・
リ

ヴ
ァ

イ
タ

ラ
イ

ズ
証

券
投

資
法

人
8
72

1
8

ベ
ン

チ
ャ

ー
ビ

ジ
ネ

ス
証

券
投

資
法

人
8
72

0
7

産
業

フ
ァ

ン
ド

投
資

法
人

3
24

9
6

野
村

不
動

産
レ

ジ
デ

ン
シ

ャ
ル

投
資

法
人

3
24

0
5

森
ヒ

ル
ズ

リ
ー

ト
投

資
法

人
3
23

4
4

日
本

コ
マ

ー
シ

ャ
ル

投
資

法
人

3
22

9
3

Ｍ
ＩＤ

リ
ー

ト
投

資
法

人
3
22

7
2

日
本

ア
コ

モ
デ

ー
シ

ョ
ン

フ
ァ

ン
ド

投
資

法
人

3
22

6
1

銘
柄

名
銘

柄
コ

ー
ド

ニ
ュ

ー
シ

テ
ィ

・
レ

ジ
デ

ン
ス

投
資

法
人

8
96

5
2
3

ク
レ

ッ
シ

ェ
ン

ド
投

資
法

人
8
96

6
2
4

日
本

ロ
ジ

ス
テ

ィ
ク

ス
フ

ァ
ン

ド
投

資
法

人
8
96

7
2
5

銘
柄

名
銘

柄
コ

ー
ド

ジ
ャ

パ
ン

エ
ク

セ
レ

ン
ト

投
資

法
人

8
98

7
4
4

リ
プ

ラ
ス

・
レ

ジ
デ

ン
シ

ャ
ル

投
資

法
人

8
98

6
4
3

日
本

ホ
テ

ル
フ

ァ
ン

ド
投

資
法

人
8
98

5
4
2

ビ
・
ラ

イ
フ

投
資

法
人

8
98

4
4
1

ク
リ

ー
ド

・
オ

フ
ィ

ス
投

資
法

人
8
98

3
4
0

ト
ッ

プ
リ

ー
ト

投
資

法
人

8
98

2
3
9

ジ
ャ

パ
ン

・
ホ

テ
ル

・
ア

ン
ド

・
リ

ゾ
ー

ト
投

資
法

人
8
98

1
3
8

エ
ル

シ
ー

ピ
ー

投
資

法
人

8
98

0
3
7

ス
タ

ー
ツ

プ
ロ

シ
ー

ド
投

資
法

人
8
97

9
3
6

ア
ド

バ
ン

ス
・
レ

ジ
デ

ン
ス

投
資

法
人

8
97

8
3
5

阪
急

リ
ー

ト
投

資
法

人
8
97

7
3
4

Ｄ
Ａ

オ
フ

ィ
ス

投
資

法
人

8
97

6
3
3

Ｆ
Ｃ

レ
ジ

デ
ン

シ
ャ

ル
投

資
法

人
8
97

5
3
2

ラ
サ

ー
ル

ジ
ャ

パ
ン

投
資

法
人

8
97

4
3
1

ジ
ョ

イ
ン

ト
・
リ

ー
ト

投
資

法
人

8
97

3
3
0

ケ
ネ

デ
ィ

ク
ス

不
動

産
投

資
法

人
8
97

2
2
9

ジ
ャ

パ
ン

・
シ

ン
グ

ル
レ

ジ
デ

ン
ス

投
資

法
人

8
97

0
2
8

プ
ロ

ス
ペ

ク
ト

・
レ

ジ
デ

ン
シ

ャ
ル

投
資

法
人

8
96

9
2
7

福
岡

リ
ー

ト
投

資
法

人
8
96

8
2
6

■
（
参

考
１

－
２

）
投

資
口

に
係

る
銘

柄
コ

ー
ド

一
覧

（
平

成
20

年
4月

30
日

時
点

）

■
（
参

考
１

－
２

）
優

先
出

資
に

係
る

銘
柄

コ
ー

ド
一

覧
（
平

成
20

年
4月

30
日

時
点

）

信
金

中
央

金
庫

8
42

1 
1

銘
柄

名
銘

柄
コ

ー
ド



担
保

に
供

さ
れ
て
い
る
投

資
口

・
優

先
出

資
に
関

す
る
取

扱
い
（
３
）

項
目

○
保

振
制

度
に

お
い

て
新

株
予

約
権

付

社
債

が
質

権
口

座
で

管
理

さ
れ

て
い

る
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

方
法

が
想

定
さ

れ
る

。

（
1
）

質
権

者
（
及

び
口

座
管

理
機

関
と

な

る
参

加
者

）
は

あ
ら

か
じ

め
質

権
設

定
者

の
同

意
を

得
て

お
く
こ

と
で

、
施

行
日

に

お
い

て
、

一
旦

、
新

株
予

約
権

付
社

債
を

振
替

口
座

に
新

規
記

録
手

続
を

行
い

（
「
集

中
移

行
方

式
」
）
、

質
権

者
の

振
替

口
座

に
当

該
新

株
予

約
権

付
社

債
を

振

り
替

え
る

。

（
2
）

施
行

日
の

２
週

間
前

の
日

の
前

日

ま
で

に
新

株
予

約
権

付
社

債
券

を
機

構

か
ら

交
付

を
行

い
、

施
行

日
以

降
に

お

い
て

、
現

物
で

の
担

保
管

理
を

行
う

（
新

株
予

約
権

付
社

債
券

は
振

替
受

入
簿

へ

の
記

録
が

さ
れ

な
い

限
り

無
効

と
な

ら
な

い
。

）
。

考
え

ら
れ

る
対

応
内

容

○
新

株
予

約
権

付
社

債
券

の
移

行
手

続
に

つ
い

て
、

機
構

が
備

え
る

振
替

受
入

簿
に

記

録
が

さ
れ

た
も

の
が

振
替

制
度

へ
の

移
行

対
象

と
な

る
。

振
替

受
入

簿
へ

の
記

録
の

請

求
が

で
き

る
の

は
社

債
権

者
に

限
ら

れ
、

質

権
者

は
申

請
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

（
社

振

法
附

則
第

4
1
条

２
項

、
同

附
則

第
1
4
条

１

項
）
。

○
そ

の
た

め
、

保
振

制
度

に
お

い
て

、
新

株

予
約

権
付

社
債

が
質

権
口

座
で

管
理

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

「
集

中
移

行
方

式
」
に

よ
っ

て
質

権
者

の
振

替
口

座
（
質

権
欄

）
に

新
規

記
録

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

一
方

、
新

株
予

約
権

付
社

債
に

つ
い

て
は

、
施

行
日

に
交

付
請

求
が

さ
れ

た
も

の
と

み
な

さ
れ

る

（
決

済
合

理
化

法
附

則
第

3
1
条

参
照

）
。

新
株

予
約

権
付

社
債

券
の

移
行

手
続

に
お

け
る

留
意

点
に

つ
い

て

■
（
参

考
２

）
新

株
予

約
権

付
社

債
に

係
る

担
保

の
移

行
手

続
に

関
す

る
留

意
事

項
に

つ
い

て

※
譲

渡
担

保
権

者
は

、
社

債
権

者
と

し
て

、
振

替
受

入
簿

へ
の

記
録

の
請

求
に

つ
い

て
の

申
請

が
で

き
る

と
考

え
ら

れ
る

。



質
権

者
に
関

す
る
事

項
の
通

知
手

続
■

施
行

日
前

日
の

預
託

投
資

証
券

の
投

資
口

及
び

優
先

出
資

に
係

る
質

権
者

に
関

す
る

事
項

の
通

知
（
概

要
）

○
保

振
制

度
で

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

投
資

証
券

に
係

る
投

資
口

に
つ

い
て

は
、

機
構

及
び

参
加

者
は

、
「
施

行
日

前
日

の
実

質
投

資
主

通
知

」
を

行
う

こ
と

（
決

済
合

理
化

法
附

則
第

1
4
条

関
係

）
に

加
え

、
当

該
投

資
口

が
施

行
日

に
お

い
て

振
替

投
資

口
と

な
る

場
合

に
は

、
当

該
投

資
口

に
係

る
施

行
日

前
日

の
質

権
者

に
係

る
事

項
を

通
知

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
（
決

済
合

理
化

法
附

則
第

1
5
条

第
2
項

）
。

○
「
施

行
日

前
日

の
実

質
投

資
主

通
知

」
に

関
す

る
機

構
へ

の
報

告
に

つ
い

て
は

、
株

式
の

場
合

に
準

じ
て

行
う

（
「
総

株
主

通
知

の
仕

組
み

に
準

じ
た

実
施

株
主

通
知

」
）
こ

と
に

な
り

ま
す

が
、

こ
の

場
合

、
「
記

録
先

加
入

者
口

座
コ

ー
ド

」
「
質

属
性

区
分

」
を

報
告

す
る

機
能

は
制

限
さ

れ
て

い
ま

す
（
つ

ま
り

、
施

行
日

後
の

総
投

資
主

通
知

に
係

る
報

告
と

同
じ

対
応

を
と

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

）
。

○
こ

の
よ

う
な

こ
と

も
あ

り
、

ま
た

移
行

時
の

み
の

対
応

と
な

る
こ

と
か

ら
、

当
該

投
資

口
に

係
る

施
行

日
前

日
の

質
権

者
に

係
る

事
項

の
通

知
に

関
す

る
機

構
へ

の
報

告
に

つ
い

て
は

、
制

度
要

綱
に

お
い

て
は

、
「
外

部
記

録
媒

体
」
に

よ
り

報
告

・
通

知
す

る
こ

と
と

整
理

し
て

い
ま

す
。

○
な

お
、

デ
ー

タ
の

授
受

日
程

は
、

「
施

行
日

前
日

の
実

質
株

主
通

知
」
の

日
程

に
同

様
と

す
る

も
の

と
想

定
し

て
い

ま
す

。

＜
参

加
者

が
機

構
へ

提
出

す
る

デ
ー

タ
（
イ

メ
ー

ジ
）
＞

内
容

項
目

C
D

－
R

又
は

D
V

D
－

R
外

部
記

憶
媒

体
の

種
類

3

フ
ァ

イ
ル

伝
送

デ
ー

タ
デ

ー
タ

の
形

式
2

①
機

構
加

入
者

コ
ー

ド
②

銘
柄

コ
ー

ド
③

投
資

主
（
質

権
設

定
者

）
の

加
入

者
口

座
コ

ー
ド

④
報

告
数

量
⑤

記
録

先
加

入
者

口
座

コ
ー

ド
（
質

権
者

に
係

る
加

入
者

口
座

コ
ー

ド
）

等

機
構

へ
の

報
告

事
項

（
デ

ー
タ

レ
コ

ー
ド

）
1

※
１

優
先

出
資

の
場

合
に

つ
い

て
も

同
様

の
取

扱
い

と
な

り
ま

す
。

※
２

登
録

投
資

口
質

、
特

例
投

資
口

質
に

係
る

投
資

口
に

つ
い

て
は

、
質

権
者

の
特

別
口

座
（
質

権
欄

）
に

新
規

記
録

さ
れ

る
た

め
、

当
該

手
続

の
対

象
外

と
な

り
ま

す
。

○
機

構
か

ら
発

行
者

（
投

資
主

名
簿

等
管

理
人

等
）
へ

通
知

す
る

デ
ー

タ
に

つ
い

て
は

、
「
総

株
主

通
知

デ
ー

タ
（
株

式
数

情
報

）
」
及

び
「
総

株
主

通
知

デ
ー

タ
（
株

主
情

報
）
」
と

同
等

の
も

の
（
フ

ァ
イ

ル
伝

送
デ

ー
タ

）
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該
デ

ー
タ

の
授

受
に

つ
い

て
は

外
部

記
憶

媒
体

（
Ｄ

Ｖ
Ｄ

－
Ｒ

）
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

＜
機

構
が

発
行

者
（
投

資
主

名
簿

等
管

理
人

等
）
へ

通
知

す
る

デ
ー

タ
（
イ

メ
ー

ジ
）
＞



移
行
後
の
情
報
提
供
請
求
・
個
別
株
主
通
知
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い
て

■
転

記
手

続

○
「
施

行
日

」
③

「
増

加
又

は
減

少
の

記
録

が
さ

れ
た

日
」

○
「
増

加
し

た
数

（
=
転

記
し

た
数

）
」

②
「
増

加
又

は
減

少
し

た
数

」

○
「
増

加
し

た
旨

」
①

「
増

加
又

は
減

少
の

別
」

株
式
等
決
済
合
理
化
法
附
則
7
条
で
は
、
振
替
機
関
及
び
参
加
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
振
替
法
に
お
け
る
振
替
口
座
簿
に
、
保
振
法

に
お
け
る
保
管
振
替
機
関
の
参
加
者
口
座
簿
や
参
加
者
の
顧
客
口
座
簿
の
記
録
事
項
（
「
顧
客
の
氏
名
及
び
住
所
」
、
「
銘
柄
」
、
「
銘
柄

ご
と
の
数
」
等
）
に
加
え
、
振
替
法
第
1
2
9
条
第
3
項
第
6
号
の
事
項
（
「
増
減
の
履
歴
」
）
も
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
こ
の

施
行
日
に
お
け
る
「
増
減
の
履
歴
」
の
具
体
的
な
記
録
事
項
と
し
て
、
以
下
の
項
目
を
記
録
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

（
注

）
始

関
正

光
「
株

券
等

不
発

行
制

度
・
電

子
公

告
制

度
の

導
入

」
（
別

冊
商

事
法

務
Ｎ

ｏ
．

2
8
6
）
Ｐ

1
1
7
（
注

７
）
引

用
。

も
っ
と
も
、
こ
の
参
加
者
口
座
簿
や
顧
客
口
座
簿
の
記
録
事
項
を
振
替
口
座
簿
に
転
記
す
る
手
続
き
の
趣
旨
は
、
「
株
式
等
決
済
合
理
化

法
附
則
七
条
は
、
『
口
座
の
開
設
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
か
、
『
○
○
の
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と

規
定
し
て
い
る
の
で
、
本
文
で
は
『
転
記
さ
れ
る
』
と
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、
こ
れ
は
、
物
理
的
に
、
保
振
法
上
の
口
座
と
は
別
に
二
重

に
電
子
デ
ー
タ
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
口
座
を
社
債
等
振
替
法
上
の
口
座
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
措
置
を
講
ず
れ
ば
足
り
る
」

（
注
）
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
個
々
の
参
加
者
に
お
い
て
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
録
（
転
記
）
す
る
施
行
日
当
日
の
「
銘
柄
ご
と
の
数
」
及
び
「
増
減
の
履

歴
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
あ
る
銘
柄
に
つ
い
て
転
記
の
対
象
と
な
っ
た
数
が
1
0
0
0
株
で
あ
る
と
き
に
、
①
「
銘
柄
ご
と
の
数
：
1
0
0
0
株
、

増
減
の
履
歴
：
＋
1
0
0
0
株
」
と
し
た
り
、
②
施
行
日
に
転
記
し
た
旨
を
確
認
で
き
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
「
銘
柄
ご
と
の
数
：
1
0
0
0
株
」

と
す
る
対
応
（
つ
ま
り
施
行
日
前
日
に
お
け
る
顧
客
口
座
簿
の
最
終
の
記
録
を
振
替
口
座
簿
の
記
録
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
対
応
）
を
と

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

株
式
等
振
替
制
度
に
お
い
て
、
口
座
管
理
機
関
は
、
機
構
か
ら
発
行
会
社
に
よ
る
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
の
取
次
ぎ
を
受
け
た
場

合
に
、
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
を
機
構
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
で
は
、
発
行
会
社
の
指
定
す
る
対
象
期
間
中
の
各
日
に
つ
い
て
「
対
象
日
残
高
」
（
対
象

日
の
業
務
終
了
時
に
お
い
て
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
た
数
）
と
「
増
減
数
量
」
（
「
対
象
日
残
高
」
と
「
対
象
日
前
営
業
日
の
残
高
」
の

差
分
）
を
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
施
行
日
に
お
け
る
転
記
に
複
数
の
対
応
が
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
施
行
日
を
対
象

日
と
す
る
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
の
取
扱
い
等
を
整
理
し
た
。

な
お
、
こ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
個
別
株
主
報
告
デ
ー
タ
」
の
作
成
の
際
に
も
適
用
さ
れ
る
。



移
行
後
の
情
報
提
供
請
求
・
個
別
株
主
通
知
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い
て

情
報

提
供

請
求

（
部

分
情

報
）を

、
施

行
日

（
１

／
５

）
に

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。
情

報
提

供
請

求
（
部

分
情

報
）

機
構

か
ら

通
知

さ
れ

る
「
個

別
株

主
通

知
デ

ー
タ

（
株

式
数

情
報

）
」
に

お
け

る
施

行
日

（
１

／
５

）
以

前
の

情
報

（
施

行
日

の
「
増

減
数

量
」
を

含
む

。
）
が

含
ま

れ
る

場
合

に
は

、
こ

れ
を

読
み

捨
て

る
。

個
別

株
主

通
知

機
構

に
通

知
す

る
「
情

報
提

供
請

求
（
全

部
情

報
）
取

次
ぎ

デ
ー

タ
」
に

係
る

「
対

象
期

間
」
に

は
、

施
行

日
（
１

／
５

）
以

降
の

日
付

を
設

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

（
施

行
日

（
１

／
５

）
に

は
当

該
請

求
を

行
っ

て
は

な
ら

な
い

。
）
。

ま
た

、
機

構
か

ら
通

知
さ

れ
る

「
振

替
口

座
簿

記
録

事
項

通
知

デ
ー

タ
」
に

お
け

る
施

行
日

（
１

／
５

）
の

「
増

減
数

量
」
は

読
み

捨
て

る
。

情
報

提
供

請
求

（
全

部
情

報
）

■
情

報
提

供
請

求
及

び
個

別
株

主
通

知
に

関
す

る
留

意
事

項
（
発

行
会

社
）

口
座
管
理
機
関
に
お
け
る
転
記
に
係
る
取
扱
い
を
踏
ま
え
、
情
報
提
供
請
求
及
び
個
別
株
主
通
知
に
お
い
て
、
以
下
の
取
扱
い
と
す
る
。

な
お
、
当
該
取
扱
い
は
、
株
式
等
振
替
制
度
移
行
後
に
新
た
に
取
扱
い
を
開
始
す
る
銘
柄
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
（
施
行
日
を
取
扱
開
始

日
と
読
み
替
え
る
。
）
。

■
情

報
提

供
請

求
及

び
個

別
株

主
通

知
に

関
す

る
留

意
事

項
（
口

座
管

理
機

関
）

口
座
管
理
機
関
は
、
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
中
の
施
行
日
当
日
を
対
象
日
と
す
る
「
増
減
数
量
履
歴
デ
ー
タ
レ
コ
ー

ド
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
①
か
ら
③
ま
で
の
取
扱
い
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
作
成
す
る
。
「
個
別
株
主
報
告
デ
ー
タ
（
増
減
数
量
履
歴
）
レ

コ
ー
ド
」
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

な
お
、
口
座
管
理
機
関
は
、
施
行
日
前
の
日
を
対
象
期
間
と
す
る
「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
又
は
「
個
別
株
主

通
知
予
定
日
デ
ー
タ
」
若
し
く
は
「
個
別
株
主
報
告
依
頼
デ
ー
タ
」
が
通
知
さ
れ
た
と
き
は
、
施
行
日
前
の
各
対
象
日
の
「
増
減
数
量
」
及

び
「
対
象
日
残
高
」
の
双
方
に
「

0」
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
施

行
日

前
日

の
口

座
残

高
を

「
0」

と
す

る
取

扱
い

増
減
数
量
に
施
行
日
の
業
務
終
了
時
に
お
い
て
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
た
数
と
同
一
の
数
を
設
定
す
る
。

（
例
）

1
00
0

1
00
0

+
0
90
1
05

2
00
9
02
0
20
0
00
0
00
1

A
6
0
-
0
0
1

S
銘
柄

A
6
0
-
0
0
1

A
証

券
D
2

対
象
日
残

高
増
減
数
量

符
号

対
象
日

受
付

番
号

記
録

先
加

入
者

口
座

銘
柄

加
入

者
口

座
機
構
加
入

者
D
2

デ
ー
タ

通
知

項
目

レ
コ
ー
ド
区
分



移
行
後
の
情
報
提
供
請
求
・
個
別
株
主
通
知
に
関
す
る
留
意
事
項

に
つ
い
て

※
そ

の
他

、
デ
ー
タ

セ
ッ
ト

の
詳
細
に

つ
い
て

は
、

「
株

式
等

振
替

シ
ス

テ
ム

株
主

通
知

関
係

デ
ー

タ
接

続
仕

様
書

（
機

構
加

入
者

用
）

」
及
び
「

振
替
口

座
簿
記
録

事
項
報

告
デ
ー
タ

セ
ッ
ト

例
」
を
参

照
。

②
施

行
日

に
お

け
る

増
減

を
一

切
考

慮
し

な
い

取
扱

い

増
減
数
量
に
常
に
「

0」
を
設

定
す
る
（
施
行
日
の
日
中
の
振
替
等
に
よ
っ
て
増
減
が
生
じ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
増

減
数
量
を
「

0」
と
設
定
す
る
。
）
。

（
例
）

1
00
0

0
△

0
90
1
05

2
00
9
02
0
20
0
00
0
00
1

A
6
0
-
0
0
1

S
銘
柄

A
6
0
-
0
0
1

A
証

券
D
2

対
象
日
残

高
増
減
数
量

符
号

対
象
日

受
付

番
号

記
録

先
加

入
者

口
座

銘
柄

加
入

者
口

座
機
構
加
入

者
D
2

デ
ー
タ

通
知

項
目

レ
コ
ー
ド
区
分

③
施

行
日

前
日

の
顧

客
口

座
簿

上
の

口
座

残
高

を
考

慮
し

た
取

扱
い

増
減
数
量
に
は
、
施
行
日
の
業
務
終
了
時
に
お
い
て
振
替
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
た
数
と
、
施
行
日
前
日
の
顧
客
口
座
簿
に
記
録
さ
れ
た

数
の
差
分
を
設
定
す
る
（
こ
の
場
合
、
施
行
日
の
日
中
の
振
替
等
に
よ
っ
て
増
減
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
数
を
増
減
数
量
に
設
定
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
施
行
日
の
日
中
の
振
替
に
よ
り
、
1
,
0
0
0
株
の
減
少
が
生
じ
た
場
合
の
例
を
記
載
し
て
い
る
。
）
。

（
例
）

1
00
0

1
00
0

-
0
90
1
05

2
00
9
02
0
20
0
00
0
00
1

A
6
0
-
0
0
1

S
銘
柄

A
6
0
-
0
0
1

A
証

券
D
2

対
象
日
残

高
増
減
数
量

符
号

対
象
日

受
付

番
号

記
録

先
加

入
者

口
座

銘
柄

加
入

者
口

座
機
構
加
入

者
D
2

デ
ー
タ

通
知

項
目

レ
コ
ー
ド
区
分

な
お
、
当
該
取
扱
い
は
、
株
式
等
振
替
制
度
移
行
後
に
新
た
に
取
扱
い
を
開
始
す
る
銘
柄
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
（
施
行
日
を
取
扱
開
始

日
と
読
み
替
え
る
。
）
。

※
△

：
ス

ペ
ー

ス
を

設
定

。



２．株式等振替制度におけるＴａｒｇｅｔを用いた手続について



１
．

株
式

等
振

替
制

度
に

係
る

書
類

等
の

授
受

○
「
T
ar

ge
tの

利
用

に
関

す
る

確
認

書
」
又

は
「
T
ar

ge
tシ

ス
テ

ム
利

用
申

込
書

」
の

提
出

○
各

種
書

類
の

届
出

担
当

者
の

T
ar

ge
tI
D

に
、

届
出

等
を

可
能

と
す

る
た

め
の

職
務

の
設

定
（
株

券
電

子
化

後
）

○
所

定
の

テ
ン

プ
レ

ー
ト

フ
ァ
イ

ル
又

は
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

用
い

て
作

成
し

た
届

出
書

又
は

C
S
V

フ
ァ
イ

ル
を

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
添

付
し

て
届

出
等

を
行

う
。

○
株

券
の

預
託

・
交

付
を

目
的

と
し

た
機

構
⇔

参
加

者
間

の
往

来
が

な
く
な

る
こ

と
に

伴
い

、
機

構
と

機
構

加
入

者
の

間
で

授
受

す
る

情
報

の
電

磁
化

を
す

す
め

、
迅

速
・
安

全
な

情
報

授
受

の
実

現
と

業
務

の
効

率
化

等
を

図
る

。

内
容

各
書

類
の

届
出

方
法

を
記

載
し

た
通

知
要

領
の

配
布

を
予

定

残
高

証
明

書
等

の
交

付
方

法
に

つ
い

て
は

、
次

頁
以

下
を

参
照

届
出

等
の

方
法

職
務

の
設

定
方

法
に

つ
い

て
は

、
「
ユ

ー
ザ

グ
ル

ー
プ

管
理

者
向

け
マ

ニ
ュ

ア
ル

」を
参

照
そ

の
他

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

は
、

安
全

性
、

冗
長

性
が

確
保

さ
れ

て
い

る
。

目
的

備
考

項
目

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

（
交

付
は

、
郵

送
も

可
）

残
高

証
明

書
等

及
び

そ
の

請
求

書
３

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

区
分

口
座

開
設

申
請

書
、

機
構

へ
の

届
出

事
項

の
変

更
等

２

郵
送

又
は

機
構

窓
口

口
座

開
設

申
請

書
等

１

授
受

方
法

書
類

■
主

要
な
書

類
の

授
受

方
法

■
Ta

rg
et
保

振
サ

イ
ト
に
よ
る
書

類
の

届
出

等

※
上

記
以

外
の

書
類

の
授

受
方

法
に
つ
い
て
は

、
現

在
、
検

討
中



２
．
株

券
電

子
化

後
に
お
け
る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

郵
送

に
よ

る
交

付
も

行
う
。

残
高

証
明

書
等

の
フ

ァ
イ

ル
形

式
は

、
P

D
F
と

す
る

。

○
株

券
電

子
化

後
の

残
高

証
明

書
等

の
請

求
及

び
交

付
は

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

り
行

う
。

○
残

高
証

明
書

等
の

交
付

者
が

機
構

で
あ

る
こ

と
及

び
交

付
後

の
改

ざ
ん

が
な

い
こ

と
が

検
証

で
き

る
よ

う
残

高
証

明
書

等
に

電
子

署
名

を
付

す
こ

と
と

す
る

。
○

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

の
ID

の
不

正
利

用
等

に
よ

る
、

残
高

証
明

書
等

の
外

部
漏

洩
に

と
も

な
う
機

構
加

入
者

の
機

密
情

報
の

漏
洩

等
を

防
止

す
る

た
め

、
電

子
証

明
書

に
よ

る
公

開
鍵

暗
号

の
仕

組
み

を
用

い
て

残
高

証
明

書
等

の
暗

号
化

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

備
考

内
容

■
概
要

（
１

）
参

加
者

基
金

預
託

残
高

証
明

書

（
２

）
担

保
指

定
証

券
預

託
残

高
証

明
書

（
３

）
振

決
国

債
預

託
残

高
証

明
書

（
１

）
預

託
外

国
株

券
等

残
高

証
明

書

（
１

）
参

加
者

口
座

簿
写

し

（
２

）
口

座
処

理
明

細

（
１

）
機

構
加

入
者

別
口

座
残

高
表

（
指

定
無

し
・
譲

渡
担

保
・
質

権
）

（
２

）
機

構
加

入
者

別
口

座
処

理
明

細
表

（
指

定
無

し
・
譲

渡
担

保
・
質

権
）

残
高

証
明

書
等

の
名

称

外
国

株
券

等
保

管
振

替
決

済
制

度
の

み
の

残
高

が
必

要
な

場
合

に
交

付
外

国
株

券
等

保
管

振
替

決
済

制
度

３

株
券

電
子

化
後

1
ヶ

月
の

間
は

、
機

構
事

務
所

窓
口

で
の

交
付

と
す

る
。

株
券

等
保

管
振

替
制

度
２

一
般

振
替

D
V

P
制

度
４

株
式

等
振

替
制

度
の

残
高

証
明

書
等

に
は

、
外

国
株

券
等

保
管

振
替

決
済

制
度

の
残

高
を

含
む

。

株
式

等
振

替
制

度
１

備
考

制
度

等

■
Ta

rg
et
保

振
サ

イ
ト
に
よ
る
交

付
の

対
象

と
す
る
残

高
証

明
書

等

※
短

期
社

債
振

替
制

度
、

一
般

債
振

替
制

度
、

投
資

信
託

振
替

制
度

に
関

す
る

残
高

証
明

書
等

は
、

従
来

ど
お

り
の

請
求

・
交

付
方

法
と

す
る

。



３
．

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

手
続

～
概

要

⑧
C

S
V

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

請
求

⑩
電

子
署

名
及

び
暗

号
化

を
行

っ
た

残
高

証
明

書
等

の
提

供

ZI
Pフ

ァ
イ
ル

郵
送

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

提
供

機
構

加
入

者
が

選
択

⑦
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
で

残
高

証
明

書
等

請
求

C
S

V
を

作
成

⑪
取

得
し

た
残

高
証

明
書

等
P

D
Fを

秘
密

鍵
で

復
号

し
、

電
子

署
名

の
検

証

機
構

加
入

者

保
振

サ
イ
ト

機
構

機
構

加
入

者
電

子
証

明
書

機
構

秘
密

鍵

⑨
電

子
署

名
・
暗

号
化

■
電
子
証
明
書
の
申
請
、
取
得
（
①
～
⑥
）

機
構

加
入

者
は

、
Ta

rg
et
保

振
サ

イ
ト
及

び
認

証
局

サ
イ
ト

※
を
通

じ
て
、
残

高
証

明
書

等
の

暗
号

化
及

び
復

号
に
用

い
る
電

子
証

明
書

の
発

行
申

請
及

び
取

得
を
行

い
ま
す
。

※
認

証
局

サ
イ
ト
と
は

、
機

構
が

発
行

す
る
電

子
証

明
書

の
取

得
、
確

認
を
行

う
た
め
の

サ
イ
ト
の

こ
と

■
残
高
証
明
書
等
の
請
求
、
取
得
（
⑦
～
⑪
）

機
構

加
入

者
は

、
Ta

rg
et
保

振
サ

イ
ト
を
通

じ
て
、
残

高
証

明
書

等
を
請

求
・
取

得
し
、
残

高
証

明
書

等
の

復
号

及
び

電
子

署
名

の
検

証
を
行

う
。

認
証

局
サ

イ
ト

③
電

子
証

明
発

行
の

承
認

②
C

S
V

に
よ

る
電

子
証

明
書

の
申

請

機
構

加
入

者

①
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
で

電
子

証
明

書
申

請
C

S
V

を
作

成
機

構

機
構

認
証

局

保
振

サ
イ
ト

⑥
電

子
証

明
書

及
び

秘
密

鍵
の

取
得

・
保

管

⑤
機

構
加

入
者

電
子

証
明

書
の

登
録

⑤
電

子
証

明
書

の
取

得

④
メ

ー
ル

で
サ

イ
ト

U
R

L、
パ

ス
ワ

ー
ド

を
通

知

認
証

局
サ

イ
ト



４
．

関
連

す
る

主
な

用
語

の
解

説

○
残

高
証

明
書

等
の

暗
号

化
に

お
い

て
は

、
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
を

開
くこ

と
が

出
来

な
い

よ
う
に

フ
ァ
イ

ル
に

錠
前

を
掛

け
る

役
割

を
果

た
す

。
公

開
鍵

と
も

い
う
。

電
子

証
明

書

○
残

高
証

明
書

等
の

暗
号

化
に

お
い

て
は

、
フ

ァ
イ

ル
に

掛
け

ら
れ

た
錠

前
を

外
す

た
め

の
鍵

の
役

割
を

果
た

す
。

機
構

加
入

者
が

電
子

証
明

書
を

取
得

す
る

際
に

、
機

構
加

入
者

の
端

末
内

で
生

成
さ

れ
る

。
秘

密
鍵

○
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
を

第
三

者
が

開
く
こ

と
が

出
来

な
い

よ
う
に

フ
ァ
イ

ル
に

錠
前

を
掛

け
る

こ
と

。
機

構
が

機
構

加
入

者
の

電
子

証
明

書
を

用
い

て
残

高
証

明
書

等
に

暗
号

化
を

行
う
。

暗
号

化

○
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
に

掛
け

ら
れ

た
錠

前
を

外
す

こ
と

。
電

子
証

明
書

A
で

暗
号

化
し

た
フ

ァ
イ

ル
は

、
電

子
証

明
書

の
ペ

ア
と

な
る

秘
密

鍵
A

で
し

か
復

号
で

き
な

い
。

復
号

○
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
に

機
構

の
秘

密
鍵

を
用

い
て

サ
イ

ン
を

行
う
こ

と
。

機
構

の
秘

密
鍵

は
、

機
構

以
外

は
所

有
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

の
で

、
機

構
の

電
子

署
名

が
あ

る
も

の
は

機
構

が
作

成
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

を
検

証
で

き
る

。
ま

た
、

フ
ァ
イ

ル
の

改
ざ

ん
を

行
っ

た
場

合
、

電
子

署
名

が
無

効
と

な
り

改
ざ

ん
が

検
証

で
き

る
。

電
子

署
名

○
電

子
証

明
書

の
発

行
申

請
を

承
認

し
、

電
子

証
明

書
の

発
行

を
行

う
者

の
こ

と
。

機
構

が
認

証
局

と
な

る
。

認
証

局

内
容

項
目

残
高

証
明
書

等
フ
ァ
イ
ル

電
子

証
明
書

A
で
暗
号

化

電
子
証
明
書

A

暗
号

化
さ
れ

た
た
フ
ァ
イ
ル

秘
密

鍵
A
で
復
号

残
高

証
明
書

等
フ
ァ
イ
ル

秘
密

鍵
A

■
暗
号
化
・
復
号
の
イ
メ
ー
ジ

機
構

（
配

布
元

）
機

構
加

入
者

（
配

布
先

）

機
構
加

入
者

の
秘

密
鍵

Aで
し
か

復
号
で
き
な
い
。

機
構

が
機
構

加
入

者
の

電
子

証
明

書
Aで

暗
号
化

ペ
ア
と
な
る
組

み
合

わ
せ



５
．

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

手
続

～
①

機
構

加
入

者
の

複
数

の
部

署
が

残
高

証
明

書
等

を
請

求
し

、
復

号
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
電

子
証

明
書

は
、

機
構

加
入

者
一

社
に

つ
き

、
4
枚

ま
で

取
得

で
き

る
も

の
と

す
る

。

電
子

証
明

書
の

利
用

担
当

者
と

電
子

証
明

証
書

の
申

請
管

理
者

と
は

、
兼

任
可

能

○
機

構
加

入
者

は
、

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
た

C
S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

用
い

て
、

電
子

証
明

書
の

発
行

を
申

請
す

る
C

S
V

（
以

下
「
申

請
C

S
V

」
と

い
う
。

）
を

作
成

し
、

申
請

C
S
V

を
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
添

付
し

て
機

構
に

提
出

す
る

。
○

申
請

C
S
V

の
主

要
な

入
力

項
目

1
.機

構
加

入
者

コ
ー

ド
、

会
社

名
等

の
会

社
情

報
2
.電

子
証

明
書

の
申

請
管

理
者

の
部

署
名

、
氏

名
、

連
絡

先
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

（
電

子
証

明
書

の
申

請
管

理
者

と
は

、
機

構
加

入
者

の
機

構
に

対
す

る
電

子
証

明
書

の
申

請
窓

口
の

こ
と

。
取

得
済

み
の

電
子

証
明

書
の

利
用

担
当

者
の

管
理

、
電

子
証

明
書

の
更

新
、

無
効

化
等

の
手

続
を

行
う
。

）

3
.電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

の
部

署
名

、
氏

名
、

連
絡

先
、

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

（
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

と
は

、
電

子
証

明
書

申
請

管
理

者
の

電
子

証
明

書
申

請
後

、
電

子
証

明
書

を
取

得
し

、
残

高
証

明
書

等
の

請
求

・
取

得

を
行

う
実

務
担

当
者

の
こ

と
）

①
電

子
証

明
書

の
申

請

備
考

内
容

項
目電 子 証 明 書

の 申 請

電 子 証 明 書

の 取 得

残 高 証 明 書

等 の 請 求

残 高 証 明 書

等 の 取 得 ・ 復

号 ・ 検 証

電 子 証 明 書

の 管 理

①
②

③
④

⑤



５
．

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
口

残
高

証
明

書
等

の
交

付
手

続
～

②

認
証

局
サ

イ
ト

の
U

R
L
は

、
電

子
証

明
書

の
発

行
の

都
度

、
異

な
る

も
の

と
な

る
。

（
ワ

ン
タ

イ
ム

U
R

L
）

機
構

は
、

電
子

証
明

書
の

発
行

時
に

、
機

構
加

入
者

の
電

子
証

明
書

を
取

得
す

る
。

機
構

は
、

機
構

加
入

者
の

電
子

証
明

書
を

用
い

て
、

残
高

証
明

書
等

の
暗

号
化

を
行

う
。

○
機

構
は

、
機

構
加

入
者

か
ら

の
申

請
C

S
V

の
受

領
後

、
電

子
証

明
書

の
発

行
を

承
認

し
た

場
合

、
認

証
局

サ
イ

ト
（
電

子
証

明
書

の
発

行
を

行
う
サ

イ
ト

）
の

U
R

L
及

び
電

子
証

明
書

を
取

得
す

る
た

め
の

パ
ス

ワ
ー

ド
を

、
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

に
対

し
て

そ
れ

ぞ
れ

異
な

る
メ

ー
ル

で
配

信
す

る
。

○
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

は
、

認
証

局
サ

イ
ト

に
ア

ク
セ

ス
し

、
電

子
証

明
書

を
取

得
す

る
。

電
子

証
明

書
の

取
得

時
に

、
端

末
の

O
S
領

域
内

に
、

秘
密

鍵
が

生
成

さ
れ

る
。

○
機

構
加

入
者

が
電

子
証

明
書

を
取

得
す

る
と

、
機

構
の

シ
ス

テ
ム

に
機

構
加

入
者

の
電

子
証

明
書

が
登

録
さ

れ
る

。

②
電

子
証

明
書

の
取

得

備
考

内
容

項
目電 子 証 明 書

の 申 請

電 子 証 明 書

の 取 得

残 高 証 明 書

等 の 請 求

残 高 証 明 書

等 取 得 ・ 復

号 ・ 検 証

電 子 証 明 書

の 管 理

①
②

③
④

⑤



５
．

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

手
続

～
③

残
高

証
明

書
等

の
請

求
は

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
方

法
の

み
と

し
、

郵
送

又
は

窓
口

で
の

請
求

は
、

受
け

付
け

な
い

。

請
求

C
S
V

の
主

要
な

項
目

の
う
ち

、
1
.及

び
2
.に

つ
い

て
は

、
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
に

保
存

さ
れ

、
変

更
が

な
い

限
り

、
次

回
の

請
求

時
に

も
そ

の
ま

ま
利

用
で

き
る

仕
様

と
す

る
予

定

電
子

証
明

書
番

号
の

選
択

に
よ

り
、

残
高

証
明

書
等

を
暗

号
化

す
る

電
子

証
明

書
を

指
定

す
る

。

監
査

人
等

の
業

務
委

託
先

を
利

用
担

当
者

と
し

て
指

定
す

る
場

合
は

、
郵

送
に

よ
る

交
付

は
選

択
で

き
な

い
。

○
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

は
、

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

か
ら

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

し
た

C
S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

用
い

て
、

残
高

証
明

書
等

を
請

求
す

る
C

S
V

（
以

下
「
請

求
C

S
V

」
と

い
う
。

）
を

作
成

し
、

請
求

C
S
V

を
T
ar

g
e
t保

振
サ

イ
ト

に
添

付
し

て
機

構
に

提
出

す
る

。
○

請
求

C
S
V

の
主

要
な

入
力

項
目

は
、

次
の

と
お

り
1
.機

構
加

入
者

コ
ー

ド
、

住
所

、
会

社
名

等
の

会
社

情
報

2
.電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

の
部

署
名

、
氏

名
、

電
話

番
号

、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

3
.請

求
目

的
、

交
付

区
分

（
T
ar

ge
t又

は
郵

送
）
、

送
付

先
住

所
（
郵

送
の

場
合

の
み

）
4
.電

子
証

明
書

番
号

（
0
1
～

0
4
）

5
.請

求
区

分
、

区
分

口
座

コ
ー

ド
（
口

座
系

コ
ー

ド
）
、

銘
柄

コ
ー

ド
、

請
求

期
間

、
証

券
種

別
、

請
求

内
容

（
口

座
簿

記
録

事
項

証
明

書
又

は
口

座
簿

記
録

事
項

情
報

の
別

）

③
残

高
証

明
書

等
の

請
求

備
考

内
容

項
目

電 子 証 明 書

の 申 請

電 子 証 明 書

の 取 得

残 高 証 明 書

等 の 請 求

残 高 証 明 書

等 の 取 得 ・ 復

号 ・ 検 証

電 子 証 明 書

の 管 理

①
②

③
④

⑤



５
．

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

手
続

～
④

・
⑤

残
高

証
明

書
フ

ァ
イ

ル
は

、
E
X
E
フ

ァ
イ

ル
を

Z
IP

で
圧

縮
し

た
も

の
と

な
る

。

復
号

は
、

秘
密

鍵
が

イ
ン

ス
ト

ー
ル

さ
れ

た
端

末
に

、
電

子
証

明
書

の
利

用
者

の
ID

で
ロ

グ
イ

ン
し

た
場

合
の

み
可

能

電
子

署
名

の
検

証
に

は
、

A
c
ro

b
at

-
R

e
a

de
r等

の
所

定
の

設
定

が
必

要

○
機

構
加

入
者

の
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

は
、

T
ar

ge
t

保
振

サ
イ

ト
か

ら
電

子
署

名
・
暗

号
化

が
行

わ
れ

た
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
の

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

を
行

う
。

○
秘

密
鍵

が
イ

ン
ス

ト
ー

ル
さ

れ
た

端
末

で
、

電
子

署
名

・
暗

号
化

が
行

わ
れ

た
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
の

復
号

を
行

う
。

○
復

号
し

た
残

高
証

明
書

等
の

フ
ァ
イ

ル
の

機
構

（
又

は
ほ

ク
リ
）
の

印
影

イ
メ

ー
ジ

に
電

子
署

名
の

検
証

結
果

の
ア

イ
コ

ン
が

表
示

さ
れ

る
。

④
残

高
証

明
書

等
の

取
得

・
復

号
・

検
証

電
子

証
明

書
期

日
は

、
新

規
取

得
・
更

新
時

か
ら

2
年

後
と

す
る

予
定

電
子

証
明

書
を

無
効

に
す

る
必

要
が

あ
る

の
は

、
監

査
人

を
利

用
担

当
者

と
す

る
場

合
の

監
査

人
の

交
代

等

秘
密

鍵
は

、
端

末
外

部
へ

の
持

ち
出

し
不

可

○
電

子
証

明
書

の
申

請
管

理
者

は
、

電
子

証
明

書
の

更
新

・
無

効
化

及
び

申
請

管
理

者
の

変
更

手
続

き
を

、
電

子
証

明
書

の
新

規
取

得
時

と
同

じ
方

法
で

行
う
。

○
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

は
、

秘
密

鍵
が

イ
ン

ス
ト

ー
ル

さ
れ

た
端

末
の

不
正

利
用

が
な

い
よ

う
に

、
厳

重
に

管
理

す
る

。

⑤
電

子
証

明
書

の
管

理

備
考

内
容

項
目

電 子 証 明 書

の 申 請

電 子 証 明 書

の 取 得

残 高 証 明 書

等 の 請 求

残 高 証 明 書

等 の 取 得 ・ 復

号 ・ 検 証

電 子 証 明 書

の 管 理

①
②

③
④

⑤



６
．

シ
ス

テ
ム

制
約

事
項

等
及

び
手

数
料

同
日

、
同

制
度

、
同

一
の

内
訳

の
請

求
で
あ
れ

ば
1通

と

し
て
計

算
す
る
。

送
付

1件
と
は

、
残

高
証

明
書

等
の

書
面

を
送

付
す
る
箱

の
こ
と
。
送

付
の

際
に
用

い
る
箱

の
数

に
応

じ
て

1,
00

0
円

を
加

算
す
る
。

証
明

書
1
通

に
つ

き
5
0
0
円

た
だ

し
、

1
通

の
枚

数
が

1
0
枚

を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
0
枚

を
超

え
た

枚
数

1
枚

に
つ

き
1
0
円

を
加

算
す

る
。

ま
た

、
送

付
1
件

に
つ

き
、

1
,0

0
0
円

を
加

算
す

る
。

書
面

に
よ

る
交

付

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

に
よ

る
交

付

交
付

方
法

同
日

、
同

制
度

、
同

一
の

内
訳

の
請

求
で
あ
れ

ば
1件

と

し
て
計

算
す
る
。

1
件

に
つ

き
5
0
0
円

備
考

手
数

料

O
S
：
W

in
do

w
s 

X
P

又
は

V
is

ta

ブ
ラ

ウ
ザ

：
In

te
rn

e
t 

E
xp

lo
re

r 
6
又

は
7

P
D

F
ビ

ュ
ー

ワ
ー

：
A

do
be

 A
c
ro

ba
t 

R
e
ad

e
r 

7
又

は
8

■
シ
ス
テ
ム
制

約
事

項

■
株

式
振

替
制

度
に
関

す
る
残

高
証

明
書

等
の

交
付

に
係

る
手

数
料

※
内

訳
と

は
、

口
座

残
高

表
又

は
口

座
処

理
明

細
表

の
別

の
こ

と

※
外

国
株

券
保

管
振

替
決

済
制

度
及

び
一

般
振

替
D

V
P

決
済

制
度

の
残

高
証

明
書

等
の

交
付

に
係

る
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

別
途

、
通

知
予

定



７
．

リ
ハ

ー
サ

ル
実

施
概

要

本
年

9
月

8
日

（
月

）
～

9
月

1
9
日

（
金

）
を

予
定

実
施

期
間

間
接

口
座

管
理

機
関

は
、

対
象

外
と

す
る

。
現

在
、

保
管

振
替

制
度

に
参

加
し

て
お

り
、

株
式

等
振

替
制

度
に

機
構

加
入

者
と

し
て

参
加

予
定

の
金

融
機

関
等

を
対

象
と

す
る

。

対
象

者

監
査

人
等

の
業

務
委

託
先

が
リ

ハ
ー

サ
ル

に
参

加
す

る
場

合
、

機
構

加
入

者
は

、
監

査
人

用
に

新
規

の
ユ

ー
ザ

ID
を

作
成

し
、

監
査

人
に

交
付

す
る

。

機
構

か
ら

提
供

す
る

残
高

証
明

書
等

フ
ァ
イ

ル
の

内
容

は
、

す
べ

て
ダ

ミ
ー

と
す

る
。

リ
ハ

ー
サ

ル
実

施
前

に
、

参
加

者
通

知
等

に
よ

り
リ
ハ

ー
サ

ル
の

実
施

日
程

及
び

手
順

を
通

知
予

定

①
ユ

ー
ザ

グ
ル

ー
プ

管
理

者
ID

を
用

い
て

、
テ

ス
ト

参
加

担
当

者
の

ユ
ー

ザ
ID

に
職

務
の

設
定

を
行

う
。

②
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

か
ら

C
S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

取
得

②
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

用
い

て
電

子
証

明
書

申
請

C
S
V

を
作

成
し

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

で
機

構
に

送
付

③
認

証
局

か
ら

配
信

さ
れ

る
サ

イ
ト

U
R

L
、

パ
ス

ワ
ー

ド
に

よ
り

認
証

局
サ

イ
ト

か
ら

電
子

証
明

書
の

取
得

④
C

S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

用
い

て
残

高
証

明
書

等
請

求
C

S
V

を
作

成
し

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

を
用

い
て

機
構

に
送

付
⑦

T
ar

ge
tか

ら
署

名
・
暗

号
化

さ
れ

た
残

高
証

明
書

等
P

D
F
フ

ァ
イ

ル
を

取
得

⑧
残

高
証

明
書

等
フ

ァ
イ

ル
の

復
号

、
電

子
署

名
の

検
証

の
実

施
⑨

リ
ハ

ー
サ

ル
終

了

リ
ハ

ー
サ

ル
手

順

備
考

内
容

項
目

電
子
証
明
書
の
申
請
及
び
取
得
、
残
高
証
明
書
等
の
請
求
、
取
得
、
復
号
、
電
子
署
名
の
検
証
の
リ
ハ
ー
サ
ル
を
次
の
と
お
り
予
定
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



（
参

考
１

）
電

子
証

明
書

の
申

請
管

理
者

と
利

用
担

当
者

の
役

割
等

可不
可

外
部

委
託

○
電

子
証

明
書

発
行

通
知

（
ワ

ン
タ

イ
ム

U
R

L
）

○
電

子
証

明
書

認
証

情
報

通
知

（
パ

ス
ワ

ー
ド

）
○

電
子

証
明

書
取

得
督

促
通

知
○

請
求

C
S
V

エ
ラ

ー
通

知
○

残
高

証
明

書
再

請
求

依
頼

通
知

○
電

子
証

明
書

更
新

督
促

通
知

（
利

用
担

当
者

が
管

理
す

る
電

子
証

明
書

）

○
電

子
証

明
書

更
新

督
促

通
知

（
当

該
機

構
加

入
者

に
発

行
し

た
す

べ
て

の
電

子
証

明
書

）
○

電
子

証
明

書
取

得
督

促
通

知

機
構

か
ら

配
信

さ
れ

る
メ

ー
ル

請
求

C
S
V

申
請

C
S
V

担
当

者
変

更
時

の
申

請
方

法

○
電

子
証

明
書

の
取

得
○

秘
密

鍵
の

管
理

○
残

高
証

明
書

等
の

請
求

、
取

得
、

復
号

○
電

子
証

明
書

の
新

規
発

行
、

更
新

、
無

効
化

の
申

請
○

発
行

済
み

電
子

証
明

書
及

び
利

用
担

当
者

の
把

握

主
た

る
役

割

複
数

部
署

の
そ

れ
ぞ

れ
担

当
者

が
残

高
証

明
書

等
の

請
求

、
取

得
、

復
号

を
行

う
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

担
当

者
を

電
子

証
明

書
の

利
用

担
当

者
と

す
る

。

利
用

担
当

者

電
子

証
明

書
の

利
用

担
当

者
と

の
兼

任
も

可
能

申
請

管
理

者

備
考

名
称



（
参

考
２

）
監

査
人

等
の

業
務

委
託

先
に

よ
る

残
高

証
明

書
等

の
請

求
等

に
関

す
る

手
続

申
請

C
S
V

の
項

目
の

う
ち

、
会

社
名

、
利

用
担

当
者

の
部

署
名

は
、

機
構

加
入

者
の

も
の

を
申

請
す

る
。

○
機

構
加

入
者

の
電

子
証

明
書

申
請

管
理

者
は

、
監

査
人

等
の

業
務

委
託

先
が

暗
号

化
さ

れ
た

残
高

証
明

書
等

の
復

号
が

可
能

と
な

る
よ

う
に

、
業

務
委

託
先

の
担

当
者

を
電

子
証

明
書

の
利

用
担

当
者

と
す

る
電

子
証

明
書

の
発

行
申

請
を

行
う
。

監
査

人
等

の
業

務
委

託
先

の
利

用
担

当
者

は
、

電
子

証
明

書
を

取
得

す
る

。

電
子

証
明

書
の

申
請

及
び

取
得

ユ
ー

ザ
ID

の
作

成
は

、
サ

ブ
グ

ル
ー

プ
管

理
者

ID
で

も
可

能

手
数

料
明

細
等

の
残

高
証

明
書

等
の

請
求

及
び

交
付

に
関

係
し

な
い

職
務

の
設

定
は

不
要

○
機

構
加

入
者

は
、

監
査

人
等

の
業

務
委

託
先

が
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

を
利

用
し

口
座

簿
等

の
請

求
及

び
取

得
が

可
能

と
な

る
よ

う
ユ

ー
ザ

グ
ル

ー
プ

管
理

者
ID

を
用

い
て

ユ
ー

ザ
ID

を
新

規
に

作
成

し
、

残
高

証
明

書
等

の
請

求
及

び
交

付
に

係
る

職
務

の
設

定
を

行
い

、
業

務
委

託
先

の
担

当
者

に
交

付
す

る
。

ユ
ー

ザ
ID

の
作

成
及

び
交

付

郵
送

で
残

高
証

明
書

等
を

交
付

す
る

場
合

、
送

付
先

は
、

機
構

加
入

者
の

み
と

な
り

、
監

査
人

等
の

業
務

委
託

先
は

対
象

外
と

な
る

。

○
監

査
人

等
の

業
務

委
託

先
の

利
用

担
当

者
は

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

か
ら

C
S
V

作
成

ツ
ー

ル
を

取
得

し
、

残
高

証
明

書
等

の
請

求
を

行
い

、
電

子
署

名
・
暗

号
化

さ
れ

た
残

高
証

明
書

等
を

取
得

す
る

。
○

監
査

人
等

の
業

務
委

託
先

の
利

用
担

当
者

の
端

末
に

イ
ン

ス
ト

ー
ル

さ
れ

た
秘

密
鍵

で
残

高
証

明
書

等
の

復
号

を
行

う
。

残
高

証
明

書
等

の
請

求
及

び
取

得

ユ
ー

ザ
ID

及
び

電
子

証
明

書
の

無
効

化
を

行
わ

な
か

っ
た

場
合

、
不

正
利

用
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
の

で
注

意

○
監

査
人

の
変

更
等

の
際

に
は

、
T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

の
ユ

ー
ザ

ID
及

び
電

子
証

明
書

の
無

効
化

が
必

要
と

な
る

。
そ

の
他

備
考

内
容

項
目



（
参

考
３

）
残

高
証

明
書

等
の

電
子

署
名

及
び

暗
号

化
の

仕
組

み

【
暗

号
化

】
①

機
構

は
、

機
構

加
入

者
が

残
高

証
明

書
等

P
D

F
の

暗
号

化
の

た
め

に
指

定
し

た
電

子
証

明
書

（
公

開
鍵

）
を

用
い

て
、

暗
号

化
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
に

よ
り

残
高

証
明

書
等

P
D

F
を

暗
号

化
し

、
復

号
の

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
付

加
し

て
、

E
X
E
フ

ァ
イ

ル
形

式
と

す
る

。
更

に
フ

ァ
イ

ル
の

圧
縮

の
た

め
、

Z
IP

フ
ァ
イ

ル
形

式
と

す
る

。
【
復

号
】

②
機

構
加

入
者

は
、

T
ar

ge
t保

振
サ

イ
ト

か
ら

Z
IP

フ
ァ
イ

ル
を

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

す
る

。
Z
IP

フ
ァ
イ

ル
の

中
に

あ
る

E
X
E
フ

ァ
イ

ル
を

ク
リ
ッ
ク

す
る

と
復

号
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
が

実
行

さ
れ

、
端

末
の

ブ
ラ

ウ
ザ

に
イ

ン
ス

ト
ー

ル
さ

れ
て

い
る

暗
号

化
を

行
っ

た
電

子
証

明
書

（
公

開
鍵

）
の

対
と

な
る

秘
密

鍵
に

よ
り

残
高

証
明

書
等

の
復

号
が

行
わ

れ
る

。
復

号
さ

れ
た

残
高

証
明

書
等

P
D

F
は

、
通

常
の

P
D

F
と

全
く
同

じ
と

な
り

、
自

由
に

閲
覧

可
能

■
暗
号
化
の
仕
組
み

【
電

子
署

名
】

①
残

高
証

明
書

等
P

D
F
の

ハ
ッ
シ

ュ
値

を
求

め
、

機
構

の
秘

密
鍵

で
暗

号
化

し
て

電
子

署
名

を
作

成
す

る
。

②
残

高
証

明
書

等
P

D
F
に

機
構

の
電

子
証

明
書

と
電

子
署

名
を

付
す

。
【
検

証
】

③
機

構
加

入
者

の
端

末
で

、
残

高
証

明
書

等
P

D
F
の

再
計

算
し

た
ハ

ッ
シ

ュ
値

と
、

機
構

の
電

子
証

明
書

に
よ

り
復

号
し

た
電

子
署

名
に

含
ま

れ
る

ハ
ッ
シ

ュ
値

を
比

較
す

る
。

ハ
ッ
シ

ュ
値

が
一

致
⇒

改
ざ

ん
無

し
、

ハ
ッ
シ

ュ
値

が
不

一
致

⇒
改

ざ
ん

有
り

⇒
改

ざ
ん

の
有

無
の

検
証

④
電

子
署

名
に

付
さ

れ
た

電
子

証
明

書
の

所
有

者
の

情
報

を
表

示
⇒

残
高

証
明

書
等

の
作

成
者

が
機

構
で

あ
る

こ
と

を
確

認
⑤

電
子

署
名

の
検

証
時

に
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
し

、
認

証
局

の
サ

イ
ト

で
失

効
リ
ス

ト
情

報
（
無

効
な

電
子

証
明

書
の

情
報

）
を

確
認

⇒
電

子
証

明
書

の
失

効
有

無
の

確
認

■
電
子
署
名
の
仕
組
み



（
参

考
４

）
A

c
ro

ba
t-

R
e
ad

e
rに

よ
る

電
子

署
名

検
証

ス
テ

ー
タ

ス
 

ア
イ

コ
ン

 
メ

ッ
セ

ー
ジ

 
補

足
（
予

測
さ

れ
る

原
因

な
ど

）
 

電
子

署
名

が
正

常
な

場
合

 

 
 

署
名

は
有

効
で

、
＜

機
構

＞
に

よ
っ

て
署

名
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

- 
文

書
は

、
こ

の
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

有
効

で
す

。
 

  

失
効

情
報

が
確

認
で

き
な

い

電
子

署
名

の
場

合
 

 

署
名

は
有

効
で

、
＜

機
構

＞
に

よ
っ

て
署

名
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

- 
文

書
は

、
こ

の
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

発
行

時
は

有
効

で
し

た
が

、
現

時
点

で
失

効
確

認
が

で
き

ま
せ

ん
で

し
た

。
 

・
端

末
か

ら
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

接
続

で
き

な

い
。

 

・
認

証
局

が
障

害
停

止
し

て
い

る
。

（
C

R
L

未
公

開
）
。

 

信
頼

す
る

 C
A

 で
は

な
い

電
子

署
名

の
場

合
 

 
 

署
名

の
正

当
性

は
不

明
で

す
。

 

- 
文

書
は

、
こ

の
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

信
頼

済
み

証
明

書
の

一
覧

に
見

つ
か

ら
ず

、
親

証
明

書
も

信
頼

済
み

証
明

書
で

は
な

い
た

め
、

不
明

で
す

。
 

・
A

cr
ob

at
の

環
境

設
定

（
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
）
を

行
っ

て
い

な
い

 

署
名

の
有

効
期

限
が

切
れ

て
い

る
場

合
 

 
 

署
名

の
正

当
性

は
不

明
で

す
。

 

- 
文

書
は

、
こ

の
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

、
有

効
期

限
が

切
れ

て
い

る
か

、
ま

だ
有

効
に

な
っ

て
い

な
い

た
め

、
不

明
で

す
。

 

・
古

い
署

名
済

み
Ｐ

Ｄ
Ｆ

を
参

照
し

た
た

め
、

署
名

に
使

用
し

た
電

子
証

明
書

の

参
照

時
点

で
有

効
期

限
切

れ
に

な
っ

て
い

る
。

 

失
効

さ
れ

た
電

子
署

名
の

場

合
 

 

署
名

は
無

効
で

す
。

 

- 
文

書
は

、
こ

の
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
て

い
ま

せ
ん

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

失
効

し
て

い
る

た
め

無
効

で
す

。
 

・
署

名
に

使
用

し
た

電
子

証
明

書
が

何

か
ら

の
特

殊
な

事
情

（
盗

難
な

ど
）
に

よ

り
、

や
む

な
く
失

効
し

た
。

 

改
ざ

ん
さ

れ
た

電
子

署
名

の

場
合

 
 

署
名

は
無

効
で

す
。

 

- 
文

書
は

、
署

名
が

適
用

さ
れ

た
後

、
変

更
さ

れ
た

か
ま

た
は

破
損

し
ま

し
た

。
 

- 
署

名
者

の
 I

D
 は

信
頼

済
み

証
明

書
の

一
覧

に
見

つ
か

ら
ず

、
親

証
明

書
も

信
頼

済
み

証
明

書
で

は
な

い
た

め
不

明
で

す
。

 

・
署

名
さ

れ
た

Ｐ
Ｄ

Ｆ
が

改
ざ

ん
さ

れ
て

い

る
。

 

電
子

署
名
を
付
与

し
た
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、

Ac
ro

ba
t R

ea
de

r で
表
示
し
た
場
合
、
印
影
イ
メ
ー
ジ
の
箇
所
に
次
の
「
ア
イ
コ
ン
」
が
表

示
さ
れ

る
。
ま
た
、
印

影
イ
メ
ー
ジ
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
「
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
が
表
示
さ
れ
る
。



（参考） Ｔａｒｇｅｔの利用又は確認に係る届出書類

（注） 提出書類や届出事項については、今後の法律改正や実務検討等により変更される場合があります。



 

・ 当社は、本確認書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された

業務を円滑に遂行するため、また、本通知に基づく連絡者と当機構との間の事務連絡を行うため、利用させていただ

きます。 
 

TargetID の利用に関する確認書 

(機構加入者用) 

平成  年  月  日

 株式会社 証券保管振替機構 

代表取締役社長 竹 内 克 伸 殿 

会 社 名   印 字         

代表者の               

役職氏名               印   

連絡者の               

役職氏名                   

電話番号                   

（口座管理機関コード（5桁）         ）

 

当社は、下記ユーザグループ管理者 ID 又は当社のユーザグループ管理者が作成した一般

ユーザ ID を用いて、貴社に対する通知及び届出等の提出を Target ほふりサイトを通じて

行うこととします（ただし、貴社から書面による提出を求められた場合は除きます）。 

また、同サイトを通じた貴社から当社に対する通知等についても、同 ID を用いて受領し、

速やかにその内容を確認することといたします。 

なお、当社は、不正な通知を防ぐため、当該 ID を適切に管理することといたします。 

 

記 

 

ユーザグループ管理者 ID 

ユーザグループ 

管理者 1ID 
 

ユーザグループ 

管理者２ID 
 

 

以 上 

 



【機構加入者用】 
 

提出日：平成  年  月  日 
株式会社東京証券取引所 
代表取締役社長 斉 藤 惇 殿 
 

株式会社 証券保管振替機構 

代表取締役社長 竹 内 克 伸 殿 

 
会社住所                 
 

会 社 名                 

代表者の               

役職氏名              実印 
 

T a r g e t シ ス テ ム 利 用 申 込 書 
（ユーザグループ登録申込書 兼 Target サイト利用申込書） 

１．ユーザグループの登録及び Target 保振サイト利用申込み 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」という。）が管理する Target 保
振サイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」及び次の事項を遵守するこ
とを確認したうえで、下記のとおりユーザグループの登録及び Target 保振サイトの利用
を申し込みます。 
（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理

者が受領するユーザグループ管理者ID又は同IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID（以下、「ユーザ ID」という。）によりログインする Target 保振サ
イトを通じて行うこと（ただし、機構より他の方法による提出を求められ
た場合を除く）。 

（２） Target 保振サイトを通じた機構から当社に対する通知等についても、
Target 保振サイトを用いて受領し、速やかにその内容を確認すること。 

（３） 不正な通知を防ぐため、ユーザ ID を適切に管理すること。 

 
記 

 
登録するユーザグループの情報 
ユーザグループ管理者※１ 管理者１ 管理者 2 
フ リ ガ ナ   

氏   名   

部 署   

ユ ー ザ I D ※ ２   

ID・パスワード送付先住所 
〒（   －    ） 
 
 

連絡先（電話番号）   

連絡先（ e - m a i l）   

手 数 料 担 当 兼 務 
（いずれかに○を付

け て く だ さ い 。） 
兼務有り・兼務無し 兼務有り・兼務無し 

※１ ユーザグループ管理者は、２名記載してください。 

※２ ユーザ ID は、英数字大文字、「－（ハイフン）」、「＿（アンダーバー）」を、5 文字以上 25 文字以内で、

任意に組みあわせて記載してください。 



【機構加入者用】 
２．手数料担当者の届出 
 

フ リ ガ ナ  

氏   名  

部 署  

連絡先（電話番号）  

連絡先（e-mail）  

※ ユーザーグループ管理者が手数料担当者を兼務する場合は、記載不要です。 
 
・ 本申込書に記載された個人情報は、東証と機構により共同利用します。また、「Target利用規程」第28条記載の

内容及び機構が行う業務を円滑に遂行するための目的以外では利用せず、第三者への提供は行いません。 

・ 当機構の取扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホ

ームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

以  上 

（送付先） 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 4 階 
 株式会社株式会社証券保管振替機構 業務部 （電話）03-3661-1836 



・ 当社は、本確認書に記載された個人情報を、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき主務大臣から認可された

業務を円滑に遂行するため、また、本通知に基づく連絡者と当機構との間の事務連絡を行うため、利用させていただ

きます。 
 

TargetID の利用に関する確認書 

(間接口座管理機関用) 

平成  年  月  日

 株式会社 証券保管振替機構 

代表取締役社長 竹 内 克 伸 殿 

会 社 名   印 字         

代表者の               

役職氏名               印   

連絡者の               

役職氏名                   

電話番号                   

（口座管理機関コード（5桁）         ）

 

当社は、記ユーザグループ管理者 ID 又は当社のユーザグループ管理者が作成した一般ユ

ーザ ID を用いて、貴社に対する通知及び届出等の提出を Target ほふりサイトを通じて行

うこととします（ただし、貴社から書面による提出を求められた場合は除きます）。 

また、同サイトを通じた貴社から当社に対する通知等についても、同 ID を用いて受領し、

速やかにその内容を確認することといたします。 

なお、当社は、不正な通知を防ぐため、当該 ID を適切に管理することといたします。 

 

記 

 

ユーザグループ管理者 ID 

ユーザグループ 

管理者 1ID 
 

ユーザグループ 

管理者２ID 
 

 

以 上 

 



【間接口座管理機関用】 
 

提出日：平成  年  月  日 
株式会社東京証券取引所 
代表取締役社長 斉 藤 惇 殿 
 

株式会社 証券保管振替機構 

代表取締役社長 竹 内 克 伸 殿 

 
会社住所                 
 

会 社 名                 

代表者の               

役職氏名              実印 
 

T a r g e t シ ス テ ム 利 用 申 込 書 
（ユーザグループ登録申込書 兼 Target サイト利用申込書） 

１．ユーザグループの登録及び Target 保振サイト利用申込み 
当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）が運営・管理する Target

システム及び株式会社証券保管振替機構（以下、「機構」という。）が管理する Target 保
振サイトの利用にあたり、東証の定める「Target 利用規程」及び次の事項を遵守するこ
とを確認したうえで、下記のとおりユーザグループの登録及び Target 保振サイトの利用
を申し込みます。 
（１） 機構に対する通知及び届出等の提出は、機構から下記ユーザグループ管理

者が受領するユーザグループ管理者ID又は同IDを用いて作成した一般ユ
ーザ ID（以下、「ユーザ ID」という。）によりログインする Target 保振サ
イトを通じて行うこと（ただし、機構より他の方法による提出を求められ
た場合を除く）。 

（２） Target 保振サイトを通じた機構から当社に対する通知等についても、
Target 保振サイトを用いて受領し、速やかにその内容を確認すること。 

（３） 不正な通知を防ぐため、ユーザ ID を適切に管理すること。 

 
記 

 
登録するユーザグループの情報 
ユーザグループ管理者※１ 管理者１ 管理者 2 
フ リ ガ ナ   

氏   名   

部 署   

ユ ー ザ I D ※ ２   

ID・パスワード送付先住所 
〒（   －    ） 
 
 

連絡先（電話番号）   

連絡先（ e - m a i l）   

手 数 料 担 当 兼 務 
（いずれかに○を付

け て く だ さ い 。） 
兼務有り・兼務無し 兼務有り・兼務無し 

※１ ユーザグループ管理者は、２名記載してください。 

※２ ユーザ ID は、英数字大文字、「－（ハイフン）」、「＿（アンダーバー）」を、5 文字以上 25 文字以内で、

任意に組みあわせて記載してください。 



【間接口座管理機関用】 
 
 
２．手数料担当者の届出 
 

フ リ ガ ナ  

氏   名  

部 署  

連絡先（電話番号）  

連絡先（e-mail）  

※ ユーザーグループ管理者が手数料担当者を兼務する場合は、記載不要です。 
 
・ 本申込書に記載された個人情報は、東証と機構により共同利用します。また、「Target利用規程」第28条記載の

内容及び機構が行う業務を円滑に遂行するための目的以外では利用せず、第三者への提供は行いません。 

・ 当機構の取扱う個人情報、当機構の個人情報保護方針など当機構の個人情報保護に関する事項は、当機構ホ

ームページ（http://www.jasdec.com/）に掲載されておりますので、適宜ご参照ください。 

以  上 

（送付先） 
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 4 階 
 株式会社株式会社証券保管振替機構 業務部 （電話）03-3661-1836 



３．その他



株
式
等
振
替
制
度
の
利
用
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
（
機
構
加
入
者
に
対
す
る
手
数
料
）

区
分

口
座

間
振

替
に

係
る

手
数

料
率

を
引

下
げ

（
４

５
円

／
件

→
１

８
円

／
件

）

→
口
座

に
よ

る
自

己
・

顧
客

の
分

別
管

理
に

伴
い

、
区

分
口

座
間

振
替

の
大

幅
な

増
加

が
見

込
ま

れ
る

た
め

。

口
座

管
理

手
数

料
を

新
設

→
区
分

口
座

数
比

例
、

口
座

残
高

比
例

及
び

加
入

者
口

座
数

比
例

の
３

要
素

に
よ

り
計

算
。

保
管

振
替

制
度

に
特

有
の

手
数

料
項

目
は

廃
止

→
預
託

、
保

管
及

び
交

付
手

数
料

、
機

構
名

義
へ

の
書

換
の

取
次

ぎ
に

係
る

手
数

料
な

ど
。

■
株
券
等
の
保
管
振
替
制
度
に
お
け
る
手
数
料
と
の
主
な
相
違
点

■
制
度
移
行
に
際
し
て
の
手
数
料
に
関
す
る
取
扱
い

口
座

開
設

金
：

施
行

日
前

日
に

お
け

る
保

管
振

替
制

度
の

参
加

者
が

、
制

度
移

行
に

際
し

て
参

加
者

口
座

簿
又

は
顧

客
口

座
簿

か
ら

振
替

口
座

簿
へ

の
転

記
手

続
き

を
行

う
た

め
に

開
設

す
る

区
分

口
座

（
保

管
振

替
制

度
に

お
い

て
開

設
し

て
い

た
区

分
口

座
と

の
継

続
性

が
認

め
ら

れ
る

も
の

）
に

つ
い

て
は

、
口

座
開

設
金

の
課

金
対

象
外

。

振
替

手
数

料
：

施
行

日
の

業
務

開
始

時
に

お
い

て
同

一
の

口
座

管
理

機
関

の
区

分
口

座
間

で
行

わ
れ

る
振

替
（

施
行

日
を

振
替

日
と

す
る

前
日

振
替

請
求

・
前

日
残

高
調

整
請

求
に

よ
る

振
替

）
に

つ
い

て
は

、
振

替
手

数
料

の
課

金
対
象
外
。

８
０

口
座
（

常
代
分
）

－－０
０

口
座
（

全
目
的
分
）

施
行
日
前
日

課
金

対
象
外

８
０
口
座
（
外
国
人
記
録
口
）

区
分

口
座
に

係
る

口
座

開
設

金
を

課
金

６
０
口
座
（
顧
客
口
）
※

新
設

区
分

口
座
に

係
る

口
座

開
設

金
を

課
金

１
０
口
座
（
自
己
口
）
※

新
設

課
金

対
象
外

０
０
口
座
（
決
済
口
）

課
金

の
有
無

施
行
日

例



振
替

法
第

２
７

７
条

に
基

づ
い

て
発

行
会

社
が

情
報

提
供

請
求

を
行

う
場

合
、

発
行

会
社

は
対

象
と

な
る

加
入

者
の

直
近

上
位

機
関

が
定

め
る

手
数

料
を

支
払

う
こ

と
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
。

株
式

等
振

替
制

度
に

お
い

て
、

機
構

が
発

行
会

社
か

ら
の

情
報

提
供

請
求

の
取

次
ぎ

を
行

っ
た

場
合

、
請

求
取

次
先

機
関

で
あ

る
口

座
管

理
機

関
は

、
発

行
会

社
に

対
す

る
手

数
料

（
情

報
提

供
料

）
の

請
求

を
機

構
を

通
じ

て
行

う
こ

と
が

可
能

。

口
座

管
理

機
関

は
、

発
行

会
社

の
請

求
に

対
す

る
情

報
提

供
料

の
料

率
等

を
あ

ら
か

じ
め

機
構

に
届

け
出

る
こ

と
が

必
要

（
機

構
は

届
出

の
あ

っ
た

情
報

提
供

料
の

料
率

等
を

あ
ら

か
じ

め
発

行
会

社
に

通
知

。
）

。

■
発
行
会
社
の
情
報
提
供
請
求
に
対
す
る
情
報
提
供
料
の
請
求
に
つ
い
て

■
情
報
提
供
料
の
請
求
事
務
の
概
要

※
詳

細
は

別
紙

「
情

報
提

供
料

の
請

求
事

務
取

扱
要

領
」

を
参

照
。

①
口
座

管
理

機
関

は
、

機
構

か
ら

の
情

報
提

供
請

求
の

取
次

ぎ
に

基
づ

い
て

、
「

振
替

口
座

簿
記

録
事

項
報

告

デ
ー

タ
」

又
は

「
対

象
加

入
者

保
有

株
式

数
報

告
デ

ー
タ

」
等

を
作

成
。

②
毎

月
の

報
告

デ
ー

タ
の

作
成

実
績

に
基

づ
い

て
、

報
告

デ
ー

タ
の

通
知

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
第

３
営

業
日

ま
で

に
請

求
デ

ー
タ

（
情

報
提

供
料

請
求

内
容

明
細

書
）

を
機

構
に

通
知

（
通

知
方

法
の

詳
細

は
後

日
通

知
）

。

③
機
構

は
毎

年
６

月
及

び
１

２
月

に
直

前
６

ヶ
月

分
の

請
求

デ
ー

タ
の

合
計

を
発

行
会

社
に

対
し

て
請

求
。

④
口
座

管
理

機
関

へ
の

情
報

提
供

料
相

当
額

の
引

渡
し

は
、

発
行

会
社

に
対

す
る

請
求

月
の

翌
月

に
お

い
て

、

当
該

月
の

口
座

管
理

機
関

に
対

す
る

手
数

料
請

求
額

と
の

差
引

き
計

算
の

方
法

に
よ

り
行

う
。

株
式
等
振
替
制
度
の
利
用
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
（
機
構
加
入
者
に
対
す
る
手
数
料
）
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１
．
は
じ
め
に

 
 社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
振
替
法
」
と
い
う
。）
第
２
７
７
条
後
段
は
、
加
入
者
の
口
座
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
に
つ
き
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
が
定
め
た
費
用
を
支
払
っ
て
、
振
替
口
座
簿
の
当
該
加
入
者
の
口
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る

事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
又
は
当
該
事
項
に
係
る
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
の
加
入
者
の
口
座
に
利
害
関
係
を
有
す
る

者
に
は
、
加
入
者
の
保
有
す
る
振
替
株
式
等
を
発
行
す
る
会
社
が
含
ま
れ
る
。

 
 株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
、
２
０
０
９
年
（
平
成
２
１
年
）
１
月
か
ら
実
施
を
予
定
し
て
い
る
株
式
等
の
振
替
制
度
に
お
い

て
は
、
振
替
法
第
２
７
７
条
後
段
に
基
づ
い
て
会
社
が
行
う
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
に
関
す
る
情
報
提
供
の
請
求
（
以
下
「
情
報
提
供
請
求
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

会
社
の
利
便
性
の
向
上
及
び
加
入
者
の
担
保
株
式
の
匿
名
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
機
構
が
一
元
的
に
請
求
の
受
付
窓
口
と
な
り
、
加
入
者
の
口
座
を
開
設
す
る
口

座
管
理
機
関
へ
の
請
求
の
取
次
ぎ
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
口
座
管
理
機
関
か
ら
の
報
告
内
容
を
と
り
ま
と
め
て
会
社
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ

と
を
予
定
し
て
い
る
。

 
 本
書
で
は
、
こ
の
機
構
が
取
次
ぎ
を
行
っ
た
情
報
提
供
請
求
に
係
る
口
座
管
理
機
関
が
定
め
る
費
用
（
以
下
「
情
報
提
供
料
」
と
い
う
。
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

そ
の
具
体
的
な
事
務
取
扱
い
の
要
領
を
記
述
す
る
。

 
口
座
管
理
機
関
は
、
本
書
の
記
載
及
び
別
に
機
構
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
か
ら
取
次
ぎ
を
受
け
た
情
報
提
供
請
求
に
係
る
会
社
へ
の
情
報
提
供
料
の
請

求
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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２
．
情
報
提
供
料
の
請
求
事
務
等
の
概
要

 
 （
１
）
 
骨
子

 
 

口
座
管
理
機
関
は
、「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
又
は
「
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
等
に
よ
っ
て
機
構
か
ら
通
知
さ

れ
た
会
社
の
情
報
提
供
請
求
に
基
づ
い
て
、「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
又
は
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
等
を
機
構
に
通
知
し
た
と
き

は
、
情
報
提
供
料
の
会
社
に
対
す
る
請
求
を
、
機
構
を
通
じ
て
行
う
。

 
 機
構
は
、
各
口
座
管
理
機
関
の
請
求
内
容
を
と
り
ま
と
め
た
上
で
、
機
構
が
会
社
に
対
し
て
手
数
料
の
請
求
を
行
う
際
に
、
あ
わ
せ
て
各
口
座
管
理
機
関
が
行
う

請
求
の
取
次
ぎ
を
行
う
。
ま
た
、
機
構
は
、
会
社
の
支
払
う
情
報
提
供
料
相
当
額
を
口
座
管
理
機
関
に
代
わ
っ
て
受
領
し
、
当
該
情
報
提
供
料
相
当
額
の
口
座
管
理

機
関
に
対
す
る
引
渡
し
を
、
機
構
の
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
手
数
料
請
求
額
と
相
殺
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

 
 口
座
管
理
機
関
に
よ
る
請
求
の
適
正
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
機
構
は
、
あ
ら
か
じ
め
口
座
管
理
機
関
か
ら
、
当
該
口
座
管
理
機
関
の
定
め
る
情
報
提
供
料
の

料
率
等
の
届
出
を
受
け
、
そ
の
一
覧
を
作
成
し
て
会
社
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
機
構
の
開
設
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
周
知
す
る
。
ま
た
、
口
座
管
理
機

関
か
ら
通
知
さ
れ
た
情
報
提
供
料
の
請
求
内
容
に
つ
い
て
、
機
構
が
取
次
ぎ
を
行
っ
た
情
報
提
供
請
求
の
内
容
と
の
突
合
を
行
う
。
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（
２
）
 
情
報
提
供
料
の
請
求
対
象

 
 

口
座
管
理
機
関
が
機
構
を
通
じ
て
行
う
情
報
提
供
料
の
請
求
対
象
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
（
注
１
）
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
情
報
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
。

 
 

イ
．
機
構
か
ら
「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
の
通
知
を
受
け
た
と
き

 
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
に
よ
っ
て
提
供
し
た
情
報

 
 

ロ
．
機
構
か
ら
「
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
の
通
知
を
受
け
た
と
き

 
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
に
よ
っ
て
提
供
し
た
情
報

 
 

ハ
．
機
構
か
ら
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」（
会
社
が
請
求
受
付
日
の

6
ヶ
月
以
前
の
日
を
指
定
し
て
情
報
提
供
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
機
構
が
請
求
取

次
先
機
関
に
交
付
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
交
付
を
受
け
た
と
き

 
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
書
」（
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」
に
基
づ
い
て
口
座
管
理
機
関
が
機
構
に
提
出
す
る
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
よ
っ
て
提
供
し
た
情
報

 
 

（
注
１
）
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

 
①
 
機
構
加
入
者
が
、
そ
の
信
託
口
に
記
録
さ
れ
た
振
替
株
式
等
に
つ
い
て
信
託
財
産
名
義
の
届
出
を
行
う
旨
の
包
括
的
な
申
出
を
行
っ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
、
会
社
か
ら
の
情
報
提
供
請
求
が
当
該
機
構
加
入
者
か
ら
届
け
出
ら
れ
た
信
託
財
産
名
義
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

機
構
か
ら
「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
若
し
く
は
「
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
の
通
知
又
は
「
振

替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」
の
交
付
を
受
け
た
場
合

 
②
 
機
構
加
入
者
が
、
そ
の
自
己
口
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
申
出
省
略
機
構
加
入
者
（
機
構
か
ら
担
保
専
用
口
の
開
設
を
受
け
て
い
る
他
の
機
構

加
入
者
）
か
ら
特
別
株
主
管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
る
旨
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
会
社
か
ら
の
情
報
提
供
請
求
が
当
該
機
構
加

入
者
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
機
構
か
ら
「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
若
し
く
は
「
情
報
提
供
請
求
（
部

分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
の
通
知
又
は
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」
の
交
付
を
受
け
た
場
合

 



 

- 5
 - 

（
３
）
 
情
報
提
供
料
の
請
求
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

 
 

情
報
提
供
料
の
請
求
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
次
の
イ
．
か
ら
ニ
．
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
 

イ
．
口
座
管
理
機
関
か
ら
機
構
に
対
す
る
情
報
提
供
料
の
請
求
額
の
通
知

 
口
座
管
理
機
関
は
、
毎
月
の
第
３
営
業
日
ま
で
に
、
機
構
の
定
め
る
形
式
（
４
．
を
参
照
。）
に
よ
り
、
前
月
中
に
機
構
に
対
し
て
通
知
を
行
っ
た
「
振
替
口
座

簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
若
し
く
は
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
又
は
前
月
中
に
機
構
に
対
し
て
提
出
を
行
っ
た
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報

告
書
」
（
注
２
）
に
係
る
情
報
提
供
料
の
請
求
額
を
通
知
す
る
。

 
な
お
、
間
接
口
座
管
理
機
関
は
、
そ
の
上
位
機
関
で
あ
る
直
接
口
座
管
理
機
関
を
通
じ
て
、
機
構
に
対
す
る
請
求
額
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
（
注
２
）
 
前
月
末
時
点
で
は
、
会
社
に
対
す
る
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
通
知
デ
ー
タ
」
若
し
く
は
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
通
知
デ
ー
タ
」
の
通
知
又
は

「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
証
明
書
」
の
交
付
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
機
構
に
対
す
る
報
告
日
ベ
ー
ス
で
請
求
額
の
通
知
を
行
う
。

 
 ロ
．
機
構
か
ら
会
社
に
対
す
る
情
報
提
供
料
の
請
求
額
の
通
知

 
機
構
は
、
口
座
管
理
機
関
か
ら
通
知
を
受
け
た
情
報
提
供
料
の
請
求
額
を
と
り
ま
と
め
、
機
構
の
会
社
に
対
す
る
手
数
料
の
請
求
時
（
原
則
と
し
て
、
毎
年
６

月
及
び
１
２
月
の
年
２
回
）
に
会
社
に
対
す
る
取
次
ぎ
を
行
う
。（
注
３
）

 
 
（
注
３
）
 
会
社
に
対
す
る
請
求
額
の
取
次
ぎ
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
な
る
。

 
①
 
６
月
請
求
分
 
 
前
年
１
２
月
か
ら
当
年
５
月
ま
で
の
請
求
額
の
合
計
。

 
②
 
１
２
月
請
求
分
 
当
年
６
月
か
ら
１
１
月
ま
で
の
請
求
額
の
合
計
。

 
 ハ
．
会
社
に
よ
る
情
報
提
供
料
相
当
額
の
支
払
い

 
会
社
は
、
機
構
か
ら
取
次
ぎ
を
受
け
た
情
報
提
供
料
相
当
額
を
、
機
構
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
機
構
に
対
す
る
手
数
料
と
あ
わ
せ
て
機
構
に
支
払
う
（
機
構

は
、
口
座
管
理
機
関
に
代
わ
っ
て
情
報
提
供
料
相
当
額
を
受
領
す
る
。
）。
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 ニ
．
機
構
か
ら
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
料
相
当
額
の
引
渡
し

 
機
構
は
、
会
社
が
情
報
提
供
料
相
当
額
の
支
払
い
を
行
っ
た
月
の
翌
月
（
原
則
と
し
て
、
毎
年
１
月
及
び
７
月
）
に
機
構
が
行
う
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
手

数
料
の
請
求
の
際
に
、
あ
わ
せ
て
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
料
相
当
額
の
引
渡
し
を
行
う
。（
注
４
）

 
な
お
、
間
接
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
料
相
当
額
の
引
渡
し
は
、
そ
の
上
位
機
関
で
あ
る
直
接
口
座
管
理
機
関
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。（
注
５
） 

 
（
注
４
）
 
機
構
は
、
当
該
月
の
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
手
数
料
請
求
額
と
情
報
提
供
料
の
引
渡
し
額
相
当
額
に
つ
い
て
差
引
き
計
算
を
行
い
、
差
引
き
計
算

後
の
金
額
を
当
該
月
の
手
数
料
請
求
額
（
差
引
き
計
算
の
結
果
が
負
の
数
と
な
っ
た
と
き
は
、
手
数
料
返
戻
額
）
と
し
て
通
知
す
る
。
口
座
管
理
機
関

は
、
差
引
き
計
算
の
結
果
、
口
座
管
理
機
関
が
支
払
う
べ
き
手
数
料
が
残
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
を
も
っ
て
、
情
報
提
供
料
相
当
額
の
引
渡
し
が
行

わ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

 
 （
注
５
）
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
間
接
口
座
管
理
機
関
の
上
位
機
関
で
あ
る
直
接
口
座
管
理
機
関
は
、
当
該
間
接
口
座
管
理
機
関
の
請
求
に
係
る
情
報
提
供
料

相
当
額
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
引
渡
し
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
４
）
 
情
報
提
供
料
の
請
求
事
務
フ
ロ
ー
（
概
要
）

 
 

時
 
 
期

 
口
座
管
理
機
関

 
機
 
 
構

 
会
 
 
社

 
備
 
 
考

 

「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告

デ
ー
タ
」
又
は
「
対
象
加
入
者
保

有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
等
を
機

構
に
通
知
し
た
日
の
翌
営
業
日

か
ら
、
当
該
日
の
属
す
る
月
の
翌

月
の
第
３
営
業
日
ま
で

 

         

 
 

※
 
機
構
に
お
け
る
論
理
チ
ェ

ッ
ク
の
結
果
が
エ
ラ
ー
と
な

っ
た
場
合
、
機
構
は
、
エ
ラ
ー

内
容
を
口
座
管
理
機
関
に
通

知
す
る
。

 
※
 
口
座
管
理
機
関
は
、
機
構
か

ら
エ
ラ
ー
内
容
の
通
知
を
受

け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
訂
正
後

の
内
容
を
機
構
に
再
提
出
す

る
と
き
は
、
毎
月
の
第
５
営
業

日
ま
で
に
行
う
。

 

会
社
に
対
す
る
手
数
料
請
求
月

（
毎
年
６
月
及
び
１
２
月
）
の
第

６
営
業
日
（
仮
）

 

    

 
 

※
 
会
社
へ
の
情
報
提
供
料
の

請
求
額
の
取
次
ぎ
は
、
機
構
の

会
社
に
対
す
る
手
数
料
の
請

求
時
に
あ
わ
せ
て
行
う
。

 
※
 
機
構
は
、
口
座
管
理
機
関
か

ら
通
知
さ
れ
た
請
求
額
の
合

計
額
を
、
会
社
に
通
知
す
る
。

 
 

機
構
の
指
定
す
る
支
払
期
日
（
毎

年
６
月
末
及
び
１
２
月
末
）
ま
で

に
 

   

 
 

 

会
社
の
支
払
期
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
（
毎
年
１
月
及
び
７
月
）

の
第
３
営
業
日

 

    

 
 

※
 
情
報
提
供
料
相
当
額
の
引

渡
し
は
、
当
該
月
の
手
数
料
請

求
時
に
あ
わ
せ
て
行
う
。

 

 

情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書

（
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
）

 
の
作
成

 

論
理
チ
ェ
ッ
ク

 
エ
ラ
ー

 提
 
出

 
入
 
 
力

 

情
報
提
供
料
請
求
額
の
取
次
ぎ

 

情
報
提
供
料
相
当
額
の
支
払
い

 
入
 
金

 

請
 
求

 

蓄
 
 
積

 

手
数
料

 
明
細
票

 

手
数
料

 
請
求
書

 

振
込
先
口
座
へ
の
入
金
確
認

 

情
報
提
供
料
相
当
額
の
引
渡
し

 
通
 
知

 
手
数
料

 
明
細
票

 

手
数
料

 
請
求
書
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３
．
情
報
提
供
料
の
料
率
の
届
出
等

 
 （
１
）
 
情
報
提
供
料
の
料
率
の
届
出

 
 

口
座
管
理
機
関
は
、
機
構
に
対
す
る
口
座
開
設
の
申
請
又
は
間
接
口
座
管
理
機
関
と
し
て
の
業
務
開
始
の
申
請
に
際
し
て
、
そ
の
定
め
る
情
報
提
供
料
の
料
率
又

は
算
式
そ
の
他
の
機
構
が
定
め
る
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
機
構
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。（
注
６
）

 
間
接
口
座
管
理
機
関
は
、
当
該
届
出
を
そ
の
上
位
機
関
で
あ
る
直
接
口
座
管
理
機
関
を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 
 
【
機
構
に
対
す
る
届
出
事
項
】

 
イ
．
口
座
管
理
機
関
の
名
称

 
ロ
．
口
座
管
理
機
関
の
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド

 
ハ
．
情
報
提
供
料
の
料
率
又
は
算
式

 
ニ
．
適
用
開
始
日
（
情
報
提
供
料
の
料
率
又
は
算
式
を
変
更
す
る
場
合
に
限
る
。）

 
ホ
．
情
報
提
供
料
請
求
事
務
の
担
当
部
署
及
び
連
絡
先

 
 

（
注
６
）
 
口
座
管
理
機
関
が
、
情
報
提
供
料
の
料
率
又
は
算
式
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
取
り
扱
う
（
こ
の
場
合
に
は
、
変
更
後
の
料
率
又
は

算
式
と
あ
わ
せ
て
、
そ
の
適
用
開
始
日
を
機
構
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。）
。

 
  （
２
）
 
会
社
に
対
す
る
情
報
提
供
料
率
一
覧
表
の
通
知

 
 

機
構
は
、
口
座
管
理
機
関
か
ら
の
前
（
１
）
の
届
出
の
内
容
（
情
報
提
供
料
請
求
事
務
の
担
当
部
署
及
び
連
絡
先
を
除
く
。
）
を
と
り
ま
と
め
、
「
口
座
管
理
機
関

の
定
め
る
情
報
提
供
料
率
一
覧
表
」
と
し
て
会
社
に
通
知
す
る
。

 
当
該
通
知
は
、
口
座
管
理
機
関
か
ら
の
前
（
１
）
の
届
出
の
つ
ど
、
機
構

Ta
rg

et
に

PD
F
フ
ァ
イ
ル
を
掲
載
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
（
あ
わ
せ
て
、
機
構
の

開
設
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
。
）。
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４
．
情
報
提
供
料
請
求
額
の
通
知
等

 
（
１
）
 
情
報
提
供
料
請
求
額
の
機
構
に
対
す
る
通
知

 
 

口
座
管
理
機
関
は
、「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
又
は
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
等
を
機
構
に
通
知
し
た
日
の
翌
営
業
日
か
ら
、
当

該
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
第
３
営
業
日
ま
で
に
、
前
月
に
当
該
口
座
管
理
機
関
が
行
っ
た
情
報
提
供
に
係
る
情
報
提
供
料
請
求
額
を
、
機
構
か
ら
の
「
情
報
提
供

請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
、
「
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
又
は
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」
に
基
づ
い
て
提
供
し
た

内
容
ご
と
に
、
機
構
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
（
注
７
）
に
よ
り
機
構
に
対
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
【
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
の
記
載
事
項
】

 
イ
．
口
座
管
理
機
関
の
名
称

 
ロ
．
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド

 
ハ
．
情
報
提
供
料
の
請
求
対
象
と
な
る
会
社
の
情
報
提
供
請
求
の
内
容
（
注
８
）

 
（
イ
）
 
情
報
提
供
請
求
の
種
別

 
（
ロ
）
 
情
報
提
供
請
求
を
行
っ
た
会
社
の
銘
柄
コ
ー
ド
（

5
桁
）

 
（
ハ
）
 
情
報
提
供
請
求
の
対
象
と
な
っ
た
加
入
者
（
以
下
「
対
象
加
入
者
」
と
い
う
。）
の
加
入
者
口
座
コ
ー
ド

 
（
ニ
）
 
対
象
加
入
者
の
保
有
す
る
株
式
等
が
記
録
さ
れ
て
い
た
口
座
の
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
（
記
録
先
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
）

 
（
ホ
）
 
情
報
提
供
請
求
に
係
る
受
付
番
号

 
（
ヘ
）
 
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
、「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
又
は
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
書
」
の
報
告
日

 
ニ
．
上
記
ハ
．
の
情
報
提
供
請
求
に
基
づ
い
て
口
座
管
理
機
関
が
行
っ
た
情
報
提
供
に
係
る
情
報
提
供
料
の
請
求
額
（
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。）

 
ホ
．
上
記
ニ
．
情
報
提
供
料
の
請
求
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税
相
当
額

 
 
（
注
７
）
 
口
座
管
理
機
関
は
、「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
の
提
出
に
代
え
て
、
機
構
の
定
め
る
仕
様
に
よ
っ
て
作
成
し
た
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」

を
、
機
構
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
暗
号
化
し
た
上
で
格
納
し
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
を
、
機
構
の
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
「
情
報
提

供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知
書
」
に
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
（
注
８
）
 
ハ
．
の
内
容
は
、
機
構
か
ら
通
知
さ
れ
た
「
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」
、
「
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
）
取
次
ぎ
デ
ー
タ
」

又
は
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
取
次
書
」
の
内
容
に
基
づ
い
て
記
載
す
る
。

 



 

- 1
0 

- 

（
２
）
 
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
の
作
成
方
法

 
イ
．
共
通
仕
様

 
（
イ
）
 
文
字
コ
ー
ド

 
使
用
文
字
コ
ー
ド
は
「
Ａ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｉ
」
と
す
る
。

 
 
（
ロ
）
 
使
用
可
能
な
文
字
の
範
囲

 
以
下
の
半
角
文
字
以
外
は
使
用
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 

種
類

 
入
力
可
能
文
字
種
（
半
角
）

 
種
類

 
入
力
可
能
文
字
種
（
半
角
）

 

数
字

 
10
種

 
0～

9 
半
角
ス
ペ
ー
ス

 
1
種

 
△

 

英
大
文
字

 
26
種

 
A
～

Z 
 

 
 

 
な
お
、
デ
ー
タ
レ
イ
ア
ウ
ト
中
の
「
属
性
」
項
目
の
表
記
内
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
定
義
す
る
。

 
 項
番

 
属
性

 
説
明

 

1 
9 

数
字
コ
ー
ド
（
数
字

0～
9）

 

2 
C

 
英
数
字
コ
ー
ド
（
半
角
英
字
・
半
角
数
字
・
半
角
ス
ペ
ー
ス
・
半
角
カ
ナ
）

 

 
（
ハ
）
 
入
力
項
目
の
設
定
方
法

 
各
入
力
項
目
は
ダ
ブ
ル
ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
（

 ”
  
）
で
囲
み
、
各
入
力
項
目
は
カ
ン
マ
（

 ,
 ）
で
区
切
る
も
の
と
す
る
（
項
目
に
セ
ッ
ト
す
る
値
が
な
い

場
合
、
２
つ
の
ダ
ブ
ル
ク
ォ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
間
に
は
何
も
セ
ッ
ト
し
な
い
。）
。
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（
ニ
）
 
提
出
フ
ァ
イ
ル
命
名
規
約

 
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
の
フ
ァ
イ
ル
名
（
固
定
長
３
５
文
字
（
拡
張
子
除
く
。）
）
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
     

ロ
．
デ
ー
タ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

 
（
イ
）
 
ヘ
ッ
ダ
レ
コ
ー
ド

 
項 番

 
項
目
名

 
属 性

 
桁 数

 
編
集
内
容

 

1 
レ
コ
ー
ド
区
分

 
C

 
1 

「
H」
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

2 
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド

 
C

 
5 

提
出
者
で
あ
る
機
構
加
入
者
の
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
す
る
。
（
注
９
）

 

3 
フ
ァ
イ
ル
種
別

 
C

 
3 

「
00

1」
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

4 
作
成
基
準
日

 
9 

8 
機
構
へ
の
提
出
予
定
日
を
セ
ッ
ト
す
る
（

YY
YY

M
M

D
D
形
式
）
。

 

5 
作
成
日

 
9 

8 
デ
ー
タ
作
成
日
を
セ
ッ
ト
す
る
（

YY
YY

M
M

D
D
形
式
）
。

 

 （
注
９
）
 
間
接
口
座
管
理
機
関
の
情
報
提
供
料
請
求
額
を
、
そ
の
上
位
機
関
で
あ
る
直
接
口
座
管
理
機
関
が
機
構
に
通
知
す
る
場
合
に
は
、
当
該
直
接
口
座
管

理
機
関
の
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
な
る
（
次
の
（
ロ
）
デ
ー
タ
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
同
一
フ
ァ
イ
ル
中
に
、
直
接
口
座
管

理
機
関
の
請
求
分
と
間
接
口
座
管
理
機
関
の
請
求
分
を
格
納
す
る
。）
。

 

JT
S
_Y
Y
Y
Y
M
M
_9
9
9
9
9
_Y
Y
Y
Y
M
M
D
D
_H
H
M
M
S
S
_N
N
.c
sv
 

固
定

 
請
求
対
象
月

 
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド

 
フ
ァ
イ
ル
作
成
日

 
フ
ァ
イ
ル
作
成
時
刻

 
フ
ァ
イ
ル
作
成
番
号
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（
ロ
）
 
デ
ー
タ
レ
コ
ー
ド

 
項 番

 
項
目
名

 
属 性

 
桁 数

 
編
集
内
容

 

1 
レ
コ
ー
ド
区
分

 
C

 
1 

「
D
」
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

2 
請
求
区
分

 
C

 
1 

「
1」
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

3 
機
構
加
入
者
コ
ー
ド

 
C

 
7 

提
出
者
で
あ
る
機
構
加
入
者
の
機
構
加
入
者
コ
ー
ド
（
対
象
加
入
者
の
口
座
が
属
す
る
も
の
）
を
設
定
す
る
。

 

4 
請
求
対
象
月

 
9 

6 
請
求
対
象
デ
ー
タ
の
発
生
月
を
設
定
す
る
（

YY
YY

M
M
形
式
）
。

 

5 
請
求
の
種
別

 
C

 
1 

「
1」
（
情
報
提
供
請
求
（
全
部
情
報
））
又
は
「

2」
（
情
報
提
供
請
求
（
部
分
情
報
））
を
設
定
す
る
。
（
注
１
０
）

 

6 
銘
柄
コ
ー
ド

 
C

 
9 

銘
柄
コ
ー
ド
を
設
定
す
る
（
前

4
桁
は
ス
ペ
ー
ス
と
す
る
。）
。

 

7 
加
入
者
口
座
コ
ー
ド

 
C

 
21

 
対
象
加
入
者
の
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
を
設
定
す
る
。

 

8 
記
録
先
加
入
者
口
座
コ
ー
ド

 
C

 
21

 
対
象
加
入
者
の
保
有
す
る
株
式
が
記
録
さ
れ
た
口
座
の
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
を
設
定
す
る
。
（
注
１
１
）

 

9 
受
付
番
号

 
C

 
16

 
請
求
の
対
象
と
な
る
情
報
提
供
請
求
の
受
付
番
号
を
設
定
す
る
。

 

10
 
報
告
日

 
9 

8 
「
振
替
口
座
簿
記
録
事
項
報
告
デ
ー
タ
」
又
は
「
対
象
加
入
者
保
有
株
式
数
報
告
デ
ー
タ
」
の
機
構
に
対
す
る
報
告

日
を
設
定
す
る
（

YY
YY

M
M

D
D
形
式
）
。

 
11

 
請
求
額
（
消
費
税
込
）

 
9 

13
 
口
座
管
理
機
関
が
請
求
し
よ
う
と
す
る
情
報
提
供
料
請
求
額
を
設
定
す
る
（
前

0
は
不
要
。
左
詰
め
）
。

 

12
 
消
費
税
額
相
当
額

 
9 

13
 
請
求
額
に
含
ま
れ
る
消
費
税
額
相
当
額
を
設
定
す
る
（
前

0
は
不
要
。
左
詰
め
）
。

 

 
（
注
１
０
）
 
口
座
管
理
機
関
が
、
機
構
か
ら
受
領
し
た
「
振
替
口
座
簿
情
報
提
供
請
求
書
」
に
基
づ
い
て
情
報
提
供
を
行
っ
た
と
き
は
、「

1」
（
情
報
提
供
請
求

（
全
部
情
報
））
を
設
定
す
る
。

 
（
注
１
１
）
 
対
象
加
入
者
の
口
座
に
記
録
さ
れ
た
数
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
対
象
加
入
者
の
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
を
設
定
す
る
（
結
果

と
し
て
、
項
番

7
の
「
加
入
者
口
座
コ
ー
ド
」
と
同
一
の
値
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。）
。

 
 



 

- 1
3 

- 

 
（
ハ
）
 
エ
ン
ド
レ
コ
ー
ド

 
項 番

 
項
目
名

 
属 性

 
桁 数

 
編
集
内
容

 

1 
レ
コ
ー
ド
区
分

 
C

 
1 

「
E」
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

2 
レ
コ
ー
ド
件
数

 
9 

10
 
デ
ー
タ
レ
コ
ー
ド
の
合
計
件
数
を
セ
ッ
ト
す
る
。

 

 



 

- 1
4 

- 

（
３
）
 
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
の
提
出
方
法

 
 口
座
管
理
機
関
は
、
「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
の
提
出
に
代
え
て
、
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
機
構
が
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知
書
」
に
、
機
構
が
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
暗
号
化
（
注
１
２
）
し
た
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」
を
格
納
し
た

Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
を
添
付
す
る
方
法
に
よ
り
、
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
の
提
出
を
行
う
。

 
 な
お
、
提
出
に
際
し
て
の
注
意
点
は
次
の
と
お
り
。

 
イ
．
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
を
格
納
し
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
の
表
面
に
は
、
機
構
が
指
定
し
た
ラ
ベ
ル
を
貼
付
す
る
。

 
ロ
．
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
を
格
納
し
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
は
正
・
副
２
枚
を
提
出
す
る
。

 
 
【
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知
書
の
記
載
事
項
】

 
イ
．
口
座
管
理
機
関
の
名
称

 
ロ
．
口
座
管
理
機
関
コ
ー
ド

 
ハ
．
請
求
対
象
月

 
ニ
．
添
付
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
に
格
納
さ
れ
た
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
の
レ
コ
ー
ド
件
数

 
ホ
．
添
付
さ
れ
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
に
格
納
さ
れ
た
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
中
の
情
報
提
供
料
請
求
額
の
合
計
額

 
 

（
注
１
２
）
 
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」
の
暗
号
化
は
、
口
座
管
理
機
関
の
利
便
性
及
び
事
務
の
効
率
性
を
考
慮
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
己
復
号
型
の
暗
号
化

形
式
（
※
）
を
使
用
す
る
（
口
座
管
理
機
関
が
暗
号
化
に
際
し
て
利
用
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
限
定
し
な
い
。
）
。
な
お
、
復
号
の
た
め
に
使
用
す
る
パ

ス
ワ
ー
ド
は
半
角
英
数
字

8
桁
以
内
で
口
座
管
理
機
関
に
お
い
て
設
定
し
、「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」
を
格
納
し
た
媒
体
と
は
別
に
、
あ
ら
か
じ
め

機
構
へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
次
の
５
．（
２
）
で
口
座
管
理
機
関
に
通
知
さ
れ
る
エ
ラ
ー
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
機
構
が
設

定
す
る
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
媒
体
提
出
時
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
同
一
の
も
の
を
設
定
す
る
。

 
（
※
）
 
「
自
己
復
号
型
の
暗
号
化
形
式
」
と
は
、
暗
号
化
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
実
装
さ
れ
て
い
な
い
環
境
で
あ
っ
て
も
、
所
定
の
パ
ス
ワ
ー
ド
の

み
で
暗
号
を
復
号
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
を
い
う
。

 
 



 

- 1
5 

- 

５
．
情
報
提
供
料
請
求
額
の
受
付
時
に
お
け
る
機
構
の
処
理

 
（
１
）
 
請
求
内
容
の
確
認

 
 

機
構
は
、
口
座
管
理
機
関
か
ら
「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
又
は
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知
書
」
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
請
求
内
容
に

つ
い
て
、
機
構
の
行
っ
た
情
報
提
供
請
求
の
取
次
ぎ
内
容
と
の
整
合
性
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
内
容
の
確
認
を
行
う
。

 
 （
２
）
 
請
求
内
容
に
エ
ラ
ー
が
存
在
す
る
場
合
の
取
扱
い

 
 

機
構
は
、
口
座
管
理
機
関
か
ら
提
出
を
受
け
た
「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
又
は
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知
書
」
の
内
容
に
エ
ラ
ー
が
存
在
す
る

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
口
座
管
理
機
関
に
通
知
す
る
。（
注
１
３
）

 
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
口
座
管
理
機
関
は
、
必
要
に
応
じ
、
訂
正
内
容
を
反
映
し
た
「
情
報
提
供
料
請
求
内
容
明
細
書
」
又
は
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
通
知

書
」（
注
１
４
）
を
、
毎
月
第
５
営
業
日
ま
で
に
（
注
１
５
）
機
構
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
注
１
３
）
 
口
座
管
理
機
関
に
対
す
る
通
知
は
、
エ
ラ
ー
デ
ー
タ
を
格
納
し
た
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
又
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
を
交
付
す
る
方
法
そ
の
他
の
機
構
が
適
当
と
認
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
。

 
（
注
１
４
）
 
「
情
報
提
供
料
請
求
デ
ー
タ
」
の
訂
正
は
、
訂
正
対
象
と
な
っ
た
デ
ー
タ
を
フ
ァ
イ
ル
単
位
で
再
提
出
す
る
方
法
に
よ
る
（
請
求
内
容
に
エ
ラ
ー

が
存
在
し
な
い
場
合
の
訂
正
（
請
求
額
の
訂
正
な
ど
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
取
り
扱
う
。
）。

 
（
注
１
５
）
 
毎
月
第
５
営
業
日
の
経
過
後
に
、
訂
正
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
口
座
管
理
機
関
と
機
構
と
の
間
の
個
別
調
整
に
よ
り
決

定
す
る
。

 
  

以
 
 
上

 






